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Press Release

報道関係者 各位

事務処理誤り等（平成２３年１月分）について

平成 23 年 1 月分の事務処理誤り等の件数及び個別の事案等について、別添

のとおりお知らせいたします。

なお、日本年金機構においては、引き続き事務処理誤り等の再発防止に努めて

まいります。

平成２３年３月１０日

（照会先）

品質管理部長 伊藤 誠一

（電話直通 ０３－６８９２－０７５２）

経営企画部広報室

（電話直通 ０３－５３４４－１１１０）
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別添

事務処理誤り等（平成２３年１月分）について

Ⅰ 概 要

日本年金機構（本部及び年金事務所等）における公的年金業務の事務処理誤り及び業

務上発生した事件・事故（以下「事務処理誤り等」という。社会保険庁時代のものを含

む。）について、１月に、本部担当部署及び年金事務所等の事務処理誤り等の詳細な報

告が完了したもの及びシステム事故等の詳細な報告が完了したものを取りまとめたもの。

・これらの事務処理誤り等については、被保険者等の関係者から公表を控えるよう強く要請されない

限り、原則として、その事案の概要等を公表します。今回取りまとめた263件のうち、公表可能な228

件について、その概要を日本年金機構ＨＰに掲載しています。

Ⅱ 状 況

以下の分析については、システム事故等を除く事務処理誤り等の２６３件を対象とし

ています。

１ 事務処理区分別件数

（１）受付時の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0件 （0.0%）

〔郵送や窓口で受領した書類の担当部署への回付漏れ等、受付時の誤り〕

（２）確認・決定誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 104件（39.5%）

〔届書内容の確認誤り、金融機関等のコード記入誤り等、事実関係の誤認や法令の適用誤り〕

（３）未処理・処理遅延・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49件（18.6%）

〔審査決定すべき届書の未処理、社会保険オンラインシステムへの入力漏れ、日本年金機構本部

への進達漏れ、関係部署からの返戻書類の未処理等〕

（４）入力誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18件 (6.8%）

〔数字や氏名等の入力誤り、一部項目の入れ違え等、入力時の誤り〕

（５）通知書等の作成誤り・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 10件 （3.8%）

〔様式誤り、記載事項誤り等、出力・作成時等の誤り〕

（６）誤送付・誤送信・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ 17件 （6.5%）

〔別の送付先への書類混入等の誤送付、誤送信、誤交付等、配付時の誤り〕

（７）説明誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26件 （9.9%）

〔窓口、電話等での制度説明誤り、申請書等の指示誤り等、相談時の誤り〕

（８）受理後の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5件 （1.9%）

〔受理した申請書、添付書類の紛失等〕

（９）記録訂正誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6件 （2.3%）

〔別人の記録を訂正、別人の記録を統合〕

（10）事故等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28件（10.7%）

〔身分証明書等の紛失、不適正な事務処理等、通常の業務処理の流れの中での誤りには該当しな

いもの〕

合計 263件（100.0%）
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２ 制度等別件数

（１）厚生年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50件 （19.0%）

（２）厚生年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14件 (5.3%）

（３）国民年金適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27件 （10.3%）

（４）国民年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42件 （16.0%）

（５）年金給付関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109件 （41.4%）

（６）船員保険関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0件 （0.0%）

（７）その他 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 21件 （8.0%）

合計 263件（100.0%）

３ 制度等別･事務処理区分別内訳

表１ 制度等別・事務処理区分別内訳一覧表
受付時

の書類

管理誤

り

確認・

決定誤

り

未処理・

処理遅

延

入力誤

り

通知書

等の作

成誤り

誤送付・

誤送信

説明誤

り

受理後

の書類

管理誤

り

記録訂

正誤り
事故等 計

厚生年金

適用関係

0 14 18 4 0 11 0 2 0 1 50

(0) (3) (1) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (1) (6)

厚生年金

徴収関係

0 8 3 2 0 1 0 0 0 0 14

(0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1)

国民年金

適用関係

0 14 6 5 0 1 0 0 1 0 27

(0) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2)

国民年金

徴収関係

0 16 8 1 5 2 4 1 0 5 42

(0) (0) (0) (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0) (3)

年金給付

関係

0 52 14 6 5 2 22 2 5 1 109

(0) (11) (2) (2) (2) (0) (2) (0) (1) (1) (21)

船員保険

関係

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

その他
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2) (2)

計
0 104 49 18 10 17 26 5 6 28 263

(0) (16) (3) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (4) (35)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。
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４ 事務処理誤り等の原因

（１）原因別件数

① 確認不足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 176件（66.9%）

〔窓口装置操作の際にキータッチ等を誤ったもの・入力を漏らしていたもの、通知書等の封入

封緘時における内容物や宛先の確認を漏らしていたもの等〕

② 適用・認識誤り・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 11件 （4.2%）

〔法令や通知等に係る解釈を誤っていたもの、理解が不足していたもの等〕

③ 届書等の放置・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ 46件 (17.5%）

〔本来行うべき処理を多忙や失念により適切な時期までに処理を行わなかったもの〕

④ その他・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30件（11.4%）

〔不正行為、不適正な事務処理、事故等〕

合計 263件（100.0%）

（２）原因別･事務処理区分別内訳

表 ２ 原因別・事務処理区分別内訳一覧表

受付時
の書類

管理誤り

確認・
決定誤り

未処理・
処理遅

延
入力誤り

通知書
等の作
成誤り

誤送付・
誤送信 説明誤り

受理後
の書類

管理誤り

記録訂
正誤り 事故等 計

確認不足
0 95 3 17 10 17 22 4 6 2 176

(0) (16) (0) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) (30)

適用・認識誤り
0 6 0 1 0 0 4 0 0 0 11

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

届書等の放置
0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46

(0) (0) (3) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (3)

その他
0 3 0 0 0 0 0 1 0 26 30

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2) (2)

計
0 104 49 18 10 17 26 5 6 28 263

(0) (16) (3) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (4) (35)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（３）原因別･制度等別内訳

表 ３ 原因別・制度等別内訳一覧表

厚生年金
適用関係

厚生年金
徴収関係

国民年金
適用関係

国民年金
徴収関係

年金給付
関係

船員保険
関係 その他 計

確認不足
34 11 19 24 88 0 0 176

(5) (1) (2) (3) (19) (0) (0) (30)

適用・認識誤り
0 0 2 4 5 0 0 11

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

届書等の放置
16 3 6 8 13 0 0 46

(1) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (3)

その他
0 0 0 6 3 0 21 30

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (2) (2)

計
50 14 27 42 109 0 21 263

(6) (1) (2) (3) (21) (0) (2) (35)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。
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５ 事務処理誤り等による影響

（１）事務処理誤り等による影響額別内訳

表 ４ 事務処理誤り等による影響額別一覧表

影響額
厚生年金

適用関係

厚生年金

徴収関係

国民年金

適用関係

国民年金

徴収関係

年金給付

関係

船員保険

関係
その他 計

影響額なし
30 4 22 39 48 0 20 163

(3) (0) (2) (3) (9) (0) (2) (19)

１万円未満
1 2 0 0 2 0 0 5

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

１万円以上

５万円未満

2 1 0 1 3 0 1 8

(0) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (2)

５万円以上

１０万円未満

2 1 1 0 7 0 0 11

(0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (1)

１０万円以上

５０万円未満

13 1 2 2 26 0 0 44

(3) (1) (0) (0) (4) (0) (0) (8)

５０万円以上

１００万円未満

0 1 2 0 11 0 0 14

(0) (0) (0) (0) (4) (0) (0) (4)

１００万円以上

５００万円未満

2 3 0 0 11 0 0 16

(0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (1)

５００万円以上
0 1 0 0 1 0 0 2

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

計
50 14 27 42 109 0 21 263

(6) (1) (2) (3) (21) (0) (2) (35)

（注１）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（注２）影響額の区分は、事務処理誤り等によって年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響の

あった額を表示した。

（注３）影響額の区分欄の「影響額なし」とは、①誤送付などで年金や健康保険等の給付額、保険料徴

収額等に影響のないもの、②賞与支払届の金額を誤って入力したが、保険料納付までに保険料納

付額を訂正できたものなどで年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響のないものをいう。

また、影響額の未確定のものも「影響額なし」とする。
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（２）事務処理誤り等による事象別内訳

表 ５ 事務処理誤り等による事象別一覧表

事 象 件 数 総額（円） 平均金額（円）

過払い（年金等の額を多く払いすぎた件） 25 22,815,722 912,629

未払い（年金等の額を少なく支払った件） 32 14,910,137 465,942

過徴収（保険料金額を多く徴収した件） 10 21,453,074 2,145,307

未徴収（保険料金額を少なく徴収した件） 18 5,811,292 322,850

誤還付（保険料金額を誤ってお返しした件） 5 1,298,031 259,606

その他 10 9,177,328 917,733

計 100 75,465,584 754,656

（注１）「表５事務処理誤り等による事象別一覧表」は、「表４事務処理誤り等による影響額別一覧表」

の「影響額なし」以外の内訳を表示した。

（注２）「総額（円）」は、事務処理誤り等によって年金や保険料徴収額等に影響のあった額の合計金

額を表示した。

（注３）「その他」の内訳は以下のとおりである。

過徴収と未徴収がある件 1件 71,250円

過徴収と誤還付がある件 1件 489,700円

過徴収と過払いがある件 1件 930,763円

過徴収と未払いがある件 1件 933,955円

過払いと未徴収がある件 1件 1,465,344円

過払いと未払いがある件 4件 5,256,016円

詐欺による被害 1件 30,300円

６ 事務処理誤り等の判明契機

（１）日本年金機構内部で判明・・・・・・・・・・・・・・・ 86件 （32.7%）

（２）日本年金機構外部からの通報等により判明・・・・・・・ 160件 (60.8%）

（３）その他（事件・事故等）・・・・・・・・・・・・・・・ 17件 （6.5%）

合計 263件（100.0%）

Ⅲ システム誤りに伴う事故等

・該当する事故等はありませんでした。



（注）各事項について、１.受付時の書類管理誤り、２.確認・決定誤り、３.未処理・処理遅延、４.入力誤り、５.通知書等の作成誤り、６.誤送付・誤送信、７.説明誤り、８.受理後の書類管理誤り、９.記録訂正誤り、１０.事故等の順に編綴

○日本年金機構の平成23年1月分の事務処理誤り等一覧（1～66ページ）

１．厚生年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１Ｐ 整理番号 １～４４

２．厚生年金徴収関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１３Ｐ 整理番号 ４５～５７

３．国民年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１８Ｐ 整理番号 ５８～８２

４．国民年金徴収関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２５Ｐ 整理番号 ８３～１２１

５．年金給付関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８Ｐ 整理番号 １２２～２０９

６．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２Ｐ 整理番号 ２１０～２２８



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○所内会議を行い、当該事象を説明
し、届書内容においては慎重にチェッ
クを行うよう指示しました。

内
部

○機構本部からの指示により、当所における
船員保険事務について再確認を行っていま
したところ、船舶所有者Ａ様の平成２１年４月
付被保険者報酬月額変更（基準日）届決定
時において、標準報酬決定誤りがあることが
判明しました。

○平成２１年５月付、船舶所有者Ａ様から被
保険者報酬月額変更（基準日）届の提出が
あり、本来、衛生管理手当を含めた金額で標
準報酬月額を決定すべきところ、衛生管理手
当を含めず標準報酬月額を決定してしまった
ため、１等級低い金額で決定してしまいまし
た。
○その原因は、算定明細書から被保険者報
酬月額変更（基準日）届に転記する際に、
誤って記載してしまったことによるものです。
○さらに、処理結果リストの確認時において
も当該誤りを発見できなかったものです。

1事業
所1名

未徴収 114,647

○ただちに当該処理を行い、船員保
険事務組合の担当者様に電話連絡
し、今回の事象を説明し、お詫びしまし
た。船舶所有者に対する連絡・お詫び
については、船員保険事務組合の担
当者様に一任しました。
○今回の訂正に係る遡及保険料額を
船舶所有者Ａ様あて通知書を作成し、
船員保険事務組合の担当者様へ、平
成２２年１１月分保険料にて一括徴収
させていただくことをお伝えいただくこ
と及び通知書を船舶所有者Ａ様へお
渡しいただくよう依頼しました。

船員保険
厚生年金
保険被保
険者報酬
月額変更
（基準日）
届にかか
る決定誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

宮城 仙台東 2009年5月12日 2010年11月24日1

厚生年金
保険７０歳

○事業所より７２歳の被保険者資格喪失届を
ご本人様自ら窓口で提出された際に 資格

○平成２０年４月、事業所より当時７０歳の方
の被保険者資格取得届が提出された際に

○ご本人様から電話があり、年金の過
払い分の返納について ４回で返納し

○７０歳以上の被用者が取得届を窓
口で提出された時には 取得届と一緒

内
部

○平成２１年２月付、船舶所有者Ａ様から被
保険者資格取得届の提出があり、本来、職
務に対する支給率は１．０５を使って標準報
酬を決定すべきところ、支給率１．０を使って
標準報酬を決定したため、１等級低い金額で
決定してしまいました。
○その原因は、被保険者資格取得届に記載
されていた支給率１．０５を見落とし、船舶管
理台帳に記載されていた機関員の支給率１．
０にて計算した金額を、資格取得届の標準報
酬月額欄に記載してしまったことによるもの
です。
○さらに、処理結果リストの確認時において
も当該誤りを発見できなかったものです。

1事業
所1名

未徴収 3,454

○担当課長が船舶所有者Ａ様に電話
し、今回の事象を説明してお詫びをし
ました。平成２２年１１月分保険料にて
一括徴収させていただくこと及び訂正
の通知書を送付する旨お伝えし、了承
を得ました。
○今回の訂正に係る遡及保険料額
を、船舶所有者Ａ様に通知しました。

○所内会議を行い、当該事象を説明
し、決裁においては慎重に二重チェッ
クを行うように指示しました。あわせ
て、届書の審査・処理には慎重を期す
るよう、事故防止の徹底について注意
を強く喚起しました。

船員保険
厚生年金
保険被保
険者資格
取得届に
かかる決
定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

宮城 仙台東 2009年2月3日 2010年10月8日

○機構本部からの指示により、当所における
船員保険事務について再確認を行っていま
したところ、船舶所有者Ａ様の平成２１年２月
付資格取得届提出時において、標準報酬決
定誤りが判明しました。

2

3

保険７０歳
以上被用
者該当届
の登録漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

愛知 熱田 2008年4月1日 2010年12月1日

ご本人様自ら窓口で提出された際に、資格
喪失届と一緒に厚生年金保険７０歳以上被
用者不該当届を受付しました。
○記録を確認しましたところ、資格取得時に
登録すべき厚生年金保険７０歳以上被用者
該当届が登録されていないことが判明しまし
た。

の被保険者資格取得届が提出された際に、
一緒に提出を求めるべき厚生年金保険７０歳
以上被用者該当届の提出指示をしなかった
と思われます。
○これにより、本来在職老齢年金の一部支
給停止となるべきところでしたが、全額支給さ
れていました。

1名 過払い 113,600

払い分の返納について、４回で返納し
たいとのお申出があり、同日、返納方
法申出書を送付しました。
○ご本人様から返納方法申出書が送
付されました。
○厚生年金保険７０歳以上被用者該
当・不該当届及び算定基礎届を入力
し、返納方法申出書を機構本部に進
達しました。

口で提出された時には、取得届と一緒
に厚生年金保険７０歳以上被用者該
当届をセットで提出していただくように
課内会議等で職員に注意喚起し、窓
口審査を複数名で行うよう申し合わせ
ました。
○また、事業所への周知を徹底させる
ために、窓口に７０歳以上被用者に関
する届出が必要であるという内容のポ
スターを作成し、掲示しました。

外
部

4

平成２１年
度算定基
礎届の決
定誤りに
ついて

確
認
・
決 千葉 市川 2009年8月11日 2010年12月24日

○厚生年金基金より、厚生年金基金の保有
している年金記録との相違の有無について
の確認依頼があり、当所で「平成２１年度算
定基礎届」を確認しましたところ、確認依頼の
あった１名の方の標準報酬月額の等級に誤
りがあることが判明しました。
○また その届書を精査しましたところ 確認

○確認依頼のあった方については、本来で
あれば、標準報酬月額の定時決定時に、支
払基礎日数が１７日未満の月の報酬は除外
して算出すべきところ、それを除外せずに計
算していたことが原因です。
○もう１名の方については、本来であれば、
標準報酬月額の定時決定時に 現物による

1事業
所2名

未徴収 36,908

○担当課長が事業所に電話し、お詫
びのうえ、訪問により当該事象の説明
させていただくことで了承を得ました。
○担当課長が事業所を訪問し、再度
お詫びのうえ、説明を行い、平成２３年
２月に通常請求分と今回判明した社会
保険料の追加納入分をあわせて納入

○課内会議にて当該事象を説明し、
課内職員に算定基礎届の審査の際に
は、支払基礎日数及び現物によるも
のの額について必ず確認すること、処
理結果について入力担当者とそれ以
外の職員のダブルチェックを徹底する
ことを指示しました

外
部

決
定
誤
り

千葉 市川
○また、その届書を精査しましたところ、確認
依頼のあった方以外にもう１名の標準報酬月
額の等級に誤りがあることが判明しました。

標準報酬月額の定時決定時に、現物による
給与支給額を含めて算出すべきところ、これ
を含めず計算したことが原因です。

所2名
未徴収

保険料の追加納入分をあわせて納入
していただくことで了承を得ました。

ことを指示しました。
○また、同様の事故を今後生じさせな
いよう、今回の事象を事務センターに
も情報提供しました。

部

1



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

5

高齢任意
加入被保
険者の資
格喪失予
定年月日
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

千葉 松戸 2010年4月22日 2010年11月22日

○お客様が年金相談のため来訪され、受給
資格期間を確認しましたところ、「厚生年金高
齢任意加入被保険者資格取得受理及び標
準報酬決定通知書の資格喪失予定年月日
を誤って通知していたことが判明しました。

○年金受給資格期間を計算した際に、受給
権を満たすために不足している厚生年金加
入期間については本来１８月であったにもか
かわらず、誤って８月と算出してしまったこと
が原因です。 1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びし、誤った
内容の決定通知書を回収しました。ま
た、後日、正しい内容の決定通知書を
発行することと、今後の保険料を納付
していただくことになる旨を説明しまし
たところ、了承を得ました。
○正しい内容の通知書とお詫びの手
紙をお客様へ送付しました。

○高齢任意加入資格取得の審査にあ
たっては、お客様相談室との連携を密
にし、年金見込額照会回答票の作成
により予定される受給権発生年月日を
確認するよう徹底します。 外

部

○該当事業所へ届書の受付から処理
までの状況の説明を行い、ご納得いた
だけましたが、当月末の保険料納付に
ついて訂正を求められました。年金事

○内容審査時において金額の確認に
は充分注意を行い処理することとして
いましたが、担当者含め賞与担当部
署への事象について話をし、再度注意

賞与支払
届の内容
審査にお
ける確認

○事業所の担当者様より、「提出した被保険
者賞与支払届の決定通知書が送られてきた
が、４名の賞与額が違っているため調べてほ
しい」とのお申出がありました。

○事業所より提出された賞与支払届の４名
分について賞与支払額欄（通貨によるものの
額）に記載されている金額と賞与額欄（合計）
に記載されていた金額では一桁違う金額が

7

算定基礎
届のチェッ
ク漏れに
ついて

確
認
・
決
定

沖縄
事務

センター
2010年7月5日 2011年1月18日

○年金事務所が事業所の総合調査を行いま
したところ、平成２２年度の算定基礎届にお
いて、支払基礎日数が１７日未満の月も含め
た平均額で新しい標準報酬を決定していたこ
とが判明しました。

○算定基礎届は支払基礎日数が１７日未満
の月は含まないで決定することになっていま
すが、当該届については支払基礎日数が１７
日未満の月があることを見落とし、そのまま
３ヵ月平均金額で報酬を決定したため、保険
料の徴収不足が発生したものです。

1事
業所
10名

未徴収 75,533

○総合調査時に年金事務所職員が事
業所の担当者様に対し、今後の保険
料で調整する旨を説明し、了承を得ま
した。
○事務センター職員が事業所の担当
者様に連絡し、次回保険料で調整す
ることをお伝えするとともに 徴収不足

○次年度の算定基礎届点検時に、支
払基礎日数の確認を徹底するよう申し
合わせました。

内
部

1事業
所4名

― 0

ついて訂正を求められました。年金事
務所と協議し、更生決定を行うことを
決めて事業所の担当者様へ連絡する
とともに、納付書にて納付となることで
了承を得ました。
○年金事務所にて更正決定を行い、
納付書の送付を行いました。

署への事象について話をし、再度注意
喚起するとともに、内容審査時での確
認の徹底を図ること、特に賞与におけ
る金額の誤りなど再発防止に向けた
確認行為の徹底を図ることとしました。

外
部

ける確認
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉
事務

センター
2011年1月11日 2011年1月17日

しい」とのお申出がありました。
○確認しましたところ、内容審査時の確認誤
りが判明しました。

に記載されていた金額では 桁違う金額が
記載されていました。
○内容審査後、委託業者へ委託し、FD処理
を行い、決定がされました。内容審査の段階
にて、記載事項の違いを確認できずに委託
に出したものであり、内容審査時での確認漏
れとなりました。訂正が計算日を過ぎていま
したが、告知前のため、事業所への納入告
知金額には影響は出ませんでした。

6

定
誤
り

名 ることをお伝えするとともに、徴収不足
額を記載したお詫びの手紙を送付しま
した。

8

被保険者
報酬月額
変更届の
審査誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

山梨
事務

センター
2010年12月22日 2011年1月17日

○健康保険組合より、月額変更届のうち２名
分については平成２３年１月の月額変更に該
当しないとの事業所への説明は誤りであり、
２名のうち１名は平成２３年１月の月額変更
に該当する旨の指摘を受けました。
○届書及び賃金台帳の写しを確認しましたと
ころ、２名のうち１名は平成２３年１月の月額
変更に該当することが判明しました。

○本来であれば、届書に記載された平成２３
年１月における月額変更届の処理を進めな
ければいけないところ、「平成２２年１０月から
３ヵ月間の支払額の平均による月額変更届」
を「平成２２年１１月より支給された手当を契
機とする月額変更届」と誤認し、月額変更届
の誤った再提出を依頼したことが原因です。

1事業
所1名

― 0

○担当者が事業所に連絡し、お詫びし
ました。また、届書については新たに
提出いただくことで了承を得ました。
○担当者が事業所に電話し、ブロック
本部からのお詫びの手紙を確認して
いただき、再度、お詫びのうえ、了承を
得ました。

○グループ内で再発防止策について
の話合いを行い、審査及び事後チェッ
クにおける届書、添付書類等の内容
確認を徹底し、二重チェックによる再
度の徹底を図りました。 外

部

任意適用
事業所の
適用年月
日等の誤

確
認

○新規適用届および資格取得届の課長決裁
時に、前日処理分の任意適用事業所の適用
年月日および資格取得日が誤って処理され
ていることが判明しました

○任意適用事業所のため、適用年月日は日
本年金機構が認可した、１月○○日と処理す
べきところ、書類受付日の、１月△△日と誤っ
て処理していました

○新規適用年月日及び資格取得年月
日を訂正しました。
○適用通知書及び健康保険・厚生年
金保険資格取得確認及び標準報酬決

○任意適用事業所の新規適用届の処
理結果リストだけでなく、認可日と適用
年月日及び資格取得届の資格取得年
月日を第三者と二重チ クをすること

9

日等の誤
りについて

認
・
決
定
誤
り

群馬 高崎 2011年1月14日 2011年1月18日

ていることが判明しました。 て処理していました。
○１月△△日付で資格取得届も処理されて
いたため、全国健康保険協会へ連絡し、被
保険者４名分の健康保険被保険者証の発送
を停止しました。

1名 ― 0

金保険資格取得確認及び標準報酬決
定通知書を訂正し、事業主様へ発送し
ました。

月日を第三者と二重チェックをすること
で単純ミスをなくすよう、課内会議で徹
底しました。

内
部

2



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

10

算定基礎
届による
標準報酬
決定誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

長崎 佐世保 2008年7月24日 2011年1月24日

○事業主様より、「従業員に届いたねんきん
定期便の内容について、平成２０年９月に改
定された標準報酬月額が誤って決定されて
いるようだ」とのお問合せがありました。
○確認しましたところ、標準報酬月額の決定
誤りであることが判明しました。

○平成２０年度被保険者標準報酬月額算定
基礎届により、平成２０年９月改定標準報酬
を２４０千円と決定すべきところを７８千円と
決定していました。
○標準報酬月額決定時に算定対象月４～６
月の合計を対象月数の３月で除するところ、
合計額等計算誤りをしたためと思われます。
その後当時の審査担当者の確認作業、決裁
においても気づかずに決裁され、委託業者に
そのまま入力されたものです。

1事業
所1名

未徴収 317,390

○担当者が事業主様に事象の説明を
行い、お詫びし、新たに発生する保険
料について、納付していただくことで了
承を得ました。
○該当事業所の平成２０年度の定時
決定記録の訂正処理を行いました。

○書類審査時に必ず２人以上で行うこ
とを徹底すること及び決定通知書送付
後、事業所よりお問合わせがあった場
合、速やかに上長に連絡し、調査確認
後、処理結果についても報告するなど
の励行も含め全職員に対し、朝礼時
において注意喚起しました。

外
部

○事業所の受託社会保険労務士事務
所から電話連絡を ただ た時 職

○課内会議にて今後、報告時に窓口
装置 より事業所名称等を再 ク

○事業所の受託社会保険労務士事務所よ
り 「 本年金機構ホ ムペ ジ 掲載され

○機構本部あて報告している全喪事業所の
報告 際 全喪事業所 ある 事業所と

全喪事業
所 覧

共済組合 ○月次で基礎年金番号管理フ イルに収録 ○共済組合との情報交換に使用する 基礎 ○対象者の方９ ５３４名のうち1名を ○国家公務員共済組合連合会に対し

所から電話連絡をいただいた時に、職
員が入力誤りについてお詫びしまし
た。日本年金機構のホームページの
訂正を依頼し、修正をしました。
○しかしながら、平成２２年１２月の報
告時に全喪事業所のデータを管理し
ているエクセルファイルの古いものを
使用してしまったため、Ａ事業所へ訂
正されていない状態のものに追加入
力してしまいました。
○事業所の受託社会保険労務士事務
所から電話連絡をいただいた時に、職
員が入力誤りについて再度、お詫びし
ました。再度、日本年金機構のホーム
ページの訂正を依頼し、修正をしまし
た。

装置により事業所名称等を再チェック
することとしました。
○報告用データを送信済分と未送信
分を区分けし、過去のファイルを誤っ
て使用することがないよう整理するこ
ととし、課内会議で徹底しました。

外
部

2010年10月
2011年1月14日

り、「日本年金機構ホームページに掲載され
ている全喪事業所一覧の事業所名称が間
違っている」との電話連絡がありました。
○確認しましたところ、全喪事業所である「Ａ
事業所」と掲載すべきところを、全喪後の連
絡先である「Ｂ事業所」と誤って掲載していた
ことが判明しました。

報告の際に、全喪事業所である、Ａ事業所と
報告すべきところを、全喪後の連絡先である
Ｂ事業所と誤って報告してしまったためです。
○随時、全喪事業所のデータを管理している
エクセルファイルの入力時に、全喪届書の全
喪事業所欄のＡ事業所と入力すべきところ
を、全喪後の連絡先欄のＢ事業所と誤って入
力しており、報告時に確認が漏れたことによ
るものです。

1事
業所

― 0

所一覧の
掲載誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

群馬 高崎 2010年5月15日
2010年12月15日11

12

共済組合
員情報の
未収録に
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

本部
記録

管理部
2010年6月15日 2010年6月22日

○月次で基礎年金番号管理ファイルに収録
している、共済組合員情報について、国家公
務員共済組合連合会から、磁気テープに収
録した削除データが未収録となっているとの
連絡があり、判明しました。

○共済組合との情報交換に使用する、基礎
年金番号に関する情報交換磁気テープ仕様
書において、暦日の降順（新しいものから）で
取消データを作成しなければならなかった記
述が明確でなかったことによります。

9,534名 ― 0

○対象者の方９，５３４名のうち1名を
除き、正しい記録の収録を行いまし
た。（１名の方については、国家公務
員共済組合連合会からのデータにより
補正しました）
○ねんきん定期便及び裁定請求書事
前送付の抽出対象となった方が１３名
おりましたが、このうち１１名の方は影
響がなく、２名の方につきましては、正
しい裁定請求書を再作成し、送付しま
した。

○国家公務員共済組合連合会に対し
て、再発防止について申し入れすると
ともに、収録方法について再確認をし
ました。

外
部

3



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○グループ内会議において当該事象
を説明し、送付物等は種別ごとにきち
んと受領簿に記録を残し、書類の行方
がわからなくなるようなことがないよう
申し合わせました。また、算定事務処
理においても書類の受渡方法等に細
心の注意を払い、処理漏れ等が発生
することがないよう申し合わせました。

外
部

○算定基礎届未提出事業所催告状の送付
を受けた事業所について、担当社会保険労
務士事務所からすでに算定基礎届(４５事業
所分)及び月額変更届（９事業所分）を送付し
た旨、年金事務所へ連絡がありました。
○確認しましたところ、受理していましたが、
別の部署に回付されており、未処理であるこ
とが判明しました。

○本来、回付された時点で算定基礎届受付
簿に記載のうえ処理されるべきところ、受付
簿記載前に回付されたままになっていたため
処理遅延となりました。また、発見が遅れた
ことも処理遅延の原因です。

45事
業所

― 0

○担当社会保険労務士に電話により
お詫びし、徹底的に捜索する旨を説明
しました。今後の対応について話合い
をした結果、算定基礎届等の写しを
とってあるとのことでしたが、保険料締
日までにまだ時間があるため、引続き
捜索するようにとのことでした。
○担当社会保険労務士事務所へ出向
き、保険料締日が迫っており、これ以
上処理を遅らせることが出来ない旨を
説明し、届書の写しの提供を受け、入
力処理し、決定通知書を社会保険労
務士事務所あてに持参しました。
○提出書類を発見し、その旨を担当社

算定基礎
届及び月
額変更届
の処理遅
延につい
て

未
処
理
・
処
理

千葉
事務

センター
2010年7月5日 2010年8月24日13

○今回発送漏れが発見された届書は、事務
センターにおいて書類が滞留していたため、
年金事務所において審査・入力処理をしたも
ので、事務センターにおいて発送を行いまし
たが、発送作業において別出力される決定
通知書だけ送付して、被扶養者届の控えの
発送をしなかったことによるものです

○社会保険労務士事務所に担当者よ
り電話にてお詫びと経過説明を行いま
した。あらためてお伺いし、再度お詫
びを行うとともに、未送付となっている
被扶養者届の控えをお渡しし、了承を
得ました。なお、事業所への説明は、
社会保険労務士より行っていただきま

○課内ミーティングにおいて当該事象
を説明するとともに、年金事務所にお
いて入力された届書については、年金
事務所ごとに担当者を定め、その担当
者が責任を持って発送漏れがないか
確認することとしました。

決定通知
書等の発
送漏れに
ついて

未
処

○社会保険労務士より、「平成２２年７月に提
出した受託事業所の被扶養者届の控えが
戻ってこない」との連絡が年金事務所にあり
ました。
○確認しましたところ、送付するべき控えが
届書に付いたままになっており、発送されて
いないことが判明しました

○提出書類を発見し、その旨を担当社
会保険労務士に電話連絡し、再度お
詫びをしました。
○担当社会保険労務士が来所され、
再度経過説明及びお詫びをしました。
事業主様あてに文書でのお詫びを求
められましたので、事業主様あてに事
務処理遅延についてのお詫びの手紙
を送付しました。

理
遅
延

○担当者がＡ事業所に、ＦＤで届出さ
れた賞与支払届のうち、一部が入力
漏れである旨を説明し、お詫びしまし
た。また、今後の事務処理（記録の補
正等）について、一定の時間が必要で
ある旨を説明し、ご理解をいただきま
した。

○課内会議において、当該事象を説
明し、入力漏れが生じないよう、ＦＤの
届出内容と処理結果を確認するため
のチェックを徹底するよう指示しまし
た。

外
部

賞与支払
届の入力
漏れにつ
いて

未
処

○他年金事務所より被保険者様の報酬に関
する照会があり、当時の書類を確認しました
ところ、事業所からＦＤで届出のありました９８
件の賞与支払届のうち、２０件の入力が漏れ
ていたことが判明しました。

○事業所が作成した賞与支払届のＦＤによる
届出９８件について、旧文京社会保険事務所
で受付し、入力処理を行いました。当時の事
務処理の詳細は不明ですが、入力終了後の
チェック漏れ及び決裁時にも入力漏れが発
見できなかったことが要因と考えられます。
なお、７８件は処理されましたが、残りの２０

発送をしなかったことによるものです。
13事
業所
338名

― 0

社会保険労務士より行っていただきま
した。
○同様の事象がないか、平成２２年１
月以降の届書について再度確認を行
いましたところ、発送漏れの決定通知
書等が見つかったため、該当事業所
へお伺いし、お詫びと経過説明を行っ
たうえ、通知書等とお詫びの文書をお
渡しし、了承を得ました。

理
・
処
理
遅
延

長野
事務

センター
2010年7月21日 2010年10月14日

いないことが判明しました。

14

1事
業所
20名

― 0

した。
○入力処理が漏れていた対象者の方
の記録を補正し、Ａ事業所に入力処理
が完了した報告と、保険料については
２年以上が経過したため、時効となる
ため徴収することができないことを説
明し、了承を得ました。また、正しい記
録によるねんきん定期便を送付するた
めの登録処理を行いました。
○Ａ事業所に対し、最終的な処理状況
を説明し、了承を得ました。

外
部

処
理
・
処
理
遅
延

東京 文京 2006年12月12日 2010年7月15日

なお、７８件は処理されましたが、残りの２０
件が未処理のままとなっていました。

15

4



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

16

保険料還
付請求書
にかかる
報告漏れ
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

鳥取
事務

センター
2010年9月22日 2010年11月19日

○年金事務所より、Ａ事業所の保険料等還
付請求の振込について、確認してほしいとい
う電話連絡がありました。
○確認しましたところ、Ａ事業所の保険料還
付データの、機構本部への報告漏れが判明
しました。

○年金事務所より、保険料還付金等請求書
が事務センターへ回付され、還付金請求書を
基に保険料還付データを作成し、機構本部
へ報告することとなっています。
○B事業所の保険料還付データを作成し保
存し、Ａ事業所を追加入力しましたが、データ
更新を行わず終了し、Ｂ事業所のみで誤って
機構本部へ報告してしまいました。

1事
業所

過徴収 124,925

○グループ長からＡ事業所の事業主
様に電話し、今回の事象を説明して、
お詫びしました。
○機構本部へ連絡し、保険料還付
データを機構本部へ送信し、支払予定
日を確認しました。
○グループ長からＡ事業所の事業主
様に電話し、支払予定日を報告し、了
承を得ました。

○保険料還付データを登録依頼する
時は、再度、入力データの内容をグ
ループ長が確認してから送信依頼す
るとともに、登録送付担当者へは、決
裁書類を付して依頼し、担当者は登録
内容を確認してから送付することとし
ました。

内
部

賞与支払
届の入力

○お客様からのねんきん定期便の年金加入
記録回答票に 「平成２０年１２月支給の賞与

○平成２０年１２月に処理された事業所の賞
与支払届（ＦＤ）について ５名分の処理を行

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ 今回の事象を説明し 回答書

○課内会議にて、ＦＤによる届出の際
には 磁気媒体総括票記載の届出総

17

届の入力
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

静岡 島田 2008年12月16日 2010年11月29日

記録回答票に、「平成２０年１２月支給の賞与
が記載されていない」との記載があり、調査
を進めていましたところ、平成２０年１２月の
賞与支払届（ＦＤ)について、お客様の記録が
入力漏れになっていたことが判明しました。

与支払届（ＦＤ）について、５名分の処理を行
いましたが、１名分の被保険者整理番号が
誤って収録されていたためエラーとなり、正
常処理ができませんでした。
○本来であれば、エラー分を補正してから決
定通知書を送付しなければならないところ
を、補正処理をせず、１名分のデータが処理
されないまま４名分のみを決定し、通知書を
送付しました。

1事業
所1名

未徴収 101,824

のうえ、今回の事象を説明し、回答書
を送付しました。
○担当者が事業所及び受託社会保険
労務士へ電話し、お詫びのうえ、今回
の事象を説明しました。なお、事業主
様に入力の漏れていた賞与に係る保
険料額を、平成２２年１１月分保険料
にあわせて告知させていただくことを
説明し、了承を得ました。

には、磁気媒体総括票記載の届出総
件数と処理件数が一致していること及
び届出内容に不備があるＦＤについて
は、判明時に事業所に連絡のうえ、指
導することを周知・徹底しました。 外

部

○担当者が事業所に電話し、お詫び
のうえ、事象の説明を行い、保険料納
入について、事業所の了承を得まし
た。同日、届書を入力し、決定通知書
を発送しました。
○当該年金受給者様の裁定原簿に調
整額が登録された と確認し 手計算

○担当職員に今回の事象を説明し、
資格喪失後の賞与支払については、
再度、被保険者縦覧等で確認すること
を徹底しました。あわせて、エラーリス
トに確認事蹟として基礎年金番号を記
入し、二次チェックで確認することを徹
底しました

○年金事務所から、「受給者便の回答票に
基づき他年金事務所より照会のあった事業
所に勤務する年金受給者様について、平成
２１年１２月支払分の賞与支払届を確認して
ほしい」との連絡がありました。
○確認しましたところ、事業所から届出のあ
りました賞与支払届（ ）にお 当該年

○事業所から届出された賞与支払届（ＦＤ）
において、当該年金受給者様の被保険者整
理番号が退職再雇用により変わっているにも
かかわらず、資格喪失した旧の被保険者整
理番号で届出がされていました。エラー補正
の際に十分確認をしないまま、処理不要とし

しま ました

賞与支払
届の処理
誤りについ
て

整額が登録されたこと確認し、手計算
で算出した過払い額と突合しているこ
とを確認しました。
○担当者が事業所を訪問し、再度お
詫びのうえ、遠方の年金受給者の
方々には文書でお詫びと説明を行うこ
とを伝え、了承を得ました。
○年金受給者の方々あてにお詫びと
説明の文書を送付しました。
○当該年金受給者様全員から照会が
あり、お詫びをして説明を行い、了承
を得ました。また、過払いとなった年金
の返納についても了承を得ました。

底しました。
○補正を行う全職員に対し、今回の事
象を説明し、退職再雇用に該当する年
齢については、特に慎重に確認するよ
う注意喚起を行いました。 内

部
2010年12月6日

りました賞与支払届（ＦＤ）において、当該年
金受給者様の被保険者整理番号は平成２１
年１２月に資格喪失した整理番号で届出がさ
れていて、資格喪失後の賞与支払となるた
め、処理不要としていたことが判明しました。

てしまいました。
○当該年金受給者様以外に、資格喪失した
旧の被保険者整理番号で届出がされていた
年金受給者様が５名いることが判明しまし
た。 1事業

所6名
その他 1,465,344

未
処
理
・
処
理
遅
延

兵庫
事務

センター
2010年1月8日18
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整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○審査担当職員に事象を説明し、審
査時だけでなく委託票作成時も、委託
すべきもの以外が混入していないこと
の確認を徹底するよう申し合わせまし
た。

内
部

○受付した厚生年金保険７０歳以上被用者
月額変更届が、処理済の被保険者報酬月額
変更届の束に混入していることを、編纂作業
をしていた職員が発見しました。
○確認しましたところ、未処理であることが判
明しました。

○７０歳以上被用者月額変更届は直接入力
していますが、同時に提出された月額変更届
を入力委託する際、誤って一緒に委託し、そ
の後の審査でも誤りを発見できなかったこと
によるものです。

1事業
所1名

過払い 236,787

○担当者が提出を代行した社会保険
労務士に電話し、事情の説明とお詫び
のうえ、事業所及びご本人様に連絡す
る旨伝えました。
○担当者が事業所に電話し、事業主
様に今回の事象について説明し、お詫
びしました。説明を文書でほしいとのこ
とでしたため文書を送付しました。
○担当者が事業所に電話し、事業主
様に送付した文書についてお聞きしま
したところ、文書は届き、内容も見た、
過払額の年金からの半額調整につい
ても了解したとの回答を得ました。

厚生年金
保険７０歳
以上被用
者月額変
更届の処
理漏れに
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

兵庫
事務

センター
2010年7月29日 2010年12月8日19

20

資格取得
届の受付
及び処理
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

滋賀 草津 2010年6月28日 2011年1月7日

○所内の国民年金課から「第１号喪失者確
認通知対象者一覧表」に記載のあったＡ様の
加入状況について問合せがあり、Ａ様が勤務
されている事業所に電話確認しましたとこ
ろ、既に厚生年金資格取得届は、加入されて
いる健康保険組合を通じて当所あてに送付
による届出をされているとのお申出がありま
した。
○確認しましたところ、資格取得届の受付及
び処理漏れが判明しました。

○健康保険組合からＡ様に係る資格取得届
の送付がされた際、本来、受付処理簿に記
載したうえで事務センターへ回付すべきとこ
ろ、届書に受付印は押印しましたが、別の事
業所の届書と同一のものと見誤り、受付処理
簿への記載ができていないまま、他の事業
所・届書とあわせて事務センターへ回付した
ものです。
○また、回付された事務センターにおいて
も、受付処理簿に記載ないことも影響し、該
当資格取得届について入力処理ができてい
ませんでした。

1事業
所1名

未徴収 166,730

○担当課長が事業所へ赴き、担当者
様と面談し、経過説明のうえ、お詫び
しました。また、未処理になっていた届
書について速やかに処理し、次回保
険料にて遡及分を調整処理することで
了承を得ました。

○今後、届書等の送付があった際、開
封後、担当課にて届書枚数等を確認
し、別の受付処理簿担当者においても
枚数等を再確認のうえ、受付処理簿に
記載し、事務センターへ回付すること
により再発防止に努めます。

内
部

○本来であれば入力処理日の締日を確認し
たうえで入力処理の締日に間に合うよう 他

○事業所の担当者様に、担当職員が
電話にてお詫びのうえ 説明し 所在

○課内全員に文書にて今回の事象を
説明し 業務連絡便は祝日等により変

適用事業
所 所在

○事業所の担当者様より、「所在地変更届が
処理されていない」との電話がありました

賞与支払
届の入力
漏れにつ
いて

未
処
理

○他の年金事務所から、「年金受給者の方
から、年金記録にかかる受給者便が届いた
が、記録の内容に疑義がある」とのお申出が
あったとの連絡がありました。

○定年退職された方が再雇用により、一旦
資格喪失となり再取得のため整理番号が変
更されていましたが、事業所から提出された
賞与支払届には変更前の整理番号が記載さ

○担当課長からお客様に電話し、お詫
びのうえ、経過並びに今後の事務処
理を当所で行う旨を説明し、了承を得
ました。

○課内（朝礼、資料回覧）で本事象を
説明し、賞与支払届の入力処理時に
資格喪失者の届出があった場合、定
年再雇用者であるかどうかの確認を

外
部

たうえで入力処理の締日に間に合うよう、他
年金事務所へ回付しなければならないとこ
ろ、次の業務連絡便の到着日を確認せず
に、処理締切日に間に合うと誤認して回付し
てしまいました。
○毎月、所在地変更届の処理漏れ・回送誤
り等を確認するため、処理締切日にオンライ
ン端末装置により変更先年金事務所で入力
処理がされているかどうかを受付簿により全
件チェックし、未入力の場合は電話により確
認していますが、受付簿への入力不備によ
り、入力漏れを発見できませんでした。

1事業
所5名

― 0

電話にてお詫びのうえ、説明し、所在
地変更年月日が１ヵ月遅くなることに
ついて了承を得ました。また、保険料
の口座振替については確実にしてもら
いたい旨のご希望をいただいたため、
他年金事務所の担当者に早期処理を
依頼しました。

説明し、業務連絡便は祝日等により変
更があるので留意するよう周知しまし
た。
○所在地変更届の担当者に、受付簿
にチェック欄を新たに設け、受付簿と
実際の所在地変更届の届出書を必ず
チェックのうえ、変更先年金事務所へ
回送するよう指示しました。

所 所在
地・名称変
更（訂正）
届（管轄
外）の回送
遅延につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 目黒 2010年12月27日 2011年1月7日

処理されていない」との電話がありました。
○確認しましたところ、当所から他年金事務
所への届出回送が遅れたため、所在地変更
の処理締切日に間に合っていなかったことが
判明しました。

21

22

理
・
処
理
遅
延

山口 下関 2004年11月5日 2011年1月5日

○確認しましたところ、賞与支払届の入力漏
れが判明しました。

れていたため、資格喪失月の支払と判断し
入力不要として処理されていました。
○また、決裁時においても担当課長による、
定年再雇用者の方であるかの再確認ができ
ていなかったものと考えられます。

1事業
所1名

未払い 12,100

○賞与支払届を入力し、機構本部へ
再裁定の進達をしました。

必ず行い、入力漏れがないよう周知徹
底しました。また、事務センターへも事
象を伝え、周知を図ってもらうよう依頼
しました。

内
部

6



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

23

賞与支払
届の未入
力につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

愛知
事務

センター
2010年12月21日 2011年1月13日

○年金事務所より、「賞与支払金額訂正届の
保険料チェックをしていたところ、賞与支払届
１名分の未入力があった」との連絡により、
賞与支払届の未入力が判明しました。

○賞与支払金額訂正を入力する際、前に記
載されていた賞与額を取消しましたが、訂正
を入力した後に一旦取消した賞与額を入力
する作業を怠り、決裁でもチェックできなかっ
たことによるものです。 1事

業所
未徴収 132,020

○担当者が事業所の担当者様に電話
し、今回の事象を説明してお詫びし、
次回保険料で調整のうえ、不足分を納
入していただくことで了承を得ました。

○記録の取消した際には、画面記録
の訂正前、訂正後を印字し、確認をす
るよう再度徹底しました。

内
部

適用事業
所全喪届
の入力処
理後の事
故補正漏

未
処
理

○従業員が退職により、被保険者様が０人と
なった事業所に対する事業実態の確認を
行っていましたところ、すでに全喪届が提出
されているにもかかわらず、全喪処理が完結
していない届書があることが判明しました

○被保険者様全員の資格喪失を確認せずに
処理を行ったことから、全喪届が事故として
出力されていたにもかかわらず、事故補正し
ないまま処理が完結したものとして決裁を終
了していたため 現在まで全喪処理が未処

○全喪届の再入力を行い、全喪届に
係る処理を完了しました。
○また、同様の事象がないか確認しま
したが、当該事象以外は事故補正漏
れはありませんでした

○全喪届の入力は、全喪処理確認リ
ストが正常処理されなければ完結とな
らないため、確実に確認を行うよう課
内ミーティングで徹底しました。

24

故補正漏
れについ
て

理
・
処
理
遅
延

群馬 桐生 2009年4月2日 2011年1月18日

していない届書があることが判明しました。 了していたため、現在まで全喪処理が未処
理の状態でした。
○全喪届処理時において、届書と処理結果
リストの確認はされていたと思われますが、
全喪処理確認リストの確認がされていなかっ
たことから発生したものです。

1事
業所

― 0

れはありませんでした。
内
部

25

被扶養者
異動届の
一部入力
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅

東京 目黒 2011年1月13日 2011年1月20日

○社会保険労務士より、「担当している事業
所の健康保険被保険者証が１枚届かない」と
の照会がありました。
○確認しましたところ、被扶養者異動届に記
入されていた３名のうち１名の入力処理がさ
れていないことが判明しました。

○本来であれば３名分の入力処理をすべき
ところ、１名分の入力処理をしていなかったこ
とに気づかず、その後のチェックにおいても
担当職員が２名で２回チェックを行いました
が、１名分の入力処理漏れを見落としてし
まったことが原因です。 1事業

所1名
― 0

○担当課長が社会保険労務士に電話
にてお詫びし、了承を得ました。また、
早急に健康保険被保険者証を使用し
たい旨のご要望がありましたので、健
康保険被保険者資格証明書を発行
し、送付しました。
○担当職員が未入力であった被扶養
者異動届を入力処理し、全国健康保
険協会に連絡のうえ、健康保険被保
険者証の発送依頼をしました

○課内全員に文書・口頭にて今回の
事象を説明し、チェックの重要性と入
力漏れのチェック方法を周知徹底しま
した。

外
部

遅
延 険者証の発送依頼をしました。

26

平成２１年
度算定基
礎届（訂
正）の未処
理につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

島根
事務

センター
2010年7月2日 2011年1月27日

○年金事務所において平成２２年度の算定
基礎届訂正入力分を確認していました。入力
年月日が記載されていないことから、入力日
を確認しようとしましたところ、処理済分（処
理不要）として整理され、訂正入力がされて
いないことが判明しました。

○平成２１年度の算定基礎届の訂正分を入
力処理する必要がありましたが、平成２２年
度の算定基礎届が処理済であり、報酬月額
も訂正後と同額であったことから、同届書を
平成２２年度の訂正分と思い込み、処理不要
の整理をしていました。
○また、決裁においても、届書と決定通知書
の点検漏れをしたことによるものです。

1事業
所1名

未徴収 120,883

○担当者が事業所に電話し、お詫び
のうえ、事象説明し、保険料について
は、次回保険料で調整することで了承
を得ました。
○平成２１年度の算定基礎（訂正）届
について、入力しました。
○担当者が事業所を訪問し、再度お
詫びのうえ、標準報酬決定通知書を
手渡し、了承を得ました。

○朝礼において、審査時の複数名に
よるチェック及び届書と決定通知書の
複数名によるチェックを必ず行うよう改
めて確認しました。

内
部

平成２２年
度算定基
礎届の未

未

○お客様が年金相談に来訪され、記録確認
を行った際、平成２２年度の標準報酬月額が
登録されていないことに気付きました

○当該処理については、警告リストが出力さ
れ、届出内容を確認し、手作業で入力する必
要がありましたが 確認作業において見落と

○年金事務所の担当者が事業所に電
話にて経過を説明し、お詫びしました。
また 決定通知書については 事務セ

○グループ内会議において、警告リス
トの複数名によるチェックと、決裁時に
処理件数と決定通知書の確認を徹底

27

礎届の未
処理につ
いて

処
理
・
処
理
遅
延

島根
事務

センター
2010年6月28日 2011年1月27日

登録されていないことに気付きました。
○確認しましたところ、事業所からＦＤで届出
された算定基礎届が未処理であることが判
明しました。

要がありましたが、確認作業において見落と
したため処理漏れとなりました。
○また、未提出者の届出を促すため活用す
る、算定基礎届未提出者一覧表は、月額変
更予定表示がされていたため出力されず、
未処理が発見できませんでした。

1事業
所1名

― 0

また、決定通知書については、事務セ
ンターから送付することで了承を得ま
した。

処理件数と決定通知書の確認を徹底
するよう改めて申し合わせました。

外
部

7



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
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○窓口で対応した職員が事業所の担
当者様に経過の説明とお詫びをしまし
た。同日、担当課長が事業所に電話
し、お詫びのうえ、経過説明し、正しく
処理した標準賞与額決定通知書を持
参のうえ、訪問させていただくこととし
ました。
○担当課長が標準賞与額決定通知書
を持参のうえ事業所を訪問し、事業主
様と担当者様に改めてお詫びと詳細
の説明を行い、未徴収の保険料につ
いては平成２２年１１月分とあわせて
平成２２年１２月に請求させていただく
ことを説明し、了承を得ました。

○朝ミーティングにおいて、今回の事
象を全課員に伝え、再度届書審査処
理の徹底と思い込みによる処理をしな
いよう周知しました。
○また、入力結果のチェックにおいて
見誤り、見落しのないよう、再度徹底し
ました。

外
部

2010年12月1日

○事業所から、「ねんきん定期便を確認した
従業員からの照会により確認したところ、平
成２０年１２月支給の賞与の支払届が２名分
処理されていない」とのお申立がありました。
○該当事業所の処理済の平成２０年１２月に
係る賞与支払届を確認しましたところ、お申
立ていただいた被保険者様２名分について
入力されていないことが判明しました。

○事業所から提出された賞与支払届は、年
金事務所で審査し、委託業者に入力を依頼
していましたが、今回の届書については連署
式の届書であり、退職者の方については氏
名欄の上部余白に退職年月日の記載があり
ました。退職日以後の賞与の支払について
は届出対象外となるため、審査において賞
与額の記載があった場合、委託業者が誤ら
ないよう金額を抹消することとしており、退職
年月日の記載があった被保険者様の上段の
被保険者様の退職と見誤って記載されてい
る賞与額を抹消してしまったことによるもので
す。
○また、委託業務終了後は、ＦＤに収録した

1事業
所2名

未徴収 57,779

被保険者
賞与支払
届の入力
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

長野 飯田 2008年12月26日28

29

厚生年金
保険７０歳
以上被用
者該当届
の入力誤
りについて

入
力
誤
り

愛知
事務

センター
2010年1月4日 2010年11月16日

○年金事務所窓口にお客様が来所され、「平
成２２年１０月支払の年金額が少なくなってい
るがどうしてか」との相談がありました。
○確認しましたところ、標準報酬月額の入力
誤りが判明しました。

○厚生年金保険７０歳以上被用者該当届を
入力した際に、標準報酬月額を２，７５０千円
と入力すべきところを誤って２７５千円で入力
していました。
○この入力誤りにより、在職老齢年金の支給
調整は標準報酬月額２８０千円で計算され、
停止額０円として平成２１年１１月分から平成
２２年８月分までが支払われました。

1名 過払い 1,483,916

○担当者がお客様と面談し、お詫びの
うえ、年金の返納について説明をしま
した。後日返納方法申出書及び生活
状況の申立書を送付することとし、了
承を得ました。

○審査時に標準報酬月額１００万円以
上の場合は、届書に印を付け、入力時
の注意を促すとともに、入力結果の確
認時にはこの印を確認することをグ
ループ内打ち合わせで周知徹底しまし
た。

外
部

ことを説明し、了承を得ました。○また、委託業務終了後は、ＦＤに収録した
内容を出力したものと、届書の突合をします
が、誤りを発見できませんでした。

○年金事務所の担当者が事業所へ架
電し、お詫びのうえ、今回の事象を説
明しました。その後、事業所に赴き、事

○入力委託業者の責任者に、当該事
象を説明するとともに、事務処理及び
確認の改善を申し入れました。全職員

被保険者
資格取得
届にかか

○事業所の担当者様から、「平成２２年１１月
分の保険料が、なぜ多く請求されているの
か」との連絡が年金事務所にありました。

○委託業者の担当者が入力する際に、資格
取得年月日を平成２２年１１月のところ、平成
２１年１１月で処理をして、１年分遡及した保

業主様に今回の事象を説明してお詫
びをしましたが、入力委託業者が謝罪
すべき、現金で還付すべきとのことで、
超過保険料の還付方法につきまして
は、今後の発生分に充当することで対
応可能か、了承を得ることはできませ
んでした。
○担当者が何度か架電し、事業主様
に面会を申し入れましたが、都合がつ
かないとのことでしたので、過徴収保
険料と平成２２年１１月分保険料告知
等との充当のお知らせを送付しまし
た。
○担当者が事業所に赴き、事業主様
に再度今回の事象を説明してお詫び
し、超過保険料と平成２２年１１月分保
険料告知等との充当の説明をしまし
た

に当該事象を説明、処理内容の相互
チェック、最重点チェック項目の再強化
の周知徹底をした旨、改善報告書を受
理しました。
○管理・厚生年金適用グループ職員
に当該事象を説明し、処理内容の複
数の目によるチェックの強化、最重点
チェック項目等の意識の共有化を図
り、再発防止の徹底をしました。

外
部

る資格取
得年月日
の誤入力
ついて

入
力
誤
り

栃木
事務

センター
2010年11月5日 2010年12月1日

○確認しましたところ、１年分遡及した保険料
額の請求になっていたことが判明しました。

険料額の請求になってしまいました。
○入力委託業者がダブルチェック時、気づか
ず、その後も職員が資格取得届と資格取得
決定通知書を突合したにもかかわらず発見
できず、また、決裁時も確認が不十分であっ
たことによるものです。

1事業
所1名

過徴収 472,13430

た。
○過徴収保険料と平成２２年１１月分
保険料納付(充当）の確認をしました。
○過徴収保険料と平成２２年１１月分
保険料充当後の超過徴収保険料繰越
額と平成２２年１２月分保険料告知額
等との充当のお知らせを送付しまし
た。

8



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

0

○年金事務所の担当者がＡ事業所を
訪問し、事務担当者様にお詫びすると
ともに、誤送付した健康保険被保険者
証並びに決定通知書を回収しました。
○年金事務所の担当者がＢ事業所を
訪問し、事務担当者様にお詫びのう
え、今回の事象について経過説明し、
了承を得ました。
○健康保険・厚生年金保険被保険者
資格取得届及び被扶養者（異動）届の
訂正入力を行いました。
○Ｂ事業所への健康保険被保険者証
並びに決定通知書等を送付しました。

○朝礼で今回の事象を説明するととも
に、事業所整理記号が未記入の場合
は、事業主様への確認並びにオンライ
ン記録（事業所記録）の確認を徹底す
るよう、改めて周知しました。

外
部

事業所整
理記号の
誤入力に
ついて

入
力
誤
り

愛媛
事務

センター
2010年12月21日31 2010年12月28日

○Ａ事業所から全国健康保険協会へ、「当社
の従業員でない者の健康保険被保険者証が
届いた」と電話連絡がありました。
○全国健康保険協会から連絡を受け、確認
しましたところ、Ｂ事業所から届出された、健
康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
及び被扶養者(異動）届の入力処理を誤って
Ａ事業所の事業所整理記号で入力していた
ことが判明しました。

○本来であれば、事業主様への確認並びに
オンライン記録の確認により、正しい事業所
整理記号を記載して入力すべきところ、この
チェックを怠ったために事業所整理記号の誤
りに気がつかないまま入力処理しました。こ
の結果、健康保険被保険者証等もＡ事業所
あてに送付してしまったものです。

1事業
所1名

―

32

賞与支払
届の誤入
力につい
て

入
力
誤
り

愛媛
事務

センター
2011年1月12日 2011年1月17日

○事業所から、「賞与支払届の決定通知書
が届いたが、１名の金額が相違している」と
の電話連絡がありました。
○確認しましたところ、賞与額を１桁誤って入
力していたことが判明しました。

○入力処理（委託）前の事前審査段階で賞
与額の記入誤り（千円単位で記入すべき欄を
１円単位で記入されていました）を発見しまし
た。このため、賞与額の桁数を修正して入力
処理（委託）しましたが、１名について、５０，０
００円を５０千円と修正すべきところ、誤って５
００千円と修正していたため、誤った金額の
まま入力処理（委託）されていました。
○また、決裁時においても誤りを発見できま
せんでした。

1事業
所1名

― 0

○補正入力を行いました。
○担当者から事業所の担当者様に今
回の事象についてお詫びするととも
に、次回保険料の口座振替を緊急停
止し、更正後の正しい保険料額の納
付書により納付していただくことをお願
いし、了承を得ました。

○グループ内で緊急ミーティングを行
い、管理・厚生年金適用グループ長が
今回の事象を説明し、改めて事前確
認の徹底と再発防止について周知し
ました。

外
部

算定基礎
届決定通
知書の誤
送付につ 誤

○社会保険労務士より、「受託事業所ではな
いＡ事業所の算定基礎届決定通知書が事務
センターから送付され、受託事業所であるＢ
及びＣ事業所のうちＣ事業所の分が届かな

○算定基礎届決定通知書等の送付先を、算
定受付経過管理システムに入力した際、本
来ならばＢ及びＣ事業所分の送付先を当該
社会保険労務士事務所として登録すべきとこ

○担当者が社会保険労務士事務所へ
赴き、お詫びし、了承を得ました。ま
た、誤送したＡ事業所の決定通知書を
回収しました

○課内にて、当該事象を説明し、デー
タ登録の際は、複数人でのチェックを
徹底することとしました。

33

送付につ
いて

誤
送
付
・
誤
送
信

東京 上野 2010年7月12日 2010年8月16日

及びＣ事業所のうちＣ事業所の分が届かな
い」との連絡がありました。
○確認しましたところ、誤送付が判明しまし
た。

社会保険労務士事務所として登録すべきとこ
ろ、別送先データを一行飛ばして入力してし
まったため、Ａ及びＢ事業所分の送付先を当
該社会保険労務士事務所として登録し、Ｃ事
業所分の送付先については登録をしていな
かったことによるものです。これは、入力結果
の確認を怠ったことが原因です。（Ｃ事業所
へ直接送付されていることを確認しました）

2事
業所

― 0

回収しました。
○担当者がＡ事業所へ赴き、今回の
事象を説明し、お詫びのうえ、決定通
知書を交付し、了承を得ました。
○担当者より社会保険労務士事務所
に、Ｃ事業所の決定通知書は、Ｃ事業
所に送付されていることを電話にて説
明し、了承を得ました。

外
部

○育児休業取得者確認通知書を送付したＡ
事業所から、「Ｂ事業所の資格取得届決定通
知書及び被扶養者異動届（副）が混入してい
る」との連絡が年金事務所にあり、誤送付し
ていたことが判明しました。

○発送委託業者は書類の封入封緘の際に
一次・二次のチェック作業を行うこととなって
おり、１つの事業所に送付する書類が複数あ
る場合は、事業所記号と事業所名称を確認
し、事業所毎に組合せを行った後、封筒の宛
名と確認のうえ封入封緘を行うこととなって
います。
○事務処理のピ ク時期と重な てしまい

2事業

資格取得
届決定通
知書及び
被扶養者
届（副）の
誤送付に
ついて

誤
送
付

東京
事務

○年金事務所の担当者がＡ事業所に
電話にてお詫びし、事業所を訪問のう
え、再度お詫びし、誤送付した資格取
得届決定通知書及び被扶養者異動届
（副）を回収しました。
○年金事務所の担当者がＢ事業所に
電話にてお詫びし、今回の事象を説明
し 訪問のうえ 資格取得届決定通知

○発送委託業者（事業主・総括管理責
任者・部署管理者）に対し、今回の事
象及び原因の確認、個人情報の取扱
の徹底を求めました。また、作業工程
においては、封入封緘時のダブル
チェックの見落としが無いよう、必ず一
次・二次チェック担当者は同一人が行
わないこと 決定通知書等の事業所記

外
34 2010年8月25日 ○事務処理のピーク時期と重なってしまい、

通常時には封入封緘の作業に従事していな
い者を動員して発送作業を行っており、書類
の組合せも封入封緘時のチェックも２回行い
ましたが、確認が不十分であったため、誤り
に気づかずに封入封緘をしてしまいました。

2事業
所1名

― 0・
誤
送
信

東京
事務

センター
2010年8月18日 し、訪問のうえ、資格取得届決定通知

書に記載されている被保険者様（ご本
人様）とも面談し、再度お詫びし、了承
を得て決定通知書等を交付しました。

わないこと、決定通知書等の事業所記
号・事業所名称の確認は特に注意を
するよう、発送委託業者に要請しまし
た。

外
部

34

9



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○短縮コードにて、他事務センターに
２名で再度ＦＡＸ送信をしました。
○ＦＡＸを返信いただいたお客様のご
自宅へ赴き、お詫びのうえ、誤送信し
たＦＡＸの回収をしました。

○記録照会については、ＦＡＸ番号入
力によるＦＡＸ送信を禁止することと
し、原則電子メールによる対応及びＦ
ＡＸ送信については、短縮コードが登
録されている宛先のみであることの周
知徹底をしました。

外
部

2010年10月4日

○お客様より、間違って送られているとの
FAXをいただき、確認しましたところ、ＦＡＸの
誤送信が判明しました。

○他事務センターあてに３事業所分のＦＡＸ
照会をしました。
○お客様より、間違って送られている旨のＦＡ
Ｘをいただいたことで、他事務センターのＦＡＸ
番号を誤り、誤送信されていたことが判明し
ました。
○本来であれば、短縮コードに登録されてい
ない事務センター・年金事務所へＦＡＸ照会
する場合は、２名で確認のうえ送信すべきと
ころ、ＦＡＸ番号が短縮コードに登録されてい
るにもかかわらず、短縮コードを使用せずに
１名で送信してしまったことにより発生したも
のです。

1名 ― 0

ＦＡＸの誤
送信につ
いて

誤
送
付
・
誤
送
信

神奈川
事務
センター

2010年10月1日35

36

年金手帳
の誤送付
について

誤
送
付
・
誤
送
信

愛知 刈谷 2010年11月26日 2010年12月9日

○Ａ事業所から、送付物の中に、当社の社員
以外の年金手帳が混入していたと担当者あ
てに返送されたことにより、年金手帳の誤送
付が判明しました。

○Ａ事業所にかかる氏名変更による年金手
帳を送付した際、Ｂ事業所にかかる氏名変更
による年金手帳を混在して送付してしまいま
した。
○封入担当者並びに封緘者が再発防止策
の徹底を指示しているにもかかわらず、指示
を理解せず、確認を徹底していなかったこと
が原因です。

2事業
所1名

― 0

○担当者より誤って送付したＡ事業所
へお詫びのうえ、説明し、了承を得ま
した。
○担当者よりＢ事業所へお詫びのう
え、説明しました。年金手帳を送付す
ることで了承を得ました。

○全体朝礼にて今回の事象を報告
し、意識の徹底を図りました。
○また、具体的な再発防止策を再度
検証し、改善策を検討して、担当者に
周知・徹底しました。 外

部

37

被保険者
賞与支払
届の誤送
付につい
て

誤
送
付
・
誤

福井 福井 2010年12月22日 2010年12月24日

○被保険者賞与支払届総括表及び賞与支
払届を送付したＡ事業所からＢ事業所の賞
与支払届が同封されているとの連絡がありま
した。
○確認しましたところ、封入の際、誤ってＢ事
業所の賞与支払届をＡ事業所の賞与支払届
総括表に付して送付したことが判明しまし

○担当職員が出力した２事業所分の賞与支
払届総括表とＡ事業所分の賞与支払届を組
み合わせる際に、それぞれの届書に出力さ
れている事業所記号を確認せず組み合わせ
てしまったためです。
○また、封入時にも事業所記号を再度確認
せず、組み合わせたままの状況で封入したこ

2事業
所5名

― 0

○職員がＡ事業所を訪問し、事業主様
にお詫びのうえ、説明し、了承を得まし
た。誤って送付した賞与支払届を回収
しました。
○職員がＢ事業所を訪問し、事業主様
にお詫びのうえ、当初送付した送付物
(未開封）を回収し、改めて賞与支払届

○課内会議において、当該事象を説
明し、賞与支払届総括表、賞与支払
届を送付する際には、事業所ごとに組
み合わせを確認し、クリアファイルに入
れ、処理結果リストと同時に複数名に
よるチェックを必ず行うよう申し合わせ
をしました。

外
部

誤
送
信

総括表に付して送付したことが判明しまし
た。

せず、組み合わせたままの状況で封入したこ
とによるものです。

(未開封）を回収し、改めて賞与支払届
総括表、賞与支払届を手渡し、提出し
ていただくよう依頼し、了承を得まし
た。

をしました。

38

健康保険・
厚生年金
保険標準
賞与額決
定通知書
の誤送付
について

誤
送
付
・
誤
送
信

福島
事務
センター

2010年12月27日 2011年1月4日

○健康保険・厚生年金保険標準賞与額決定
通知書を送付したＡ事業所から、Ｂ事業所の
通知書が届いたとの連絡が年金事務所へあ
りました。
○確認しましたところ、Ｂ事業所分の通知書
を、Ａ事業所に誤送付していたことが判明し
ました。

○Ａ事業所が賞与届提出時、返信用封筒を
添付されていましたが、受付後、クリップで留
めていたものが外れてしまい、B事業所分に
添付されたためです。
○また、審査時にも事業所名等を確認せず、
審査済届書へ返信用封筒を添付したことに
より、決定通知書をA事業所へ送付したもの
です。

2事業
所3名

― 0

○担当者が電話にてお詫びのうえ、説
明し、訪問のうえ、誤送付したＢ事業
所の決定通知書を回収しました。
○担当者がＢ事業所に電話にて今回
の事象を説明し、お詫びした後、訪問
のうえ再度お詫びし、決定通知書を手
渡し、了承を得ました。

○課内打合せ時に当該事象を説明
し、封筒等が添付されていた場合、再
度確認するよう指示するとともに、複
数名によるチェックを再度徹底するよ
う申し合わせました。
○受付担当者には、封筒等が添付さ
れていた場合、外れないようホチキス
又はダブルクリップで留めるように指
示しました。

外
部

決定通知
書の誤送

○社会保険労務士事務所から、「Ａ事業所の
資格取得にかかる決定通知書を社会保険労

○決定通知書を送付する際に、社会保険労
務士事務所宛返信用封筒に Ｂ事業所の書

○担当課長が社会保険労務士事務所
に電話し 今回の事象を説明し お詫

○課員に当該事象を説明し、送付方
法について再度周知徹底しました 返

39

書の誤送
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

大阪 城東 2011年1月4日 2011年1月7日

資格取得にかかる決定通知書を社会保険労
務士事務所宛に送付するよう依頼をしたが、
Ｂ事業所分が送付されてきた」との連絡があ
りました。
○確認しましたところ、誤送付が判明しまし
た。

務士事務所宛返信用封筒に、Ｂ事業所の書
類を封入してしまいました。原因は、ダブル
チェックができていなかったためです。

1社会
保険
労務
士
１事
業所
１名

― 0

に電話し、今回の事象を説明し、お詫
びをしました。
○担当課長がＢ事業所に電話し、今
回の事象を説明して、お詫びしまし
た。決定通知書を社会保険労務士事
務所から受取り、Ｂ事業所に直接持参
し、了承を得ました。

法について再度周知徹底しました。返
信用封筒の写しを取りチェックのうえ、
書類と一緒に保管することとしました。
（送付時のダブルチェックの徹底に加
えてトリプルチェックすることにしまし
た）

外
部

10



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○グループ内会議において当該事象
を説明し、事業所から送られてきた専
用の宛名シールを使用して送付する
際は、送付を依頼された事業所に電
話をかけて、送付する通知書の事業
所名・所在地をその都度確認すること
としました。

外
部

○Ａ事業所の関連事業所から、「Ｂ事業所の
標準賞与額決定通知書が送られてきた」と電
話連絡がありました。
○確認しましたところ、Ａ事業所の関連事業
所に対し、Ａ事業所の標準賞与額決定通知
書を送るべきところをＢ事業所分を送付して
いたことが判明しました。

○Ａ事業所から決定通知書の送付先として、
Ａ事業所の関連会社あての宛名シールが同
封されていましたが、受付・仕分けの段階
で、宛名シールがはがれてＢ事業所の書類
に付着してしまったものと推測されます。担
当者は返信用の宛名シールがＢ事業所の書
類に付いていたので、それを使用してＢ事業
所に決定通知書をクリップ留めして発送作業
にまわしてしまったものです。Ａ事業所からの
標準賞与額決定通知書は窓開き封筒にて、
Ａ事業所あてに送付されていました。
○二次チェック担当者はＡ事業所から送られ
てきた専用の宛名シールが付いていたため、
通知書の事業所の名称・所在地が違ってい

3事業
所5名

― 0

○担当者がＡ事業所の関連会社に電
話し、お詫びしました。誤って送付した
通知書を返送していただきました。
○担当者がＢ事業所に電話し、お詫び
のうえ、説明し、了承を得ました。通知
書はお詫びの手紙とともに送付しまし
た。

標準賞与
額決定通
知書の誤
送付につ
いて

誤
送
付
・
誤
送
信

秋田
事務

センター
2011年1月11日 2011年1月13日40

41

健康保険・
厚生年金
保険標準
賞与額決
定通知書
の誤送付
について

誤
送
付
・
誤
送
信

福島
事務

センター
2011年1月12日 2011年1月19日

○健康保険・厚生年金保険標準賞与額決定
通知書を送付したＡ社会保険労務士から、受
託していない事業所の通知書が届いたとの
連絡がありました。
○確認しましたところ、Ｂ社会保険労務士へ
送付すべき通知書であることが判明しまし
た。

○Ｂ社会保険労務士が提出した賞与支払届
を処理後、決定通知書を発送する際、各社
会保険労務士ごとのファイルに格納し、共同
処理に回付しましたが、ファイルに収納する
際、Ａ社会保険労務士のファイルに格納して
しまったためです。
○また、その後の点検作業においても社会
保険労務士名の確認を漏らしてしまったこと
によるものです。

2事業
所9名

― 0

○担当者がＡ・Ｂ社会保険労務士に、
電話にてお詫びをし、了承を得まし
た。また、当該事業所へも電話にてお
詫びをし、了承を得ました。
○決定通知書をＢ社会保険労務士へ
発送しました。

○グループ内打合せにて当該事象を
説明し、注意喚起を図りました。また、
複数のチェックを再度徹底するよう、
申し合わせました。

外
部

○委託業者が平成２２年１２月分保険料の口 ○年金事務所担当者がＡ金融機関に ○委託業者より個人情報保護の重要口座振替 ○口座振替用納入告知書・領収済通知書を

通知書の事業所の名称 所在地が違ってい
ましたが、関連会社だと勘違いして審査を通
して送付してしまいました。

届出内容
一覧表の 誤

○Ａ事業所の担当者様から、「返戻付箋に他
事業所の一覧表が添付されている」との連絡

○ＦＤ届書が窓口装置で読ませることができ
ないため、届書（Ａ事業所はＦＤ、Ｂ事業所は

○担当者がＡ・Ｂ事業所に電話にて、
お詫びのうえ、事象を説明し、了承を

○返戻する際には、複数名による
チェックを必ず行うよう、再徹底しまし

外
部

○委託業者が平成２２年１２月分保険料の口
座振替依頼別送金融機関名簿に基づき、２
名１組で金融機関ごとに束ね封筒に封入して
いましたが、その際、金融機関・支店名・件数
等の確認が不十分であったために誤封緘し
たことによるものです。

2金融
機関
2事
業所

― 0

○年金事務所担当者がＡ金融機関に
電話し、お詫びしました。同日訪問し、
再度お詫びのうえ、誤送付した他の金
融機関の口座振替用納入告知書送
付・領収済通知書を回収し、了承を得
ました。
○事務センター担当者がＢ金融機関
に電話し、今回の事象を説明し、お詫
びしました。通知書を送付することで
了承を得ました。
○Ｂ金融機関に通知書を送付しまし
た。

○委託業者より個人情報保護の重要
性の認識を徹底し、今後、封入・封緘
時は必ず複数名によるチェックの再強
化、送付先名等も必ず確認を行うとの
報告を受けました。
○グループ内会議においても、当該事
象を説明し、情報提供を行い、納入告
知書等を金融機関ごとに束ねる際に
は、送付先名等も必ず確認するよう指
示するとともに、封入・封緘は複数名
によるチェックを必ず行うよう徹底し、
また、別送依頼表にチェック項目を設
けたことにより、再発防止の強化を図
りました。

口座振替
用納入告
知書・領収
済通知書
の別送誤
送付につ
いて

誤
送
付
・
誤
送
信

栃木
事務

センター
2011年1月17日 2011年1月24日

○口座振替用納入告知書 領収済通知書を
送付した金融機関から、他の金融機関の口
座振替用納入告知書送付・領収済通知書が
混入しているとの連絡が年金事務所にありま
した。
○確認しましたところ、封入の際、混入して送
付したことが判明しました。

42

43

覧表の
誤送付に
ついて

送
付
・
誤
送
信

愛知
事務

センター
2011年1月4日 2011年1月21日

事業所の 覧表が添付されている」との連絡
がありました。
○確認しましたところ、誤送付が判明しまし
た。

ないため、届書（Ａ事業所はＦＤ、Ｂ事業所は
ＦＤと一覧表）を返戻する際、付属書類の添
付を誤り、決裁でもチェックできなかったこと
によります。

2事
業所
51名

― 0

お詫びのうえ、事象を説明し、了承を
得ました。

チェックを必ず行うよう、再徹底しまし
た。

外
部

11



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

1事業
所6名

― 0

○担当課長が事業主様に電話し、書
類の所在が不明であることを伝え、お
詫びしました。
○担当課長が事業所へ赴き、再度お
詫びのうえ、新規適用届、資格取得
届、健康保険被扶養者届を改めて提
出していただき、紛失した書類につい
ては引続き捜索を続け、改めて報告さ
せていただく旨を説明しました。
○担当課長が事業主様に電話し、捜
索しましたが、書類はなかった旨をお
伝え、お詫びしましたところ、書類が外
部へ流出し悪用された場合の対応の
仕方について説明を求められました。

○全体朝礼にて、当該事象について
説明し、注意を促しました。
○課内会議にて、当該事象について
改めて説明し、受付書類を適正に引
継ぐためにも、書類は専用保管箱で保
管することの徹底を申し合わせまし
た。

外
部

届書の紛
失につい
て

受
理
後
の
書
類
管

岡山 倉敷東 2010年12月9日 2010年12月24日

○事業主様から、「窓口において新規適用に
かかる新規適用届、資格取得届、健康保険
被扶養者届を提出したが、健康保険被保険
者証がまだ送付されてこない」とのお問合せ
がありました。
○確認しましたところ、窓口で対応した職員
は受付したことは記憶していましたが、その
後、届書が処理された形跡がなく、書類の所
在についても不明であることが判明しまし
た。

○窓口で受付した職員が、新規適用につい
ては事業所整理記号を払出す必要から、そ
の担当者へ引継ごうとしましたが、担当者が
離席していたため、そのまま専用保管箱へ保
管していたつもりでいました。
○事業主様からのお問合せにより、当該書
類を捜しましたが見つからず、処理事蹟につ
いても確認ができませんでした。受付簿に記
入がされていませんでした。
○当所全体及び事務センターを捜索しました
が、発見できませんでした。（廃棄書類に紛
れ、裁断してしまった可能性が高い）
○受付担当者がその後引継ぎすることを失
念し、時間が経過したこと及び受付書類を専

44

仕方について説明を求められました。
○所長、担当課長が事業所へ赴き、
届書が廃棄書類に紛れ、裁断してし
まった可能性が高いこと、また、何らか
の事象が発生した場合、当所へ連絡
していただき対応したい旨を説明し、
お詫びの文書を手渡しました。

理
誤
り

念し、時間が経過したこと及び受付書類を専
用保管箱で保管していなかったことが原因と
考えられます。

12



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○担当者がＡ事業所を訪問し、お詫び
のうえ、経過説明を行いました。「納得
いくことではないが、次回の保険料に
充当する」との了承を得ました。個人
別の保険料内訳書を作成（閲覧)でき
るシステムを構築すること等の強い要
望をしかるべき部署へ行うことを要請
されましたので、お客様の声として報
告することとしました。
○担当者がＢ事業所に訪問し、お詫び
のうえ、説明しました。今回の差額に
ついては、保険料へ充当する方法で
調整してほしいとのことでした。所定の
手続きを進めることで、了承を得まし

○マニュアルを遵守し、適切な対応を
していくことの周知・徹底を行いまし
た。

内
部

2010年10月20日

○二以上事業所勤務被保険者の基本保険
料算出内訳書の確認を全事業所について調
査しましたところ、二以上事業所勤務被保険
者がいない事業所にもかかわらず、二以上
事業所勤務被保険者の保険料登録があるこ
とが判明しました。

○二以上事業所勤務被保険者にかかる保険
料について、平成１３年１０月に二以上喪失
の手続きがあったため、二以上勤務者台帳
は喪失者として引抜が行われましたが、保険
料登録処理を行っていなかったため、現在ま
で登録が残っていたものと思われます。
○これまで、二以上事業所勤務被保険者に
ついての算定基礎届処理後のチェックは、二
以上勤務者台帳（整理票）をベースとし、台
帳で管理されている事業所のみ、保険料が
一致することを確認していました。今日まで
判明しなかった原因は、全事業所を対象とし
て算出内訳書に二以上事業所として保険料
登録がされている事業所を抽出し、二以上勤

2事
業所

過徴収 16,566,984

二以上事
業所勤務
被保険者
にかかる
保険料登
録誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

群馬 高崎 2001年10月頃45

46

保険料還
付金及び
脱退手当
金の二重
支払いに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

京都
事務

センター
2010年7月9日 2010年11月9日

○脱退手当金を請求されていたお客様から、
指定口座に脱退手当金が２回振り込まれて
いるとのお申出がありました。
○確認しましたところ、保険料還付金等請求
書入力表の同一データを誤って２回登録して
いたため、二重支払いとなっていたことが判
明しました。

○調査しましたところ、保険料還付の二重支
払いが８件、脱退手当金の二重支払いが３
件ありました。
○同一データの保険料還付金等請求書入力
表を誤って２回登録していたため、二重支払
いされる結果となったものです。

8事業
所3名

誤還付 572,420

○担当者が８事業所及び３名のお客
様に電話し、お詫びのうえ、説明しまし
た。返納していただくことで了承を得ま
した。
○８事業所及び３名のお客様に返納
金納入告知書を送付し、保険料還付
金及び脱退手当金の返納をお願いし
ました。

○受付処理簿等に支払データの登録
日等の記載を確実に行うとともに、
データを登録する際には複数の職員
が確認して行います。
○また、支払データを登録をした日時
等がわかるデータを受付処理簿等に
添付することにより、二重入力の防止
を図ります。

外
部

手続きを進めることで、了承を得まし
た。

登録がされている事業所を抽出し、二以上勤
務台帳と毎年突合が行われていなかったた
めです。

13



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○事業所の担当者様より、「平成２２年１０月
分社会保険料の分割の申し入れをし、納付
書を受け取ったにもかかわらず、口座から保
険料が引落しされている」との連絡がありま
した。
○確認しましたところ、金融機関あてに口座
振替の緊急停止の連絡が漏れていたことが
判明しました。

○事業所の担当者様が来所され、平成２２年
１０月分社会保険料の分割の申し入れを受
け、２分割の納付書を手渡しする際、本来で
あれば、担当職員が事業所記録を確認のう
え、口座振替の有無などの状況を把握した
後、必要に応じ口座振替を停止すべきかどう
かの説明をするところ、その説明がなく、金融
機関への口座振替緊急停止依頼の連絡も
怠ったため、納付期限に口座振替納付され
てしまいました。

○課内会議において当該事象の説明
をし、今後事業所から同様のお申出が
あった際、必ず窓口装置で記録を確認
し、事業所から具体的な状況を聴取
し、丁寧に制度説明をしたうえで納付
書を事業所あてに発行する対応を行う
こととしました。
○収納担当者が必要に応じ、金融機
関あてに口座振替の緊急停止の依頼
を行うなどの適切な処理を行うことと
し、お申出のあった案件についてリスト
アップし、逐次処理漏れのない様、
チェック体制を築くことを徹底するよう
に申し合わせました。

社会保険
料口座振
替緊急停
止連絡漏
れについ
て

○事業所の担当者様が来所されまし
たので、今回の事象を説明しました。
○担当課長が架電し、改めて訪問に
より今回の件に関しての経過説明とお
詫びを申し上げたい旨をお伝えした際
に、返金及び返金が可能でないのなら
ば瑕疵について認めた内容の文書を
出すよう求められました。
○該当金融機関に問合わせしましたと
ころ、既に振替済として処理されてい
るため、取消は不可能であることを確
認しました。
○副所長、担当課長が事業所に訪問
し、文書を手渡し、お詫びしました。ま

外
部

― 0

に申し合わせました。

1事
業所

確
認
・
決
定
誤
り

東京 葛飾 2010年11月24日 2010年11月30日

し、文書を手渡し、お詫びしました。ま
た、事業主様から今後は保険料を納
付しないとの発言がありました。
○当所としましては、納付方法の変更
であれば対応が可能であることと、仮
に納付書による保険料納付がされても
納付期限を越えると督促状を送付する
ことがありますという説明をしたうえ
で、１１月分保険料以後の納付方法に
ついてお返事をいただきたい旨をお伝
えして、ご理解いただきました。
○お返事がないため、お詫びと１１月
分保険料以後における口座振替の意
思確認（口座振替を辞退し納付書によ
る保険料納付に変更するかどうか）及
び特段拒否の意思表示がなければ当
該事案を公表する旨の文書を、１２月
２８日回答期限として送付しました。

47

外
部

厚生年金
保険料等
の重複還
付につい
て

確
認
・
決
定
誤

埼玉 越谷 2010年10月25日 2010年11月15日

○事業所より、「保険料還付金が２回支払わ
れている」とのお問合せをいただき、支払状
況を確認しましたところ、厚生年金保険料等
還付金の重複支払が判明しました。

○当該事業所より還付請求書を受領し、機
構本部に報告しました。
○その後、機構本部から金融機関の統廃合
による支店コード相違のエラー報告がされた
ため、厚生年金徴収課担当者が金融機関
コードを訂正し、機構本部に報告し、還付金
は振込となりました。
○通常、エラーとなったデータを厚生年金徴
収課及び国民年金課の双方で、訂正すべき
内容確認を行った後、国民年金課で取りまと
めて訂正後データの報告を行うとともに、重
複支払を防止するために作成していた報告
済 覧表に 報告の都度デ タ登録を行い

○当該事象判明後、課内会議におい
て当該事象を説明し、今後、還付金請
求書集計データの機構本部あての報
告については、厚生年金徴収課の担
当とし、報告に際しては複数チェックを
徹底するよう指示しました。

日回答期限として送付しました。
○１１月分保険料が、口座振替により
収納済となったことを確認しました。

1事
業所

誤還付 33,679

○事業所に経過を説明し、お詫びしま
した。誤還付となった金額の返納方法
を説明し、了承を得ました。
○厚生年金徴収課長が当該事業所に
返納金納付書を持参し、改めてお詫び
のうえ、返納をお願いしました。返納金
について納付いただくことで了承を得
ました。
○返納金の納付を確認しました。

48

誤
り

済一覧表に、報告の都度データ登録を行い
管理していましたが、機構本部への報告の
際に、報告済一覧表への登録が漏れていた
こと、さらには、厚生年金徴収課担当者に確
認を取らずに報告漏れと判断し、国民年金課
担当者が再度同一ファイルを機構本部に報
告してしまったことが、重複還付となった原因
です。

14



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

0

○担当者がＢ事業所に電話にてお詫
びするとともに、今回の事象について
説明しました。なお、事業所所在地が
遠方のため、事業主様の了承を得たう
えで、お詫びの手紙と調定取消通知
書を送付することとし、あわせて誤った
納入告知書の返却を依頼しました。
○担当課長及び担当者がＡ事業所を
訪問し、お詫びのうえ、今回の事象に
ついて説明し、了承を得ましたので、
正しい納入告知書との差替を行いまし
た。
○Ｂ事業所から誤った納入告知書の
返送がありました。

○課内会議において、当該事象を説
明し、二以上事業所勤務被保険者に
係る処理方法について再度周知する
とともに、今後は保険料計算日の前々
日までに適用調査課より回付された、
二以上事業所勤務被保険者保険料登
録票の未処理分の保管庫に入力漏れ
がないか確認をし、保険料計算日以
降に、二以上勤務に係る諸届及び二
以上事業所勤務被保険者台帳とオン
ライン画面での突合確認を納入告知
書を発送する前々日までに行うことと
しました。

内
部

二以上事
業所勤務
被保険者
に係る保
険料調整
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

愛媛 宇和島 2010年12月20日 2010年12月27日

○担当者が納入告知額一覧表を確認してい
ましたところ、選択事業所であるＡ事業所の
告知額が通常より増加していることに気付
き、調査しましたところ、二以上事業所勤務
被保険者に係る保険料額の調整誤りが判明
しました。

○非選択事業所であるＢ事業所より提出さ
れた資格喪失届（二以上勤務不該当届）を処
理しました。
○本来であれば厚生年金徴収課において保
険料計算日の前日までに処理すべき、二以
上事業所勤務被保険者保険料登録票の入
力処理ができていなかったため、Ａ事業所、
Ｂ事業所ともに誤った納入告知書を送付した
ものです。

2事
業所

―49

○厚生年金徴収課長が事業所の担当
者様に経過説明とお詫びを行い、平成
２２年１２月分保険料で調整させてい
ただくことを説明し、了承を得ました。

○当該事象判明後、課内会議におい
て当該事象を説明し、二以上事業所
勤務被保険者の事務処理チェックシー
トに基づいた確認を徹底するよう指示
しました。

内
部

2010年12月8日

○ブロック本部からの指示・依頼に基づき、
基本保険料算出内訳書の二以上事業所勤
務被保険者欄と二以上事業所勤務被保険者
管理台帳を突合しましたところ、二以上事業
所勤務被保険者の存在していない事業所に
対し、誤って請求が行われていることが判明
しました。

○二以上事業所勤務被保険者であった方
が、平成１７年９月付で二以上事業所勤務被
保険者に該当しなくなったことから、二以上
事業所勤務被保険者保険料登録票の入力
処理を行いました。その後当該被保険者の
方が、平成１７年１１月付で資格喪失したにも
かかわらず、減額の入力処理が漏れてしまっ
たことが当初の原因です。
○倉庫に保管されている過去の基本保険料
算出内訳書を確認しましたところ、平成１８年
以降の算出内訳書にも当該被保険者の方に
係る保険料額が二以上事業所勤務被保険
者欄に印字されており、算出内訳書出力後
の確認が行われなかったことにより、現在ま
で誤りを発見できませんでした。

1事
業所

過徴収 1,578,704

返送がありました。

二以上事
業所勤務
被保険者
の保険料
誤請求に
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉 越谷 2005年10月6日50

51

二以上事
業所勤務
被保険者
保険料登
録票の作
成誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

愛媛 新居浜 2011年1月18日 2011年1月21日

○事業所から、「送付された二以上事業所勤
務被保険者標準賞与額決定通知書による保
険料額と、事業所で試算した額が相違してい
る」との電話連絡がありました。
○確認しましたところ、二以上事業所勤務被
保険者に係る賞与保険料登録票の作成時
に、厚生年金保険料について、基金加入事
業所の免除率を適用し算定すべきところを、
免除率を適用しない算定を行っていたことが
判明しました。

○二以上事業所勤務被保険者賞与保険料
登録票を作成する際、当該事業所は本来、
基金加入事業所としての免除率を適用し、算
定すべきところ、誤って一般厚生年金保険料
率で算定していたものです。
○また、保険料登録処理票は、入力処理前
と入力処理後において審査決裁を受けてい
ますが、いずれの決裁時においても誤りを発
見することが出来ませんでした。

2事業
所2名

― 0

○厚生年金徴収課長及び担当職員
が、事業所を訪問し、事務担当者様に
お詫びするとともに、今回の事象につ
いて経過説明し、了承いただいたうえ
で被保険者標準賞与額等決定通知書
の差替を行いました。（二以上事業所
が系列会社であり、事務担当者様が
一括して事務を行っていたため、２事
業所分の通知書をそれぞれ差替しま
した）

○担当課内で緊急ミーティングを行
い、厚生年金徴収課長が今回の事象
を説明し、類似事象の再点検と、改め
て決裁審査事務の徹底と再発防止に
ついて周知しました。

外
部

二以上事
業所勤務

○社会保険労務士より、「担当している事業
所について保険料額が合わない」とのお問合

○二以上被保険者の保険料については、手
作業にて管理しているため、毎月、介護保険

○担当者が社会保険労務士及び事業
主様へ電話し、今回の事象を説明し、

○二以上事業所勤務被保険者名簿に
ついて、毎月確認漏れがないよう、改

52

業所勤務
被保険者
保険料の
うちの介護
保険料徴
収誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

山口 宇部 2010年11月 2011年1月27日

所について保険料額が合わない」とのお問合
せがありました。
○確認しましたところ、二以上事業所勤務被
保険者の方で、６５歳到達のため平成２２年
１０月分より介護保険料第２号被保険者非該
当であったにもかかわらず、平成２２年１０月
分以降の保険料について、主たる事業所、
従たる事業所に対し、按分した介護保険料を
徴収していたことが判明しました。

作業にて管理しているため、毎月、介護保険
該当・非該当の確認を目視にてすべきとこ
ろ、平成２２年１０月分及び１１月分の確認作
業を漏らしていたことが原因です。
○また、全件について確認しましたところ、１
名の方について、主たる事業所、従たる事業
所に対し、４０歳到達のため平成２２年１１月
分より介護保険料第２号被保険者該当で
あったにもかかわらず、按分した介護保険料
を徴収していないことが判明しました。

4事業
所2名

その他 71,250

主様へ電話し、今回の事象を説明し、
お詫びのうえ、平成２３年１月分保険
料にて過不足額を調整させていただく
ことで、了承を得ました。

ついて、毎月確認漏れがないよう、改
めて相互チェックすることで、再発防止
を徹底しました。

外
部

15



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
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(単位：円)

対応 対策
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○担当者に、金融機関から返送され
た口座振替不能納付書と再作成納付
書枚数等の突合確認を行い、再作成
処理結果リストとも突合を必ず行うこと
の徹底を図りました。
○また、納入告知書（再作成）入力結
果一覧表（２部作成）と口座振替不能
納付書は事務センターで２ヵ月間保管
するとともに、１部を年金事務所へ送
付することとしました。

外
部

○事業主様より年金事務所に、「平成２２年８
月分の保険料納付書が届いていない」との
電話照会がありました。
○年金事務所保管の納入告知書（再作成）
入力結果一覧表を確認しましたが、一覧表に
見当らないため、納付書が未送付であること
が判明しました。

○金融機関より返送された口座振替不能納
付書を、事務センターにおいて処理をして、
納付書の再作成を行い、発送しましたが、当
該事業所の納付書が未作成になっているこ
とに気付かず、同日、入力結果一覧表を年
金事務所へ回送しました。また、正常終了し
たとして返送された口座振替不能納付書は、
シュレッダーで処分しました。
○納入告知書(再作成）入力結果一覧表と振
替不能納付書の突合及び発行枚数の確認を
怠っていたものです。 1事

業所
未徴収 800

○担当者が事業所へお伺いし、お詫
びのうえ、経過説明し、平成２２年８月
分社会保険料を小切手で領収しまし
た。督促指定期限を経過しているため
延滞金納付書が後日送付される旨を
説明しましたが、「事業所としては今月
初めに口座振替できなかった保険料
の納付方法を問合わせ、１０日頃納付
書が送付されるのでそれで納付するよ
う説明を受けたのに、納付書の送付が
なかったため納付できなかったことに
よるものであり、事業所としては責任
がないので延滞金の納付は拒否する」
との回答がありました。督促状は発送

社会保険
料口座振
替不能納
付書の未
送付につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅

広島
事務

センター
2010年10月13日 2010年10月27日53

54

差押解除
未処理に
かかる延
滞金の調
査決定誤
りについて

未
処
理
・
処
理
遅

埼玉 秩父 2000年10月25日
～2004年1月26日

2010年10月20日

○監査において、差押中となっているＡ事業
所を再確認・調査しました。
○現存する平成８年度以降の滞納処分票、
差押整理簿及び差押調書を確認・調査しまし
たところ、平成１１年２月分～平成１３年５月
分社会保険料に対して差押解除入力処理が
されておらず、誤った免除期間となっていた
ため、過少に延滞金の調査決定されているこ

○平成９年７月以降に当該事業所の売掛金
差押を執行していましたが、当初は差押受入
を理由に差押処理票にて解除処理がされて
いました。しかし、現存する差押整理簿で確
認できる平成１２年１０月付の差押調書以降
は取立を理由とした差押解除年月日が記載
されているにもかかわらず、差押処理票によ
る差押解除処理が行われていなかったこと

1事
業所

未徴収 2,002,300

○担当者よりＡ事業所に電話し、お詫
びのうえ、説明しました。
○Ａ事業所の事業主様が来所され、
再度お詫びのうえ、不足の延滞金額を
提示し、債務確認を得ました。
○Ａ事業所の事業主様が来所され、
不足の延滞金納付書を担当者より手
渡ししました。

○平成２０年２月以降より、差押処理
票の二重チェック及びシステム運用管
理者によるチェックを行っています。

内
部

との回答がありました。督促状は発送
済です。
○口座振替の不能により納付書の発
行依頼に対して、納付書の未送付は
当事務センターでの事務処理誤りです
が、以後の督促状の発送は適正に
行っていることから、訪問時にお伝え
した延滞金の納付を引続き求めていく
こととしました。

遅
延

遅
延

、 少 滞 調 決定
とが判明しました。

押解除処 行わ
によるものです。

渡 。

外
部

○当時の届書を確認しますと、当該賞与支
払届はＦＤで提出（平成２１年８月１２日受付）
されており、未提出分として平成１９年７月支
給分と平成２０年１２月支給分が処理されて
いました。平成１９年７月支給分については、
２年以上遡及リストが届書に添付されてお
り、徴収課との合議がなされている形跡があ
りませんでした。
○本来、平成１９年７月支給分の賞与支払届
を処理した際に、適用担当課から２年以上遡
及リストを徴収課へ回付し、徴収課は、リスト
に基づき手作業で、随時調定する保険料を
確定し、事業所あて納入告知すべきところ、
当所担当職員の時効起算日の誤りから徴収

1事
業所
46名

未徴収 1,936,460

○徴収課長が電話で事業所の担当者
様に、本来平成２１年８月中に平成１９
年７月賞与支払分の保険料について
は納入告知して納めていただくべきも
のでしたが、当所の対応に誤りがあ
り、平成２１年８月３１日で時効が完成
しており、保険料の納付はできない旨
口頭で説明し、お詫びしました。
○また、合わせて、今回の４６名の方
の将来の年金給付については影響が
出ない旨も口頭で説明し、了承を得ま
した。

○厚生年金適用調査課、厚生年金徴
収課課内会議において、２年以上遡及
リストの速やかで確実な回付及び時効
の起算日認識の徹底を図りました。

賞与支払
届におけ
る時効起
算日誤り
による保
険料未告
知につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

埼玉 春日部 2009年8月14日 2010年12月14日

○適用事業所である事業所の担当者より、
平成２１年８月に提出した平成１９年７月賞与
支給分についての保険料取扱についてお問
合せがありました。
○確認しましたところ、平成２１年８月１２日に
受付しており、平成２１年８月３１日以前に受
付したものは納入告知することが可能であっ
たことが判明しました。

55

当所担当職員の時効起算日の誤りから徴収
課への回付も実施されておらず、時効期限
内に納入告知がされていなかったものです。

16
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56

二以上事
業所勤務
被保険者
保険料の
請求誤り
について

入
力
誤
り

埼玉 越谷 2008年10月7日 2010年12月8日

○ブロック本部からの指示・依頼に基づき、
基本保険料算出内訳書の二以上事業所勤
務被保険者欄と二以上事業所勤務被保険者
管理台帳を突合しましたところ、健康保険料
が少なく登録されていることが判明しました。

○担当者が料率改定に伴う二以上事業所勤
務被保険者保険料登録票の入力作業を行い
ましたが、増減額を計算し、入力する際に、
減額分を誤って入力してしまったためです。
○また、その後の決裁においても誤入力を見
逃してしまったものです。

1事
業所

未徴収 72

○厚生年金徴収課長が電話にて事業
所の担当者様に経過説明とお詫びを
行い、平成２２年１２月分保険料で調
整させていただくことを説明し、了承を
得ました。

○当該事象判明後、課内会議におい
て当該事象を説明し、二重チェックの
徹底を指示しました。

内
部

保険料納
付書の誤
送付につ
いて 誤

送

○Ａ事業所より、「事業所名は同じだが、別
会社の保険料納付書が送付されてきた」との
連絡がありました。
○確認しましたところ、保険料納付書を誤っ
て送付していたことが判明しました。

○事業所整理記号・事業所番号・事業所名
称すべての照合を行えば、Ａ事業所ではなく
Ｂ事業所であることが確認できましたが、担
当者は事業所名称のみで照合したため、同
じ名称の事業所が別にあることに気付きませ

○担当者がＡ事業所に電話し、お詫び
のうえ、誤送付した納付書を返送用封
筒での返送をお願いし、了承を得まし
た。
○担当者がＢ事業所に電話し、今回

○朝礼で事象の説明を行い、引抜対
象事業所の確認作業は、事業所整理
記号・事業所番号・事業所名称の照合
により行い、別送用封筒にも事業所整
理記号を表示することを徹底しまし

57

送
付
・
誤
送
信

埼玉 浦和 2011年1月11日
～2011年1月12日

2011年1月19日

て送付していたことが判明しました。 じ名称の事業所が別にあることに気付きませ
んでした。
○確認作業及び送付用封筒作成作業を１人
で行っていたため、複数チェックがされていま
せんでした。また、送付用封筒に本来表示す
べき事業所整理記号を表示していなかった
ため、事務センターでも気付きませんでした。

2事
業所

― 0

○担当者がＢ事業所に電話し、今回
の事象の説明とお詫びのうえ、納付書
を送付することで了承を得ました。
○Ｂ事業所に納付書を送付しました。

理記号を表示することを徹底しまし
た。また、作業については複数人で行
うこととしました。 外

部

17
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58

国民年金
資格の誤
喪失（死
亡）につい
て

確
認
・
決
定
誤
り

香川
事務

センター
2010年8月10日 2010年9月8日

○Ａ様から提出された国民年金保険料還付
請求書の内容審査をしていた際に、被保険
者様の死亡喪失による保険料還付であるに
もかかわらず、当該請求書の請求者及び口
座名義人がＡ様であることに疑義が生じ、市
役所に確認しましたところ、Ａ様は生存してお
り、別人（Ｂ様）と誤って被保険者死亡届を提
出していることが判明しました。

○市役所において、Ｂ様の死亡による、国民
年金異動届を受理しました。
○市役所では、被保険者死亡届を起票する
際、死亡者の生年月日のみで確認を行って
おり、当時、同一生年月日で国民年金に任
意加入している被保険者様がＡ様一人で
あったことから、住所・氏名等の確認を行わ
ず、誤ってＡ様の被保険者死亡届の作成を
行いました。
○市役所から提出された被保険者死亡届に
基づき、入力処理を行ったことによるもので
す。

1名 ― 0

○年金事務所担当者がＡ様に電話し、
今回の事象を説明してお詫びをしまし
た。保険料の取扱について、機構本部
に協議をすることとしました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様宅を訪問し、再度お詫びのう
え、経過説明を行い、保険料を早割
（付加保険料含む）の金額で現金領収
し、了承を得ました。

○市役所国民年金担当課に当該事象
の報告をするとともに、再発防止につ
いて申し入れしました。

内
部

○担当課長より直接対応した他年金 ○課員に今回の事象を周知するととも○お客様が年金の裁定請求の手続きに他年 ○平成１３年９月に処理した国民年金任意加国民年金 ○担当課長より直接対応した他年金
事務所お客様相談室長に電話し、お
客様との対応状況について聞き取り、
お客様は、文書での連絡を望まれて
いることから、他年金事務所から裁定
請求の案内に係るお詫びにあわせ、
当所から任意加入計算誤りのお詫び
と今後の保険料納付について、文書で
ご連絡することとし、お客様あてに送
付しました。
○他年金事務所お客様相談室長と当
所国民年金課長がお客様宅を訪問
し、あらためてお詫びし、今後の受給
権確保に向けて説明を行いました。お
客様より、受給権が確保できる平成２
３年４月まで国民年金保険料を引き続
き納付することでご理解をいただきま
した。
○国民年金任意加入資格喪失記録を

○課員に今回の事象を周知するととも
に、合算対象期間について改めて確
認を行いました。必ず２名の職員が任
意加入審査内容の確認を行う体制と
しました。

外
部

2010年10月15日

○お客様が年金の裁定請求の手続きに他年
金事務所に来所された際に、相談窓口にお
いて年金見込額を試算しようとしましたとこ
ろ、エラーのため試算できなかったことから、
当所受付の任意加入申出書により資格期間
を確認しましたところ、合算対象期間に算入
できない１年未満の厚生年金期間（１０ヵ月）
を算入し、誤った任意加入期間の計算をして
いたことが判明しました。

○平成 ３年９月に処理した国民年金任意加
入申出書の合算対象期間の計算において、
昭和３６年３月以前の厚生年金期間（１０ヵ
月）については、合算対象期間とならないとこ
ろを誤って算入し、平成２２年８月分までの保
険料納付で受給資格を満たすとしてしまった
ものです。

1名 未徴収 未確定

国民年金
任意加入
期間の計
算誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

宮城 仙台東 2001年9月19日59

60

６５歳以上
国民年金
任意加入
者の喪失
予定年月
日の誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

群馬 太田 2007年8月22日 2010年10月21日

○６５歳以上国民年金任意加入者の喪失予
定年月日について自主点検しましたところ、
厚生年金の同月得喪（同月内における加入
及び脱退）の期間を納付済期間に算入して
いたたため、喪失予定年月日に誤りが発生し
ていることが判明しました。

○昭和５３年２月分について、昭和５３年２月
１１日厚生年金取得、同月２５日喪失、同日
国民年金取得、全額免除該当であり、厚生
年金の同月得喪の期間は納付済期間に算
入できないところ、納付済期間に算入してし
まったため、喪失予定年月日を平成２５年５
月とすべきところ、平成２５年４月としてしまい
ました。

1名 ― 0

○担当者がご本人様に電話しお詫び
しました。ご来所を希望されました。
○担当者が窓口にて、来所されたご
本人様に再度お詫びのうえ、経過説
明し、了承を得ました。

○朝礼時において、当該事象を説明
し、喪失予定年月日の確認は必ず複
数人によるチェックを行い、また、入力
処理はお客様相談室によるチェック後
に行うよう申し合わせました。 内

部

○国民年金任意加入資格喪失記録を
訂正し、平成２２年９月から平成２３年
３月の納付書を作成し、お客様あてに
送付しました。また、平成２３年４月分
の保険料額については未確定のた
め、決定され次第、納付書を送付する
ことで了承を得ました。

61

６５歳以上
国民年金
任意加入
者の喪失
予定年月
日の誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

群馬 太田 2009年10月27日 2010年10月20日

○６５歳以上国民年金任意加入者の喪失予
定年月日について自主点検しましたところ、
記録補正処理をしたことにより、喪失予定年
月日に誤りが発生していることが判明しまし
た。

○資格記録について補正処理を行いました
が、３ヵ月の納付済期間について、補正処理
当日において記録管理システム上、一旦未
納表記になってしまったにもかかわらず、同
日その記録により喪失予定年月日を確認し
てしまったため、納付済期間であった３ヵ月が
納付済期間に反映されず、喪失予定年月日
を平成２２年１１月とすべきところ、平成２３年
２月としてしまいました。

1名 ― 0

○担当者がご本人様に電話し、お詫
びのうえ、喪失予定年月日を訂正させ
ていただく旨の説明を行い、了承を得
ました。また、経過説明の文書を送付
することとしました。
○ご本人様あてに経過説明の文書を
送付しました。

○朝礼時において、当該事象を説明
し、喪失予定年月日の確認は、必ず複
数人によるチェックを行い、また、入力
処理はお客様相談室によるチェック後
に行うよう申し合わせました。

内
部
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62

６５歳以上
国民年金
任意加入
者の喪失
予定年月
日の誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

栃木 大田原 2008年9月30日 2010年10月15日

○ブロック本部からの指示により、６５歳以上
の任意加入被保険者の喪失予定年月日の
再確認をしましたところ、資格喪失年月日誤
りが判明しました。

○平成２０年９月任意加入の資格取得申出
書を処理する際に、任意加入予定月数５５月
のため、平成２５年４月１日資格喪失予定年
月日とするところ、誤って平成２４年１１月１日
で処理をしたものです。 1名 ― 0

○担当者がお客様に電話し、今回の
事象を説明し、お詫びし、了承を得ま
した。

○課内会議において、当該事象を説
明し、任意加入の加入期間の確認を
する際には、複数で確認するように指
示しました。

内
部

６５歳以上
国民年金
任意加入
者の喪失
予定年月

確
認

○ブロック本部からの指示により、６５歳以上
の任意加入被保険者の喪失予定年月日の
再確認をしましたところ、平成２１年９月に厚
生年金記録が統合されていたため、厚生年
金加入期間が４６月追加され 受給資格の３

○平成１８年１２月の任意加入の資格取得申
出書を処理する際に、お客様の過去の年金
記録を確認しましたが、他に判明しなかった
ため、任意加入月数５５月のため、平成２３
年７月１日資格喪失予定として処理しました

○担当者がお客様に何度か架電しま
したが、つながりませんでしたので、文
書により今回の事象の説明とお詫びを
しました。
○お客様が来所され 再度お詫びのう

○課内会議において、当該事象を説
明し、６０歳以上の被保険者様の厚生
年金記録の統合時には、特に注意す
るように指示しました。

63

予定年月
日の誤り
について

認
・
決
定
誤
り

栃木 大田原 2009年9月30日 2010年10月15日

金加入期間が４６月追加され、受給資格の３
００月到達が平成１９年９月１日になることが
判明しました。

年７月１日資格喪失予定として処理しました。
平成２１年９月に厚生年金記録が統合された
時点で、喪失予定日を訂正すべきところを訂
正していませんでした。

1名 過徴収 567,380

○お客様が来所され、再度お詫びのう
え、今回の事象及び原因を説明し、了
承を得ました。国民年金の資格喪失日
を訂正することにより、国民年金保険
料が還付になることを説明し、年金請
求書（国民年金・厚生年金保険老齢給
付）を受理しました。

内
部

64

国民年金
特例任意
加入の合
算対象期
間誤りによ
る誤加入
について

確
認
・
決
定
誤

埼玉 浦和 2003年3月12日 2010年12月7日

○お客様が年金相談センターに来所され、
年金請求された際、国民年金特例任意加入
の合算対象期間誤りによる誤加入が判明し
ました。

○任意加入をお申出された際、本来受給権
を確保していましたが、合算対象期間（配偶
者様が厚生年金の老齢給付の受給資格を
満たしていたため、強制被保険者とならな
かった期間）を見落としていました。
○このため、受給権がなく、特例任意加入ま
でしないと受給権が確保できない旨の誤った
説明を行い、特例高齢任意加入をさせてし

1名 過徴収 799,080

○担当者がお客様宅を訪問し、お詫
びをするとともに、特例高齢任意加入
分の還付について説明を行い、了承を
得ました。

○朝礼で複数チェックを徹底するよう
指示しました。

外
部

誤
り まったことによるものです。

○お客様相談室内及び国民年金課内
において、今回の事象を説明し、合算
対象期間に関する勉強を行い、取扱
いを再度徹底しました。

内
部

○老齢基礎年金受給者の方に、昭和３６年
以前の厚生年金期間が１０月判明したことに
より再裁定の進達をしましたが、判明した期
間を合算対象期間と誤認し、国民年金任意
加入期間を訂正のうえ、保険料を還付してい
たことが、事務センターからの連絡で判明し
ました。

○ご本人様は国民年金のみの老齢基礎年
金受給者でしたが、昭和３６年以前の厚生年
金期間については、昭和３６年以降の期間と
あわせて１年に満たない場合は合算対象期
間に含めないことを見落とし、合算対象期間
と誤認し、国民年金の任意加入期間を訂正
のうえ、保険料を還付してしまいました。

1名 誤還付 124,000

○ご本人様の再裁定及び遺族年金の
決定が遅くなったことをお詫びし、国民
年金保険料の還付誤りについて経過
を説明しました。
○遺族年金は平成２２年８月分から支
払われること及び再裁定分は別途支
払となることを説明しました。
○誤って還付した国民年金保険料に
ついては、後日返納のご案内が届き、
返納していただくことを説明しました。
○再裁定報告書等を機構本部に、再
進達しました。

合算対象
期間誤認
による国
民年金任
意加入期
間訂正誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

福島 白河 2010年8月11日 2010年12月13日65
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外
部

○遺族基礎年金の受給権者であるお子様が
１８歳到達の年度末で共済組合からの情報
により、旧社会保険業務センターにて誤って
死亡失権処理され、さらに、２０歳到達時に
事務センターにおいて疑重複調査・確認票が
出力されたにもかかわらず、過去の死亡失
権処理に疑念を持たず、確認しないまま調査
結果を登録したことで、基礎年金番号が死亡
失権のままとなり、２０歳の勧奨状が送付さ
れず、職権適用もされなかったことによるも
のです。

1名 ― 0

〇お母様に、平成２１年１２月に２０歳
到達で国民年金加入、平成２２年４月
からは学生納付特例の申請ができる
ので保険料は４ヵ月分必要であると説
明しましたところ、手続きは市役所で
行うとのお申出がありました。また、お
知らせが送付されなかった理由につい
ては調査し、後日お伝えすることとしま
した。
〇お母様から電話があり、届出勧奨し
なかったことについてお詫びし、勧奨し
なかった理由は共済組合からの情報
の誤りと、その情報誤りに気づかな
かったことを説明し、了承を得ました。

○国民年金課内の朝礼で、２０歳の適
用勧奨において、疑重複についての
確認を徹底するよう周知しました。

国民年金
２０歳資格
取得勧奨
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

青森 青森 2008年3月
2009年11月27日

2011年1月7日

○市役所の国民年金担当者から、「学生で２
１歳になるお子様のお母様から電話で、国民
年金の納付書等、お知らせが何も届いてい
ないとのことだったので、年金事務所へ確認
するよう、案内した｣との電話連絡がありまし
た。
○確認しましたところ、お子様は遺族基礎年
金の受給権者でしたが、１８歳到達の年度末
で誤って死亡失権処理されたため、国民年
金２０歳資格取得勧奨及び職権適用が漏れ
ていたことが判明しました。

66

1名 ― 0

○お客様にお詫びのうえ、今回返戻に
至った経過と今後の改善についてお
客様に文書で回答することをお伝え
し、了承を得ました。
○届出書類を返戻してしまった経過及
び届書の記入に関し、わかりにくい点
の改善について機構本部へお客様の
声としてご意見を上げさせていただい
た旨を文書で回答しました。
○再度、届書の送付があり、受付後に
国民年金第１号被保険者の加入処理
を行い、同日、被保険者記録照会回
答票及び納付書をお客様あてに送付
しました

○課内会議において、当該事象を説
明し、今後このような誤りがないよう課
員全員に指示するとともに、返戻の有
無等の確認をより厳格に進めていくよ
う徹底しました。

外
部

国民年金
被保険者
資格取得・
種別変更
届書の返
戻誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

東京 目黒 2011年1月12日 2011年1月17日

○お客様より電話で「国民年金資格取得・種
別変更届を送付により提出した。年金事務所
から返戻されたが、何故、返戻されたのか」と
のお問合せがありました。
○確認しましたところ、提出された届書を誤っ
て返戻していたことが判明しました。

○返戻内容を確認しましたところ、実際に
は、国民年金第１号被保険者該当による届
出であるにもかかわらず、届書の勤務先事
業主等確認欄及び医療保険者等確認欄に
事業主様の証明が記載されていたため、担
当者が第３号被保険者該当の届出と誤認し
たことから、本来であればそのまま入力処理
をすべきところ、誤って届書をお客様に返戻
してしまいました。

かったことを説明し、了承を得ました。
○納付書発行及び年金手帳の再発行
の手続きを行いました。

67

68

６５歳以上
国民年金
任意加入
者の喪失
予定月日
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉 浦和
2007年6月13日
2008年2月11日
2008年8月14日
2008年12月3日
2010年2月8日

2010年10月21日

○ブロック本部より、６５歳以上国民年金任
意加入者の喪失予定年月日の点検の指示
があり、自己点検しました結果、誤りが判明
しました。

○お客様が国民年金任意加入を申出された
際に、資格喪失予定年月日を誤って計算し、
決定していました。

5名 ― 0

○担当職員から５名のお客様に、お詫
びの手紙と説明文書を送付し、後日電
話により再度お詫びのうえ、説明し、
了承を得ました。

○朝礼にて事象を説明し、複数人によ
るチェックの徹底を指示しました。

内
部

しました。
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○ブロック本部より、７０歳までに受給
権を得られなくても特例高齢任意加入
して差し支えない旨の回答があり、お
客様に文書にて連絡しましたところ、
お客様の代理人より電話があり、説明
しましたが、ご納得いただけませんで
した。機構本部へ協議することとしまし
た。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様の代理人に電話し、任意加
入手続時の説明誤りのため、専門学
校の在籍期間を合算対象期間とみな
す回答があったことを説明し、後日文
書を送付させていただくこと及び一件

○朝礼ならびに課内ミーティング時
に、合算対象期間の確認については
必ず複数名で行うこと、特に学生期間
については在籍した学校・時期により
合算対象期間にならないものがあるた
め、十分注意をするよう周知しました。

内
部

2010年10月20日

○ブロック本部の指示により、現在加入中の
特例高齢任意加入被保険者の方について受
給資格を再点検しましたところ、平成１９年当
時の資格取得申出時に担当者ならびに決裁
者の確認不足により、合算対象期間の確認
不足により本来対象とならない期間を含め受
給資格期間を計算し、７０歳まで加入しても
受給資格が不足することが明らかな方を加
入させていたことが判明しました。

○再点検の指示により資格取得申出時の書
類を確認しましたところ、取得申出時に、合
算対象期間とならない昭和６１年４月以前の
専門学校在籍期間（３１ヵ月）を合算対象期
間とし、資格取得申出から７０歳まで加入し
たとしても受給資格に１６か月不足すること
が明らかでしたが、「不足する１６ヵ月につい
ては７０歳以降、親族の経営する会社で厚生
年金に加入する」という条件で資格取得申出
を受付した経過が判明しました。
○原因は昭和６１年４月以前の合算対象期
間について担当者・決裁者とも認識不足で
あったためと思われます。

1名 ― 0

国民年金
特例高齢
任意加入
被保険者
の資格取
得時の対
応誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉 川越 2007年3月20日69

○転勤時の事務引継ぎについて、事
務引継書の作成を徹底し、文書の所
在及び現物引継リストを確実に後任者
に引き継ぐことを改めて徹底しました。

内
部

○特別監査により、使用していない机の整理
をしていましたところ、過去に使用してした転
勤者の私物書類から書類を発見し、確認しま
したところ、未処理であることが判明しまし
た。

○担当者が、共済組合の加入期間確認通知
書を待って処理するところを、机の中にしま
いこんでしまい、未処理となったものです。

1名 ― 0

○国民年金課長がご本人様及びご主
人様と面談し、お詫びのうえ、説明しま
したが、ご納得いただけませんでした。
機構本部に協議するため、回答までに
時間がかかることを説明し、了承を得
ました。
○機構本部から、本事象の保険料に
係る徴収権は、既に時効消滅してお
り、保険料を徴収することができないこ
とから、納付記録の補正のみとせざる
を得ないとの回答がありました。
○国民年金課長がご本人様のご主人

書を送付させていただくこと及び 件
書類が当所に保管されているため、年
金請求手続きの際は当所で行ってい
ただきたい旨をお伝えし、了承を得ま
した。

国民年金
任意加入
資格取得
申出書の
不該当処
理につい
て

未
処
理
・
処
理
遅

愛知 一宮 2007年9月21日 2010年6月4日70

内

○本来、市役所窓口で受付をした書類につ
いては、受付分を取りまとめのうえ、事務セン
ターへ送付すべきところ、市役所の担当者の
引継が的確に行われなかったために、市役
所の担当者のレターケースに保管されたまま
となり、処理遅延となってしまいました。
○その原因は、市役所において組織改革が
あり、市民課が市民窓口課と保険課とに分
割され、担当者の人事異動も行われたことに
より、職員間の細部における引継ぎが行わ
れなかったものと推測されます。

名

○免除、学生納付特例とも申請書を市
役所より事務センター担当者へ直接
進達し、至急処理を行ったうえで、市
役所が当該被保険者様を全て訪問
し、事情説明及びお詫びを行った後に
結果通知書を交付することとしました。
○事務センターに、至急の処理及び結
果通知書の当所への送付の依頼を行
いました。
○事務センターより６名分の承認通知
書が当所に到着し、市役所へ当該承
認通知書を送付しました (お申出のあ

〇市役所より、人事異動の引継ぎ事
項は、文書で取り交わし、管理書類を
明確に記入すること、引継ぎ事務は新
旧２人に原課の職員をもう１人加えた
３人で行うこと、引継ぎ事務中に管理
書類は前任者が単独で保管するので
はなく、新任担当者に手渡して保管場
所を指示すること及び毎月書類保管
場所の整理を行い、使用していない
ロッカーやレターケースに重要な書類
が存在していないか確認をすることを
徹底するとの再発防止策の報告があ

国民年金
保険料免
除、学生
納付特例
申請に係
る処理遅
延につい
て

未
処
理
・

奈良
大和

○市場化受託業者の戸別訪問担当者から、
「平成２２年度学生納付特例申請に関する勧
奨を行ったところ、ご本人様のお母様より平
成２２年４月、市役所に学生納付特例申請書
を提出したが、いまだに結果の通知が届いて
いないとの申出があった」との報告がありま
した。
○当該学生納付特例申請書の受付簿を確
認しましたが、当所での受付は確認できない
ことから、市役所に電話で確認しましたとこ
ろ、４件の受付未進達の平成２２年度学生納
付特例申請書が発見されたとの連絡があり

国民年 課長 本 様
様と面談し、補正前・補正後の写しを
手渡し、内容を説明のうえ、回答まで
に時間を要してしまったことをお詫び
し、了承を得ました。

延

内
部

7名 ― 0 認通知書を送付しました。(お申出のあ
りましたお客様につきましては、当該
事象判明前に再度申請を行い、承認
処理が行われており、承認通知書発
送済のため、改めての承認通知書の
発行はありません)
○市役所の担当者が該当者全員の方
のご自宅を訪問し、お詫びのうえ、説
明し、承認通知書の交付を行いました
との報告を受けました。

徹底するとの再発防止策の報告があ
りました。処

理
遅
延

奈良
大和
高田

2010年4月6日 2010年10月26日 付特例申請書が発見されたとの連絡があり
ました。
○さらに継続調査により、受付未進達の平成
２１年度免除申請書が３件を発見しました。

71
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1名 未徴収 296,690

○担当者がお客様に電話し、年金手
帳の送達による適用処理が遅れたこ
とをお詫びしました。「処理に時間がか
かりすぎている。納付しようにも時効で
納付できない期間が発生しているのは
納得できない」とのことで、同日お客様
宅に訪問し、再度お詫びのうえ、法律
上、一義的にはご本人様に届出義務
があること、当時勧奨状が発送されて
いること、消滅時効にかかった期間に
ついては納付が出来ないことを説明し
ました。「後日公文書により送付による
回答をもらいたい」と強く求められまし
た。

○諸規程に基づいて処理するよう周
知・徹底しました。

外
部

国民年金
にかかる
年金手帳
の送達に
よる適用
処理漏れ
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

岐阜 岐阜北 2010年10月12日 2010年10月27日

○お客様より、「急に納付書が届いたがどう
いうことか」との電話照会があり、適用勧奨
状送付後の未適用者の方に対する年金手帳
の送達による適用を行い、国民年金に加入
となった旨を説明しましたところ、「国民年金
に加入になったとのことだが、時効で納付で
きない期間が発生しているのは納得できな
い」とお申出されました。
○確認しましたところ、年金手帳の送達によ
る適用処理が遅延しているため、時効により
納付できない期間が判明しました。

○本来は、時効により納付できなくなる前
に、適用勧奨状送付後の未適用者の方に対
する年金手帳の送達による適用処理をすべ
きところ、平成１８年１２月取得の年金手帳の
送達による適用を平成２２年１０月に処理し
たことにより、お客様が国民年金保険料（平
成１８年１２月分～平成２０年８月分）を納付
できなくなったものです。
○事務処理遅延のため、保険料の時効消滅
期間を発生させてしまったことが原因です。

72

○担当者がお客様宅を訪問し、お客
様のご家族にお詫びのうえ、説明しま
した。「本人は任意加入（海外転出）の
際に前納希望をしており、前納として
取扱し、正常処理をしている状態に戻
してもらいたい」と強く希望され、機構
本部と協議することとしました。
○担当者がお客様宅を訪問し、再度
お詫びのうえ、機構本部から取扱が示
されたことで、還付した保険料を返納
金として納付していたくことにより、前
納記録として納付記録を整備すること
を説明し、了承を得ました。
○返納金の受領を確認のうえ 記録

○今回の事象について担当者に再度
周知を行い、照会中保管箱の毎月の
確認・受付整理・各部署への周知、及
び事跡確認の徹底を図ることとしまし
た。
○朝礼で、当該事象を説明し、今後さ
らに各部署(決裁時）で点検の徹底を
図っていくことを申し合わせました。

内
部

2010年11月30日

○国民年金保険料還付の担当者が、過誤納
者整理票の回答が機構本部からされたこと
により、関係書類の整理・処理を行っていま
したところ、関係書類の中に任意加入資格取
得申出書があり、申出書の入力漏れが判明
しました。

○本来、機構本部へ照会中の届書について
保管・保留をする場合は、事跡の登録及び関
係年金事務所、被保険者様等に連絡すべき
ところ、機構発足に伴い業務が非常に繁忙な
時期であり、登録・連絡をしなかったため並
びに届書の確認不足のため、被保険者様の
前納の機会が失われたものです。
○その原因は、事務センター受付時に担当
者が確認する際、照会の必要ありとして保管
したにもかかわらず、その後、過去の照会回
答により処理要領を会得した際、処理をする
ことをせず、そのままにしていたこと及び届書
の確認不足で、早急な入力処理の必要性を
見落としていたこと並びにその後の未処理調

1名 ― 0

国民年金
任意加入
資格取得
申出書の
入力漏れ
について 未

処
理
・
処
理
遅
延

鹿児島
事務

センター
2010年1月5日

た。
○お客様にお詫びと説明の文書を送
付しました。

73

○机及び机の周りを処理済と未処理
が混在するような環境にならないよう、
整理整頓を指示しました。また、受付
簿において、処理日の入力項目を設
け、進捗管理を徹底することとしまし
た。

外
部

○事業所の担当者様より、国民年金第３号
被保険者該当届の処理状況についての照会
がありました。
○確認しましたところ、未処理となっていたこ
とが判明しました。

○事業所より２８件の国民年金第３号被保険
者該当届の提出があり、入力処理を行った
際、７件を処理した後、残りの２１件について
は処理をしないまま、処理を終えた決裁済分
の束へ混入させてしまったため、未処理のま
ま処理完了分として保管してしまいました。こ
れにより、お客様に国民年金第３号被保険者
該当通知書が送付されていませんでした。
○原因は、受付簿に処理日の入力項目を設
けていなかったため、進捗管理が行えず、未
処理であることが確認できなかったこと及び
入力処理を行う際に、机上の整理整頓がな

1事
業所
21名

― 0

○担当職員より、事業所の担当者様
へ電話にて今回の事象を説明し、お詫
びをし、了承を得ました。遅延理由書
を作成してほしい旨の依頼がありまし
た。
○未入力２１件につきましては、当日
処理を行い、国民年金第３号被保険
者該当通知書を送付しました。
○事業所あてに遅延理由書を送付し
ました。

○返納金の受領を確認のうえ、記録
整備し、お客様のご家族に報告し、了
承を得ました。

国民年金
第３号被
保険者該
当届の未
処理につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 中央 2010年9月13日 2010年12月17日

見落としていたこと並びにその後の未処理調
査でも、担当者が照会中保管箱には照会し
ているものしかないと思い込んでいたことに
よるものです。

74

入力処理を行う際に、机上の整理整頓がな
されていなかったことによるものです。

延
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75

国民年金
第３号被
保険者届
の処理遅
延につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

京都
事務

センター
2010年4月9日 2011年1月14日

○事業所から、「提出した従業員の国民年金
第３号被保険者の処理がされていない」との
お問合せが年金事務所にありました。
○確認しましたところ、国民年金第３号被保
険者届が未処理であることが判明しました｡

○事業所から健康保険被扶養者異動届と一
緒に提出されたＡ様の国民年金第３号被保
険者届について、管理厚生年金適用グルー
プにおいて健康保険被扶養者異動届の処理
を行った後に国民年金グループへ引継ぐべ
きところを、当該引継ぎが行われないまま処
理済の健康保険被扶養者異動届と一緒に編
綴したことによるものです。

1事業
所1名

― 0

○担当グループ長が事業所及びＡ様
に電話にてお詫びと経過説明を行い、
了承を得ました。
○Ａ様に第３号被保険者資格処理後
の国民年金納付記録とお詫びの文書
を送付しました。

○決裁時に国民年金第３号被保険者
届が国民年金グループへ確実に引継
ぎされるよう確認の徹底を指示しまし
た。
○朝礼で担当職員に注意喚起及び再
発防止策の説明を行いました。
○編綴時において、他の担当者により
未処理届書や整理誤りがないか相互
チェック後に製本等の作業を行うことと
しました。

外
部

国民年金
任意加入

○お客様より、「あと２ヵ月納付すれば４８０
月になるはずだが、１年分の口座振替のお

○市役所より国民年金被保険者異動届書を
受付し、国民年金任意加入の入力処理をし

ば

○国民年金課長がお客様に電話にて
お詫びし、説明しました。口座振替で

○国民年金任意加入の加入可能月数
の計算方法について、課内で再度確

にかかる
喪失予定
年月日の
誤入力処
理につい
て

入
力
誤
り

神奈川 厚木 2007年4月3日 2010年4月19日

○区役所にて受付した、ご本人様及び配偶
者様の資格取得届が当所に進達され、入力
処理を行った際、２名の方ともに住所を誤っ
て入力してしまいました。
○配偶者様については 年金手帳が未送達

○担当者よりご本人様に電話でお詫
びし、原因説明を行いましたが、「住所
の処理が誤っていたために免除の手
続きができなかったので、遡って免除
の手続きを承認すべきである」との強

○朝の例会にて国民年金担当職員に
今回の事象を伝えました。入力時の
チェック及び決裁時のチェックをおろそ
かにせず、色分けによる入力確認を行
うよう徹底を図りました

国民年金
被保険者
資格取得
届の住所
入力誤り

○ご本人様が区役所に、「ねんきん定期便な
どの送付物が届かない」との相談をされたた
め、区役所から当所に照会がありました。
○確認しましたところ、担当者が国民年金資
格取得届入力処理の際 住所を誤って入力

知らせが来ている。いつまで保険料を納付す
る必要があるのか調べてほしい」とのお申出
がありました。
○確認しましたところ、国民年金任意加入に
かかる資格喪失予定年月日の登録が誤って
いたことが判明しました。

ました。本来であれば、国民年金任加入にか
かる喪失予定年月日を平成２２年６月１日と
登録しなければならなかったところ、誤まって
平成２３年１２月１日と登録してしまいました。
その原因は、担当職員が国民年金納付可能
月数の計算を誤まってしまったこと及び入力
処理後の決裁においても誤りに気がつかな
かったことによります。

1名 ― 0

の前納による納付額での納付を希望
されたため、機構本部と協議し、後日
連絡することで了承を得ました。
○機構本部からの回答により、お客様
に所長が電話連絡し、再度お詫びを
するとともに、口座振替での前納によ
る納付額での納付ができる旨をお伝え
しました。
○お客様宅に所長と国民年金課長が
訪問のうえ、保険料を現金領収し、了
承を得ました。

認しました。
○また、窓口担当者段階で相互チェッ
クをし、複数名による決裁をすることと
しました。

外
部

76

国民年金
任意加入
申出書の

○お客様が年金請求の手続きで来所された
際、平成１７年１１月に受付した国民年金被
保険者資格申出書の資格喪失予定年月日

○平成１７年１１月に受付した国民年金被保
険者資格申出書の入力の際に、誤って入力
したものと推測されます

○担当者がお客様にお詫びのうえ、事
象の経過を説明しました。平成２２年１
０月分の保険料について 平成２２年

○朝礼において、必ず２人以上で確認
すること及び見込額照会を必ず行い、
確認を行うことを周知徹底しました

外
部

○配偶者様については、年金手帳が未送達
になったことにより、住所の訂正処理をしまし
た。
○担当者が資格取得届入力処理の際、住所
を誤って入力してしまったことが原因です。ま
た、その後の決裁においても誤りを発見でき
ませんでした。

1名 未徴収 86,460

の手続きを承認すべきである」との強
い要望がありましたため、機構本部に
協議することとしました。
○機構本部から、配偶者様には国民
年金の納付状況が送付されていたこ
とから、ご本人様が未納状況を把握す
る機会はあったと判断し、免除申請の
遡っての承認はできないとの回答があ
りました。
○担当者からご本人様に電話し、再度
お詫びのうえ、機構本部からの回答を
お伝えし、ご理解をいただきました。

うよう徹底を図りました。入力誤り
について

入
力
誤
り

神奈川 高津 2008年5月21日 2010年11月12日

格取得届入力処理の際、住所を誤って入力
していたことが判明しました。

77

78

申出書の
入力誤り
について

入
力
誤
り

大阪 吹田 2005年11月29日 2010年12月1日

保険者資格申出書の資格喪失予定年月日
について、入力しないでおくところ、誤って平
成２２年１０月１日として入力していることが
判明しました。

したものと推測されます。
○その結果、平成２２年４月に口座振替前納
で平成２２年４月から９月分のみ振替され、
平成２２年１０月分が口座振替前納できませ
んでした。 1名 ― 0

０月分の保険料について、平成２２年
４月に口座振替による前納扱いでの
納付を強く希望されたため、機構本部
と協議することとしました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様宅に赴き、再度お詫びのう
え、差額保険料を徴収し、了承を得ま
した。
○納付記録を訂正しました。

確認を行うことを周知徹底しました。

外
部

23



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

2名 ― 0

○Ａ様に事象の経緯について説明し、
お詫びし、了承を得ました。
○担当者がＢ様に電話し、お詫びのう
え、事象の詳細について説明を行い、
了承を得ました。

○朝礼時に国民年金課職員に当該事
象を説明し、担当職員に対しては住所
変更のある方について十分注意し、疑
義が生じた場合は必ず市町村へ確認
するよう指示しました。
○国民年金課長が当該市役所を訪問
し、担当係長へ事象の詳細を説明す
るとともに、今回の事象は情報提供の
際、生年月日の確認を怠ったため発
生したものであることから、今後は十
分注意するよう担当職員への注意喚
起を依頼しました。

外
部

住所入力
誤りについ
て

入
力
誤
り

沖縄 名護 2010年11月16日 2010年12月27日

○Ａ様が来所され、「旧姓で、国民年金第１
号被保険者への種別変更通知書が届いてい
る」とのお申出がありました。
○確認しましたところ、Ａ様の旧姓と同姓・同
名のＢ様の種別変更通知書が送られていた
ことが判明しました。

○職権適用の際は、年金事務所から対象者
一覧表を市町村へ送付し、転居・転出等によ
る住所に変更がないかの報告を受け、変更
のあった者は変更後の住所を記載した種別
変更届を事務センターへ送付し、種別変更の
入力と適用通知書の送付を依頼しています。
○今回の事象は、市町村が、旧姓が同姓・
同名のＢ様の住所をＡ様の住所と思い込み、
転居者として年金事務所へ報告してしまった
ことによるものです。

79

80

住所変更
処理（転入
処理）にか
かる処理
誤りについ
て

入
力
誤
り

鳥取
事務

センター
2010年7月27日 2010年10月27日

○年金事務所に捜査関係事項照会書の提
出があり、年金手帳再交付請求書に記載さ
れている事項について、年金事務所から事
務センターに申請書の写しの送付依頼があ
りました。
○写しを確認しましたところ、住所変更処理
（転入処理）に誤りのあることが判明しまし
た。

○本来、国民年金第１号被保険者の住所変
更(転入）処理については、市町村から送付さ
れる報告書等により処理すべきところ、再交
付申請書に記載された住所により処理してし
まったためです。
○その原因は、職員の知識・認識不足による
ものです。

1名 ― 0

○他事務センターに、誤りの経緯を説
明し、記録補正（元住所地への復元）
を依頼し、訂正済であることを確認しま
した。
○担当者がご本人様へ、お詫びのう
え、説明し、了承を得ました。

○住所変更処理、年金手帳再交付申
請書の処理については、マニュアルに
基づいた事務処理を徹底するよう、グ
ループ内で研修を行い、全職員に改
めてマニュアルの遵守を徹底しまし
た。

外
部

○担当者がＡ様へ電話し、お詫びのう
え、誤送付した年金手帳の回収につ
いて当センターから送付する返信用封
筒で返送していただくことで了承を得
ました。
○担当者がＢ様へ電話し、配偶者様
に今回の事象を説明し お詫びしまし

○年金手帳送付時に基礎年金番号・
氏名等を複数名による相互チェックす
ることを再確認しました。

○Ａ様から、「Ｂ様の年金手帳が届いている」
との連絡がありました。
○確認しましたところ、Ｂ様の年金手帳の氏
名変更後欄にＡ様の氏名を誤って記載し、送
付していたことが判明しました。

○職員が共済組合から送付された第３号資
格取得届に添付されていたＢ様の年金手帳
に、基礎年金番号・氏名等を確認せず、Ａ様
のものとして氏名変更欄に手書き処理したた
めです。

年金手帳
の誤送付
について

誤
送

○共済過去記録整備事業において行いまし
た被保険者記録補正依頼により、誤ってお客
様の国民年金第３号被保険者記録が取消し
されていることが、理事長へのメールを送付
されたお客様の指摘により判明しました。

○共済過去記録整備事業において、共済記
録統合後に被用者年金期間と国民年金期間
が重複しているもの（統合した記録以外の部
分も含む）については、年金事務所等に国民
年金の被保険者記録補正を依頼し、記録補
正が終了した後に、お客様に回答していま
す。ただし、その重複している記録が国民年
金第３号被保険者期間であり 第３号被保険

に今回の事象を説明し、お詫びしまし
た。再交付する年金手帳を送付するこ
とで了承を得ました。
○Ａ様から誤送付した年金手帳の送
付がありました。
○Ｂ様に、再交付した年金手帳、第３
号該当通知書、お詫びの手紙を送付
しました。

外
部

国民年金
記録補正
依頼誤り
について

記

2010年11月2日
1事業
所2名

― 0

送
付
・
誤
送
信

京都
事務

センター
2010年11月1日81

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、今回の誤入力処理を取消し、
あらためて第３号特例届出のご案内を
送付することで了承を得ました。
○第３号特例届出のご案内とお詫び
の手紙を送付しました。

○委託業者には、第３号特例届出勧
奨の要件について、再度周知徹底を
図るよう指導しました。
○記録管理部から年金事務所へ補正
依頼票を送付する前に、職員が再度
窓口装置により画面確認することとし
ました。

金第３号被保険者期間であり、第３号被保険
者の取得年月日の訂正を要するものは、お
客様に被保険者記録照会回答票と第３号特
例届の届出の勧奨を行っています。
○今回の事象は第３号特例届出勧奨すべき
ところを誤って補正依頼票が作成され、管轄
年金事務所へ送付、訂正処理が行われたた
め、重複期間よりも後の第３号記録が取消さ
れた状態のまま、お客様への回答が送付さ
れたものです。

1名 ― 0

記
録
訂
正
誤
り

本部
記録

管理部
2010年2月15日 2010年2月17日

外
部

82
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○担当者がお客様宅に赴き、お詫び
のうえ、事情を説明しましたところ、免
除該当の処理が間違っていたのであ
れば、そちらの責任なので何とかして
ほしいとのことでした。機構本部へ協
議することとしました。
○機構本部より協議について、お客様
が希望する場合は、免除申請書の提
出を求め、当該申請を平成１５年５月、
平成１５年７月、平成１６年７月、平成１
７年７月に行われたものとして取扱うこ
ととする（平成１５年３月は未納となる）
旨の回答がありました。
○担当者がお客様宅に赴き、平成１５

○課内会議において、当該事象を説
明し、年金事務所で受付ける際は複
数名で確認作業を行うなどの取組を
徹底するよう指示しました。

内
部

1名 未徴収 13,300

○当時、お客様がお住まいのあった町の役
場が保有する本件に係る免除理由該当届の
控えを確認しましたところ、免除該当理由が
障害年金受給者となっており、障害等級３級
にもかかわらず、誤って免除該当処理をして
いたことによるものです。
○提出された免除理由該当届を処理する
際、障害等級の確認誤りもしくは確認漏れが
あったためです。

国民年金
保険料免
除理由該
当届書の
処理誤り
について

確
認
・
決
定

長崎 諫早 2003年5月19日 2010年9月7日

○事務センターから、「お客様の国民年金加
入記録について、平成１５年３月～平成１７年
１１月の期間は法定免除に該当しないのでは
ないか」との電話連絡がありました。
○確認しましたところ、誤って免除該当処理
をしていたことが判明しました。

83

○事務センターにおける審査の際、申請書に
記載されている学校が対象校ではないことを
確認しました。区役所の担当者に確認しまし
たところ、「窓口受付時、前年度も同じ学校で
承認となっていたので、受理した」とのことで
した。
○申請書に記載された学校が学生納付特例

○お客様に電話にて経過説明および
お詫びをしました。その際、平成２２年
度分については国民年金保険料免除
申請書（以下、「免除等申請書」）をご
提出いただくことを説明しました。ま
た、お客様から「平成１８年度から平成

年度ま 同 学校に通 お

○学生納付特例申請書を受理する際
には、対象校リスト・在学証明書・関連
法令等を十分に確認してから、受理す
ることを周知徹底しました。
○また、市役所ならびに事務センター
に情報提供しました。

○担当者がお客様宅に赴き、平成１５
年３月は未納となること、免除申請が
認められた場合は、承認通知が送付
されること及び認められない場合は、
また連絡することを説明し、了承を得
ました。
○免除申請書を受付し、事務センター
へ送付しました。
○事務センターより承認通知書を発送
しました。

国民年金
保険料学
生納付特
例申請書
の決定誤
りについて

○事務センターで、国民年金保険料学生納
付特例申請書（以下、申請書）の審査をして
いましたところ、学生納付特例対象校（以下、
対象校）でないにもかかわらず、誤って平成
１８年度から平成２１年度までの学生納付特
例申請を承認していることが判明しました。

定
誤
り

内
部

○申請書に記載された学校が学生納付特例
対象校リストで確認できない場合、本来であ
れば、対象校であるかどうかを政令に基づき
審査すべきところ、修業年限が１年以上の在
籍証明書が添付されていたため、担当者が
学生納付特例申請を承認できる対象校と誤
認したことが原因です。 1名 ― 0

２１年度まで同一の学校に通ってお
り、同期間を２０歳代の保険料納付猶
予として取扱えないか」とのご要望を
承ったため、機構本部に協議のうえ、
あらためて連絡させていただくこととし
ました。
○機構本部からの回答を受け、お客
様にあらためて免除等申請書をご提
出いただくことを依頼するとともに、平
成１８年度から平成２１年度までの免
除等申請については、学生納付特例
申請日に免除等申請があったものと
みなして処理を行うことをお伝えし、了
承を得ました。
○年金記録の訂正を行い、お客様へ
お詫びの手紙ならびに訂正後の年金
記録を送付しました。

確
認
・
決
定
誤
り

千葉 千葉 2010年9月2日 2010年10月4日84
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外
部

○お客様は、「国民年金の任意加入被保険
者が満額の老齢基礎年金の受給が可能とな
る月数に達した後に納付した保険料の取扱
いの変更に係るお知らせの実施について」の
対象者に該当し、加入可能年数は４２０月
で、本来３ヵ月分のみの還付を行うべきとこ
ろ、誤って、平成２１年１１月付で還付決議（３
９ヵ月分）が行われました。
○裁定当時の納付済期間は４２３月(厚生年
金１９月、国民年金４０４月)でしたが、還付に
より３８４月(厚生年金１９月、国民年金３６５
月)となり、減額の再裁定が行われ、返納に
より平成２２年１０月支払分が全額返納調整
となったものです。

1名 その他 489,700

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、お客様宅を訪問し、再度お詫
びのうえ、説明し、了承を得ました。年
金額仮計算書、年金証書添付不能届
及び返納方法申出書をご提出いただ
き、年金の支給及び誤還付した保険
料の返納が別途必要になることを説
明し、了承を得ました。
○正しい年金額が平成２２年１２月定
期支払で調整されたことを確認し、お
客様に支払時期をお伝えし、還付金の
返還については、一括で納付していた
だくことで了承を得ました。

○「国民年金の任意加入被保険者が
満額の老齢基礎年金の受給が可能と
なる月数に達した後に納付した保険料
の取扱いの変更に係るお知らせの実
施について」の対象者を同様事例がな
いかを全件チェックしましたところ、同
様の案件は、ありませんでした。今
後、同様のケースが発生した場合、年
金額の試算を行い、満額になっている
こと等の再確認を行うこととしました。

国民年金
保険料還
付誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

奈良
大和
高田

2009年11月16日 2010年10月19日

○お客様が来訪され、「平成２２年１０月支払
の老齢基礎年金が振込されていない」とのお
問合せがありました。
○確認しましたところ、誤還付の影響で減額
の再裁定が行われたことにより、全額返納調
整されていたことが判明しました。

85

2名 ― 0

〇担当者がお客様へ電話し、お詫び
のうえ、経過説明し、承認通知書を送
付することで了承を得ましたので、お
客様あてに通知書を送付しました。
〇担当者が誤承認者(別人の方)に対
して、電話連絡を数回しましたが、応
答がないため、連絡を依頼する旨の文
書を送付しました。
〇誤承認者(別人の方)から連絡がな
いため、お詫びの手紙及び学生納付
特例申請承認の取消通知を発送しま
した。また、誤決定の承認通知の返却
を依頼しました。引き続き、連絡等を取
り、対応していくこととしました。

〇入力結果一覧表には氏名の出力が
ないことから、今後は入力結果一覧表
と承認等通知書発行一覧表のチェック
をするよう、徹底しました。

外
部

国民年金
保険料学
生納付特
例の誤承
認につい
て 確

認
・
決
定
誤
り

群馬
事務

センター
2010年7月2日 2010年11月10日

〇年金事務所の担当者から、「市役所にて、
学生納付特例の申請をしてあるのに、保険
料未納の催告状が届いたとのお申立てが、
お客様よりありました」との連絡がありまし
た。
○確認しましたところ、学生納付特例の誤承
認が判明しました。

〇本来、市役所がお客様からの学生納付特
例の申請書を受付した時に、内容点検で基
礎年金番号を確認及び訂正等のうえ、事務
センターへ報告すべきところ、別人の基礎年
金番号が記載された申請書のまま事務セン
ターへ報告したため、申請をしていない別人
へ承認通知書を送付してしまいました。

となったものです。

86

87

国民年金
保険料免
除・猶予申
請に係る
決定の誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

高知
事務

センター
2010年11月12日 2010年11月16日

○お客様から年金事務所に電話連絡があ
り、平成２２年度国民年金保険料免除・猶予
申請にかかる決定通知書（４分の３免除承
認）と納付書について照会がありました。
○確認しましたところ、免除の終期を誤って
決定していることが判明しました。

○事前審査の時点では、お客様の指定どお
りの免除期間（平成２２年７月～平成２３年６
月）になっていましたが、帳票への転記を平
成２２年７月～平成２２年７月としたため、免
除終期が平成２２年７月となった決定通知書
が送付されました。その原因は、帳票転記の
際、確認が不十分であったためです。

1名 ― 0

○年金事務所の担当者よりお客様に
電話し、お詫びのうえ、至急決定通知
書の差替分を送付することを約束し、
了承を得ました。
○事務センターより、お客様に決定通
知書の差替分を送付しました。

○委託業者に帳票転記後のチェック
の徹底を指示しました。
○また、免除担当者の事後チェックを
徹底するよう指示しました。

外
部

○平成２２年１２月分保険料より、口座
振替が開始されるよう手続きを行いま
した。
○担当者がお客様と面談のうえ、お詫
びし、今後の説明を行いました。口座
振替されなかった保険料については

○継続審査の際、継続申請申出者表
示の有無について確認するよう再徹
底しました。
○継続意向取消処理は、継続審査担
当者以外は行わないこととし、免除取
消申請書についても 必ず継続審査

○年金事務所にお客様より、「国民年金保険
料の口座振替の手続きをしたが、口座から
引落しされていないため確認してほしい」との
電話がありました。
○確認しましたところ、口座振替の手続きは
正しく処理されていましたが 平成２２年度

○平成２２年６月、平成２１年度分免除申請
について全額免除（継続申請を希望する意
向あり）承認を行い、引続き平成２２年度分
の免除申請の継続審査を行っていました。平
成２２年８月、お客様が年金事務所に来所さ
れた際に 国民年金免除取消申請書を提出

国民年金
保険料免
除審査処
理票の誤
処理につ
いて 振替されなかった保険料については

割引後の保険料で納付したいとのお
申出があったため、機構本部に協議を
行うこととしました。
○機構本部からの回答により、お客様
に連絡し、割引後の保険料を納付して
いただき、了承を得ました。
○正しく登録されたお客様の保険料納
付記録を送付しました。

消申請書についても、必ず継続審査
担当者が内容確認することにしまし
た。
○グループ内のミーティングにおいて
当該事象の説明をし、適切な事務処
理及び決裁時のチェックを徹底するよ
うにしました。

外
部

2010年11月26日

正しく処理されていましたが、平成２２年度
（継続審査用）国民年金保険料免除審査処
理票で全額免除が承認されていたため、保
険料が口座振替されていないことが判明しま
した。

れた際に、国民年金免除取消申請書を提出
され、事務センターで継続申請意向取消の
入力処理を行いました。ところが、当該取消
を確認しないまま、平成２２年９月１日、継続
申請に基づく平成２２年度分の全額免除の
決定を行っていました。
○継続審査の事務処理中に「継続申請申出
者」表示の確認をすべきところを、確認を怠っ
たことにより、本来全額免除承認（期間延長
承認）すべきでない方に対して、全額免除承
認（期間延長承認）処分を行ってしまい、結
果として口座振替されない状態となってしま
いました。

1名 ― 0

いて

確
認
・
決
定
誤
り

秋田
事務

センター
2010年9月1日88
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89

国民年金
保険料免
除・猶予申
請に係る
決定の誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

高知
事務

センター
2010年11月1日

～2010年11月15日
2010年12月1日

～2010年12月2日

○以前の事務処理誤り発生後の対応につい
て、ブロック本部からの指示により平成２２年
１１月中に処理をした免除申請届について、
全件再確認調査を実施しましたところ、国民
年金保険料免除・猶予申請に係る決定の誤
りが９件判明しました。

○平成２２年１１月中に処理をした免除申請
届を再確認しましたところ、審査決定誤りが７
件、転記ミスが２件ありました。
○事前・事後審査の際に、確認が不十分で
あったためです。 9名 ― 0

○担当者がお客様へ電話し、お詫び
のうえ、説明し、文書にて誤決定の通
知の返戻を依頼し、正しい決定通知書
を送付しました。

○今後誤りを発生させないため、事務
処理全般の見直しを行い、確認回数を
増やして対応することにしました。

内
部

国民年金
付加保険
料納付書
の発行誤
りについて

確
認

○お客様が来所され、「付加保険料込みの
金額ではなく定額保険料のみの納付書で
あった」とのお申出がありました。
○確認しましたところ、定額保険料のみの納
付書を作成して、お渡ししていたことが判明し

○本来であれば、付加年金保険料込みの国
民年金保険料納付書を発行すべきところ、定
額保険料のみの国民年金保険料納付書を
発行してしまいました。
○その原因は、窓口担当職員が付加保険料

○お客様に窓口にて手渡した納付書
に誤りがあったこと伝えるとともに、お
詫びをしました。納付できなかった付
加保険料について機構本部と協議す
ることで了承を得ました。

○課内の職員全員に対して、今回の
事象を周知するとともに、国民年金保
険料納付書の発行の際には、必ず複
数名にて確認することを、再度徹底し
ました。

90

認
・
決
定
誤
り

神奈川 相模原 2010年10月29日 2010年11月17日

ました。 納付中であることの確認を怠ったことにより
発生した事象です。 1名 ― 0

○機構本部からの回答により、担当課
長がお客様へ電話にて、再度お詫び
するとともに、付加年金保険料の納付
が可能な旨をお伝えし、後日、お客様
が来所され、付加年金保険料を現金
領収しました。

外
部

○補正入力前と補正入力後の年金記
録を、入力処理票に必ず添付したうえ
で、入力処理結果及び補正内容を
チェックするよう徹底しました。
○臨時役付会議をし、お客様相談室
長・各課長へ今回の事象を説明し、注
意喚起を行いました。

内

○お客様相談室において、再裁定の処理を
していましたところ、国民年金記録の補正入
力が誤っていることが判明しました。

○お客様より提出された、年金加入記録回
答票に基づき調査し、厚生年金記録が判明
し、判明した厚生年金記録と国民年金記録
の一部が重複していたため、国民年金記録
を補正し、重複していた分の国民年金保険料
を還付する処理を同時に行いました。
○本来であれば、国民年金記録において昭
和５６年１０月喪失及び昭和５７年１０月取得
の記録を追加する入力をすべきところ、誤っ

○担当者がお客様宅に電話し、ご家
族の方にお詫びし、経過を説明しまし
たところ、正しい還付通知書を送付す
ることで了承を得ました。

国民年金
記録の補
正入力誤
りについて

確
認
・

外

○委託業者において、帳票作成の際、本来
記入する必要がない納付書抑止の欄に記入
してしまい、納付書が作成されませんでした。
○また、委託業者における処理結果点検の
際も、転記誤りに気づかなかったことによりま
す。

○年金事務所で納付書を作成送付
し、その後、事務センター担当者がご
本人様のお父様に電話し、お詫びのう
え、説明しました。
○「委託業者より納付督励の電話が
来た。納付書がきちんと送付されてい
たのであればきちんと納付しているの

○委託業者に運用マニュアルの徹底
及び確実なチェックを実施するよう改
善を強く要請するともに、職員による
届書委託前審査において、納付書作
成抑止を要するものについては届書
にその旨を朱書し、明確な表示となる
よう改めました。

内
部

国民年金
保険料納
付書の未
送達につ
いて 確

認
・

事務

○ご本人様のお父様より、「国民年金保険料
納付書が届かない」と年金事務所に電話が
ありました。
○確認しましたところ、国民年金保険料納付
書の作成がされていないことが判明しまし
た。

て昭和５９年２月喪失の記録を昭和５６年１０
月喪失の記録に訂正する入力をしてしまいま
した。その原因は、国民年金記録補正を入力
した担当者が当該記録については訂正処理
のみを行うと誤認していたため発生した事象
です。
○なお、還付通知書受付後、事務処理に入
る前に誤りが判明したため、お客様への還付
は行われていません。

1名 ― 0決
定
誤
り

神奈川 藤沢 2010年11月26日 2010年12月10日91

外
部

1名 ― 0

たのであればきちんと納付しているの
に、督促の電話がかかってくるのは納
得がいかない。一度日を変えて、再度
話をしたい」とのお申出がありましたの
で、後日、担当者がご本人様のお父様
と面談し、状況説明を行い、了承を得
ました。

よう改めました。・
決
定
誤
り

和歌山
事務

センター
2010年11月1日 2011年1月17日92
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2名 ― 0

○コンビニエンスストア本部から、公共
料金センターの人的ミスにより、収納
データの誤作成があり、収納データの
差替をする旨の報告がありました。
○機構本部から、住所を管轄する年
金事務所へ指示し、Ａ様とＢ様の納付
記録は正しく補正しました。

○コンビニエンスストア本部から公共
料金センター全担当者へ二重払い防
止機能による、エラーデータ再確認の
徹底を再度指導し、指導確認用紙へ
全担当者に署名・捺印させ、また、
チェック体制も担当者２名による二重
チェック体制を実施するよう改めるとの
報告がありました。 内

部

コンビニエ
ンスストア
で収納さ
れた国民
年金保険
料の確報
データ誤
送信につ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

本部
国民

年金部
2010年4月28日 2010年5月27日

○事務センターより、「Ａ様については平成２
２年４月～平成２３年３月分の国民年金保険
料が平成２２年４月２８日に収納されているこ
とが窓口装置画面で確認でき、領収済通知
書過誤納発生者一覧表には、同日に同期間
の保険料の収納があり、過誤納者としてあ
がってきているが、同時期の納付書再発行
履歴はない」との連絡がありました。
○調査しましたところ、コンビニエンスストア
店舗がＡ様とＢ様の保険料を収納しました
が、会計を掌る部署（公共料金センター）の
人的ミスにより、収納データの報告誤りが判
明しました。

○Ａ様の国民年金保険料の二重収納が発生
し、Ｂ様の保険料が未納となっていました。
○コンビニエンスストアの公共料金センター
の人的ミスにより、Ｂ様の収納データを作成
せず、Ａ様の収納データを機構本部に２度送
信したとの報告が、コンビニエンスストア本部
よりありました。

93

○国庫金の入金を多く行っていたため
に、その調整を行いました。
○お客様の記録に誤った記録が反映
しましたが、この記録は過誤納記録と
なったため、記録の訂正を管轄の年金
事務所に指示しました。

○コンビニエンスストア本部から、登録
データ作成時の確認及びチェック体制
の強化を図ること、並びに、店舗で作
成したデータの連絡方法・連絡基準に
対する再確認を実施した旨、報告があ
りました。

外
部

2010年7月30日
2010年8月5日
2010年8月18日

○ブロック本部より、「平成２２年６月８日付で
領収済通知書入力エラー一覧表が発出され
たが、当該お客様の収納年月日が平成２２
年４月１日となっており、ここで記載されてい
る納付期間は、納付としてすでに記録されて
いる」との連絡がありました。
○存在しないバーコード情報の速報・確報
データをコンビニエンスストア本部が送信した
ため、機構本部でエラーが表示されました。
最終的に、存在しないデータと、本来あるべ
きデータの両方についての入金を二重に行う
処理を人的ミスにより行ってしまったとの連
絡がありました。
○コンビニエンスストア本部より、「お客様か
ら一旦収納した国民年金保険料の納付書３
枚分の取消をお客様の希望により行ったが、

○システム上の不具合により、同内容のデー
タを２度機構本部に送信していたとの報告が
ありました。当該お客様の記録には誤った情
報は反映されていませんでしたが、国庫金の
入金を１件多く行いました。
○人的ミスにより、存在していないデータを送
信してきたため、国庫金の入金のみを１件分
多く行っていました。
○人的ミスにより、被保険者記録に誤った情
報が反映され、国庫金の入金を１件多く行っ
ていました。 2名 ― 0

コンビニエ
ンスストア
が送信す
るべきでは
ないデータ
を送付した
件につい
て 確

認
・
決
定
誤
り

本部
国民

年金部
2010年6月8日
2010年7月31日
2010年8月5日

94

95

国民年金
付加込保
険料納付
書送付漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京 立川 2010年3月23日 2010年9月22日

○お客様より、「平成２２年２月分の付加保険
料納付を申込み、納付したが、定額納付と
なっていた」とのお申出がありました。
○確認しましたところ、平成２２年２月分の付
加込保険料の納付書が作成されていないこ
とが判明しました。

○当所で調査しましところ、付加込保険料納
付書発行処理をした平成２２年３月２３日が３
月の最終週の前週のため、２月分の納付書
はシステム上、付加込みではなく定額保険料
が作成されます。本来であれば、付加保険料
申出書の入力と同時に２月分の付加込保険
料納付書を別途作成して送付すべきところ、
担当職員の知識不足のため、別途作成せ
ず、システムで作成された定額納付書を送付
してしまいました。

1名 ― 0

○担当課長がお客様にお詫びし、事
象について説明しましたが、付加保険
料を含めた金額で納付したい旨のお
申出がありましたので、機構本部に協
議することとしました。
○機構本部からの回答により、担当課
長がお客様宅に訪問し、再度お詫び
のうえ、付加保険料を収納し、了承を
得ました。

○今回の事象を課内職員に周知徹底
し、付加保険料については、申込から
納付期限までの期間が短いため、すぐ
に作成して送付するなど、できるだけ
早く被保険者様にお渡しするよう、特
に注意して取扱うよう指示しました。 外

部

枚分の取消をお客様の希望により行ったが、
取消するべきデータを人的ミスにより機構本
部に送信してしまった」との報告がありまし
た。
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○グループ内職員に事象の周知を行
い、届書については添付書類も含め、
慎重な確認の徹底を指示しました。

外
部

○金融機関に対し、依頼書が事務セ
ンター保管となっていることを報告し、
依頼書を送付しました。
○市役所に対し、今回の事象を説明
し、取扱について窓口へ注意喚起して
もらうよう電話連絡しました。
○担当者が被保険者様に電話により
口座振替不能となったことのお詫びと
経過の説明を行いました。付加保険料
について納付出来ないのは納得出来
ないので領収してほしいとのお申出が
あり、機構本部へ協議することとしまし
た。
○機構本部からの回答により、担当者

○金融機関より年金事務所へ、依頼書がな
いため口座振替不能となった被保険者様に
ついて、依頼書が申出書に添付されてない
かとの電話照会がありました。
○確認しましたところ、依頼書が添付された
ままであることが判明しました。

○被保険者様が市役所にて国民年金任意
加入申出書・付加申出書・口座振替申出書
を提出され、その際、口座振替申出書につい
て金融機関で証明印を受け、申出書すべて
（依頼書を含め）の書類を市役所窓口に提出
するよう指示を受け、提出されました。
○事務センター受付し、口座振替申出書を入
力しました。処理担当者が新任職員であり、
依頼書が金融機関で保管するものであると
の認識がなく、申出書に添付のまま処理を行
いました。また、入力後のチェックについて
も、添付されていては問題となる書類が添付
されていることまでチェックが行えなかったも
のです。

1名 ― 0

国民年金
保険料口
座振替不
能につい
て

確
認
・
決
定
誤
り

滋賀
事務

センター
2010年10月27日 2010年12月2日96

97

追納保険
料の受付
誤りについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

神奈川 厚木 2010年10月26日 2010年12月3日

○事務センターの国民年金還付担当者より、
６５歳以降に収納された国民年金保険料の
追納について還付する旨の連絡がありまし
た。
○確認しましたところ、基礎年金受給権があ
り、６５歳に到達しているお客様からの国民
年金保険料追納申込を受付し、追納の納付
書を発行してしまっていたことが判明しまし
た。

○お客様が国民年金保険料追納申込のた
め来所され、本来であれば、基礎年金受給
権者は国民年金保険料の追納申込をするこ
とはできませんが、窓口担当者は国民年金
保険料追納申込が出来ないことを把握して
いなかったため、窓口にて追納の納付書を
発行してしまいました。また追納の納付書発
行時の警告についても見落としていました。
○同日、お客様は金融機関にて納付をし、そ
の後再度来所されて、年金請求の手続きを
行いました。

1名 過徴収 231,240

○お客様相談室長がお客様に電話
し、今回の件について説明及びお詫び
をしました。納付した追納保険料の還
付や年金の再裁定について、電話で
はなく、来所して説明を受けたいとの
ご意向でした。
○お客様が来所され、国民年金課長
とお客様相談室長が対応しました。再
度お詫びのうえ説明し、納付していた
だいた国民年金追納保険料の還付に
ついて了承を得ました。

○当該事象を担当課全員に周知する
とともに、国民年金保険料の追納がで
きる方について、周知・徹底しました。

内
部

○機構本部からの回答により、担当者
が被保険者様宅を訪問し、再度お詫
びのうえ、付加保険料を収納し、了承
を得ました。

のです。

○区役所に免除却下者リストを渡した
うえで、所得情報の確認依頼をしまし
た。確認の結果、審査誤りであったお
客様について事務センターに却下の
取消及び再審査を依頼し、修正しまし
た。
○審査誤りであった対象のお客様に、
免除承認通知書とお詫びの手紙を送
付しました。また、決定誤りの却下通
知書を返送していただくよう依頼しまし
た。
○却下通知書の返送がなかった６名
の方について、訪問を実施しました。
その結果、２名分の回収と後日郵送で
１名の回収を受け、２２件中１９件の回
収ができました。
○ 収 きな 名 お客様 き

○国民年金保険料継続免除が却下となった
お客様より、「継続免除が却下されたが、確
認してもらいたい」とのお問合せがありまし
た。
○区役所に所得確認をしましたところ、却下
の決定は誤りであり、全額免除の対象となる
ことが確認できました。審査の過程において
継続免除の審査基準となった所得情報に誤
りがあったことが判明しました。

外
部

○区役所にシステムの修正を依頼し、
修正をするとともに適正なデータ提供
を指示しました。

22名 ― 0

継続免除
申請にか
かる誤った
所得情報
の提供に
よる審査
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京 世田谷 2010年7月中旬 2010年8月13日

○区役所より所得情報の提供があり、当所
においてオンライン端末に登録をしました。当
該データを元に継続免除の審査を行いまし
たが、区役所より提供を受けたデータが誤っ
ていたことが原因で、全額免除を承認すべき
方を却下としていました。
○区役所から提供を受けたデータについて
は、本来であれば所得の計算の中に含まれ
ないはずの分離譲渡所得が含まれているも
のでした。区役所では今年度よりシステムを
変更しており、その際にエラーが発生してし
まったことが原因です。98

○回収のできない３名のお客様につき
ましては再度訪問しましたが、接触が
できませんでした。接触ができないお
客様あてに再度お手紙にて連絡をし
ているところですが、今後も回収の依
頼を行っていきます。

29
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99

クレジット
納付停止
解除の入
力処理漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

埼玉 大宮 2009年6月29日 2010年11月12日

○お客様より、「平成２２年度分のクレジット
納付による１年前納振替がされていない」と
の電話連絡がありました。
○確認しましたところ、平成２１年６月にクレ
ジット納付停止解除の入力処理をしていない
ことが判明しました。

○平成２１年６月にクレジットカードによる平
成２１年度の１年前納がされていないとの電
話連絡がお客様からありました。その後、お
客様がクレジット会社に確認し、限度額超過
による振替不能であったため、来年以降の振
替の依頼を受けました。しかし、停止状態と
なっていた口座振替情報の解除入力処理を
しなかったものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様に電話し、今回の
事象を説明してお詫びをしました。クレ
ジット納付の前納割引額で納付を希望
されていることから、機構本部に協議
することとしました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様の勤務先に訪問し、再度お
詫びをするとともに、前納割引額での
保険料を領収し、了承を得ました。

○ミーティングにて課員に事象を説明
し、クレジット納付での振替不納に対
する、事務処理を再度確認のうえ、注
意喚起を図りました。

外
部

国民年金
付加保険

○お客様より、「平成２２年５月に平成２２年４
月分の１ヵ月の付加保険料納付書が送付さ

○付加保険料の入力処理を行う際に、クレ
ジット利用者の方で、納付書により１年前納

○年金事務所の担当者からお客様に
お詫びのうえ、経緯を説明しましたとこ

○事象を周知するとともに、ダブル
チェックの徹底を図ることとしました。

100

険
料納付書
作成漏れ
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

埼玉
事務

センター
2010年5月26日 2010年11月30日

月 月 険
れてきたが、平成２２年５月分以降の納付書
が送付されてこない」とのお問合わせが年金
事務所にありました。
○確認しましたところ、平成２２年４月分の納
付書のみを作成送付し、平成２２年５月分以
降の納付書を作成送付していなかったことが
判明しました。

、
された方が付加年金を申し込まれた場合に
は、納付書が自動発送されないことをわから
ずに、時効直前の納付書のみを作成し、以
降の付加保険料納付書を作成せずに処理を
完了していました。
○一次チェック、二次チェックの際にも、未作
成を発見できなかったものです。

1名 ― 0

う 、 を
ろ、付加保険料を納付させてほしいと
のことでしたので、機構本部に協議す
ることとしました。
○機構本部からの回答により、年金事
務所の担当者がお客様宅を訪問し、
付加保険料を収納し、了承を得まし
た。

徹 を

外
部

101

国民年金
保険料納
付書作成
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処

埼玉
事務

センター
2010年5月26日 2010年11月30日

○国民年金付加申出をされたお客様より、
「平成２２年５月に平成２２年４月分１ヵ月の
付加保険料納付書が送付されてきたが、平
成２２年５月分以降の付加保険料納付書が
送付されてこない」とのお問合せが年金事務
所にありました。
○確認しましたところ、平成２２年４月分の付

○平成２２年５月に付加申出の入力処理を行
う際に、定額保険料が既に前納済であったこ
とから、平成２２年度分の付加保険料納付書
を作成し、送付すべきところ、誤って平成２２
年４月分の納付書のみを作成し、平成２２年
５月以降の付加保険料納付書を作成しな
かったためです。 1名 ― 0

○年金事務所の担当者からお客様に
お詫びし、経緯を説明しましたところ、
納付することができなくなってしまった
付加保険料を納付させてほしいとのお
話がありましたので、機構本部に協議
することとしました。
○機構本部からの回答により、年金事

○職員に事象を周知するとともに、ダ
ブルチェックの徹底を図ることとしまし
た。

外
部処

理
遅
延

センター ○確認しましたところ、平成２２年４月分の付
加保険料納付書のみを作成送付し、平成２２
年５月分以降の付加保険料納付書を作成送
付していなかったことが判明しました。

かったためです。
○また、決裁においても、未作成のチェック
漏れをしたことによるものです。

○機構本部からの回答により、年金事
務所の担当者がお客様宅を訪問し、
付加保険料を収納し、了承を得まし
た。

部

102

国民年金
保険料免
除・納付猶
予申請書
の未処理
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

神奈川 高津 2008年5月30日以降 2010年11月8日

○区役所より、「進達したはずの平成１９年度
分の国民年金保険料免除・猶予申請書（以
下申請書）が未決定である」との指摘があ
り、当所で区役所からの情報を基に確認しま
したところ、Ａ様の申請書が処理されていな
いことが判明しました。

○区役所保管データによると、申請書を区役
所で受付し、所得情報を確認した後、旧高津
社会保険事務所へ進達をしたこととされてい
ます。
○平成２０年当時には、個人を特定できる受
付簿が作成されていなかったため、区役所か
らの進達を受付していた事実が確認できない
状況です。また、当所に保管されている書類
の確認を行いましたが、Ａ様の申請書の所在
は確認できませんでした。

1名 ― 0

○担当者がＡ様に電話し、お詫びのう
え、今回の事象について説明し、了承
を得ました。
○事務センターにＡ様の免除入力処
理を依頼し、処理完了の連絡がありま
した。
○免除の承認通知書をＡ様あてに送
付しました。

○朝礼にて本案件の事象について課
員に報告し、受付簿の入力漏れを生じ
させないよう徹底しました。
○また、区役所の担当者と連携を密に
して、進達漏れや処理漏れを発生させ
ないよう、定期的にチェックを行うよう
指示しました。

外
部

103

領収済通
知書処理
票の入力
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

群馬
事務

センター
2010年5月14日 2010年12月27日

○お客様から、「平成２０年１０月分から平成
２３年３月分まで納付済であるが、国民年金
保険料の控除証明書の中に、平成２１年４月
分のものが記載されていない」とのお問合せ
が年金事務所にありました。
○確認しましたところ、領収済通知書処理票
（納付書分再入力）の入力漏れであることが
判明しました。

〇本来、領収済通知書入力エラー一覧表に
より、領収済通知書処理票（納付書分再入
力）の入力をすべきところ、入力が漏れたも
のです。

1名 ― 0

〇年金事務所において、納付記録の
追加訂正及び控除証明書の再発行を
し、お客様にお詫びのうえ、説明し、了
承を得ました。

〇今後、領収済通知書入力エラー一
覧表はグループ長が管理して、入力
漏れが発生しないように担当者に周
知・徹底しました。

外
部

30
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104

国民年金
保険料納
付記録追
加漏れに
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 墨田 2010年2月3日 2011年1月12日

○お客様が来所され、「平成２１年３月分の
国民年金保険料を平成２２年１月に納付した
にもかかわらず、催告状兼過年度納付書が
送付されてきた。事実関係を調査してほし
い」とのお申出がありました。
○確認しましたところ、納付記録の追加処理
が行われていないことが判明しました。

○調査の結果、特別支給の老齢厚生年金が
請求処理中のため、平成２２年２月に国民年
金過誤納者整理票が出力されました。一旦
過誤納者整理票を取消し、本来であればそ
の後裁定処理が終了した時点で納付記録を
追加しなければならないところ、これを怠って
いたことが原因です。

1名 ― 0

○納付記録の追加処理をしました。
○担当者が調査結果をお客様に説明
したうえでお詫びし、了承を得ました。
○過去において同様なケースがない
かどうか再確認を行い、今回と同様な
ケースはないことを確認しました。

○今後における再発防止のため、マ
ニュアルに沿った取扱を徹底すること
とし、年金請求処理中の理由により過
誤納整理票が出力された際には、過
誤納整理票の取消と納付記録の追加
処理を同時に行い、合わせて決裁を
受けることを再度職員に周知徹底しま
した。

外
部

○年金事務所において、国民年金付加保険
料未納者一覧表から納付書発行履歴等を確
認しましたところ、国民年金付加保険料にか
かる納付書が発行されていない事象が３件

○担当者が３名のお客様に電話し、お
詫びのうえ、説明しました。改めてお客
様宅をお伺いすることとしました。
○担当者が３名のお客様宅にお伺い

○グループ内会議において当該事象
を説明し、入力処理後の納付書発行
まで確認するよう徹底しました。
○また、今回改めて入力処理後の納

○１件につきましては、付加申出入力後、本
来、納付状況を確認して随時分としての付加
保険料納付書を作成送付すべきところ、納付
書の作成をせず、送付していなかったため、

国民年金
付加保険
料納付書
の送付漏 未

○本来は、コンビニエンスストア本部
でのみ収納取消処理を行っていました
が、店舗で行えるようにし、また、従業
員に対しての収納事務に関する教育
を行ったとの報告が、コンビニエンスス
トア本部よりありました。

コンビニエ
ンスストア
で収納さ
れた国民
年金保険
料の確報
データ未 未

2011年1月17日

かる納付書が発行されていない事象が３件
判明しました。

○担当者が３名のお客様宅にお伺い
し、再度お詫びのうえ、説明し、付加保
険料を領収し、了承を得ました。

○また、今回改めて入力処理後の納
付書発行について、確認するよう徹底
しました。

書の作成をせず、送付していなかったため、
付加保険料分が納付できず未納となりまし
た。その原因は決裁段階での確認漏れで
す。
○２件につきましては、付加保険料の申出の
入力後、本来、随時分として付加保険料分の
納付書を作成送付すべきところ、納付書の作
成をせず、送付していなかったため、付加保
険料分が納付できず未納となりました。その
原因は決裁段階での確認漏れです。

○コンビニエンスストアの公共料金センター
より、お客様から国民年金保険料を収納した
にもかかわらず、納付確報データを送信して
いなかったとの連絡があり、データ未送信が
判明しました。

○お客様は平成２２年５月～平成２３年３月
までの前納国民年金保険料の納付書を持参
され、コンビニエンスストアＡ店に来店されま
した。お客様がクレジットで支払したいとのお
申出があり、決済を行おうとしましたが、カー
ドの磁気不良のためにできず（コンビニエン
スストア本部での収納取消処理１回目） １０

○コンビニエンスストア本部よりお客様
にお詫びの連絡をしていますが、連絡
が取れないので、引続き対応するとの
報告がありました。
○コンビニエンスストア本部から、誤っ
て取消した収納データをもう一度送信
するように指示しました お客様の納

内
部

の送付漏
れ等につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

山口
事務

センター
2010年5月10日
2010年5月17日 3名 ― 0105

国民年金
保険料の
還付支払
処理の誤

○支払予定の国民年金保険料還付金につ
いて、年金局事業管理課からの指摘により
確認しましたところ、誤った金額での支払処
理が行われることが判明しました

○国庫金の支払処理に必要な債主コードに
ついて、年金局から払出を受け、機械的に取
込んでいますが、一部機械的に取込めない
ものについては手作業で処理する必要があ

○振込金融機関へ振込中止依頼を取
り急ぎ電話にて行い、年金局事業企
画課から日本銀行へ国民年金保険料
還付金支払の停止を依頼しました

○決裁時において、高額な還付金額
については、事務センター・年金事務
所からの入力データと相異がないか、
目視による確認を行うこととしました

外
部

2010年7月13日 1名

デ タ未
送信につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

本部
国民

年金部
2010年5月30日 ― 0

スストア本部での収納取消処理１回目）、１０
分後に再決済しましたがこれも行えず、２回
目の収納取消を行いました。
○翌日、Ａ店にお客様が再来店され、再度ク
レジットカード支払を試みましたが、決済がで
きず（収納取消処理３回目）、その後Ｂ店にて
現金でお支払されました。
○コンビニエンスストア本部にてデータを作
成する際、現金でお支払のあったデータを機
構本部に送信するところを、人的ミスにより、
送信するべきデータでないと認識し、お客様
の納付のデータの反映が遅延しました。

するように指示しました。お客様の納
付記録は正しく収納されました。

106

107

処理の誤
りについて 入

力
誤
り

本部
国民

年金部
2010年4月16日 2010年4月19日

理が行われることが判明しました。 ものについては手作業で処理する必要があ
り、その際、誤って金額の欄に債主コードを
入力してしまっていたものです。
○高額の還付金は前例があったため、特に
疑うことなく審査、決裁が完了したものです。

1名 ― 0

還付金支払の停止を依頼しました。
○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、還付すべき２件のうち１件が遅
れて振込される旨を説明し、了承を得
ました。後日、お客様の指定口座へ入
金されたことを確認ました。

目視による確認を行うこととしました。

外
部

31
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外
部

― 0

○お客様が来所された際に、「平成２
２年１０月分からの前納をしたいと言っ
た際に、年金機構から届いた納付書
により納付してくださいとしか言われて
いないので、本日ここで差額分を納付
したい」とのお申出をされましたが、機
構本部と協議のうえ、後日連絡するこ
とで了承を得ました。
○機構本部からの回答により、お客様
に担当者より電話し、再度お詫びのう
え、平成２２年１０月分からの半年前納
保険料との差額納付できることをお伝
えました。
○お客様のご主人様が来所され、差

○保険料前納希望者の方及び付加保
険料納付希望者の方に対する納付説
明については、お客様に再度意思確
認をするようにしました。
○また、市町村に対しても月末近くの
前納希望者に対しては、年金事務所
を案内するよう周知しました。

○市役所にてお客様のご主人様が国民年金
加入の手続きを行った際、「保険料納付は平
成２２年１０月分からの付加年金を含め前納
で納付したい」とのお申出がありました。市役
所担当者は、「年金事務所より届く納付書で
納付してください」と対応しました。市役所に
て受付された届書は、同日、年金事務所に
回付され、受付し、入力処理を行いました。
○本来であれば、市役所担当者が「平成２２
年１０月分～平成２３年３月分の前納納付書
の作成をお願いします」と作成依頼期間を明
確に年金事務所担当者へ伝えなければなら
かったところ、それを怠ったこと、年金事務所
担当者が市役所から依頼を受けた納付書作

1名2010年10月28日 2010年11月11日

○お客様が来所され、「自宅に郵送された国
民年金保険料納付書（以下、納付書）の前納
の納付書により平成２２年１１月９日に納付し
たが、後日確認すると平成２２年１０月分が
含まれていないことに気が付いた。市役所で
手続をした際に、平成２２年１０月分からの前
納をしたいと言っていたので平成２２年１０月
分からの前納での納付をさせてほしい」との
お申出がありました。
○確認しましたところ、初回に送付された納
付書について、平成２２年１０月分の国民年
金保険料を含まない前納の納付書が発行さ
れていました。

国民年金
保険料前
納納付書
の誤作成
について

通
知
等
の
作
成
誤
り

神奈川 厚木108

109

国民年金
保険料納
付書の送
付誤りに
ついて

通
知
等
の
作
成
誤
り

東京 杉並 2010年5月6日 2010年11月26日

○お客様から、「付加保険料の納付を申出て
いるにもかかわらず、納付した平成２２年４月
分から平成２３年３月分の保険料に付加保険
料が含まれていない」との連絡がありました。
○確認しましたところ、お客様から納付書の
再発行の依頼を受けた際に、付加保険料を
含まない納付書を作成していたことが判明し
ました。

○お客様は付加保険料の納付をお申出に
なっていることから、本来であれば平成２２年
４月分の付加保険料を含んだ納付書及び平
成２２年５月から平成２３年３月分の付加保
険料を含んだ前納用納付書を作成しなけれ
ばならないところ、担当者が納付書作成の際
に保険料区分を誤って入力したこと並びに作
成した納付書の内容確認を怠ったため、誤っ
て付加保険料を含まない定額保険料のみの
納付書を作成し、発送してしまいました。

1名 ― 0

○担当課長よりお客様に電話し、お詫
びのうえ、今回の事象の説明を行うと
ともに、今後の対応について機構本部
と協議することとしました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様宅を訪問し、付加保険料を受
領し、了承を得ました。

○国民年金課職員全員に当該事象を
説明し、国民年金保険料の納付書再
発行の処理を行う際には、チェックを
徹底するよう指示しました。

外
部

○お客様のご主人様が来所され、差
額を現金領収し、了承を得ました。

担当者が市役所から依頼を受けた納付書作
成依頼期間があいまいだった場合には、市
役所担当者に納付書作成期間について確認
するところ、それを怠ったことが原因です。

り

0

○国民年金課長が電話にて対応し、
お詫びと説明を行いました。もう一度
納付書を送ってほしいとのことでした
ので、再度納付書を送付しました。
○お客様から電話があり、「送られて
きた納付書が以前の納付書の金額が
同じであり、こちらとしては当初教えて
もらった金額の納付書が送られてくる
ものと思っていた。何を聞いているの
か」とのお申出があり、お客様宅へお
伺いし、誤った金額が書かれたことを
確認しました。再度お詫びのうえ、追
納については毎年加算額が変わるた
め、今回送付した金額でないと納付で
きない旨の説明を行いました。「記録
問題等で年金機構の資質が問われて

外
部

国民年金
追納保険
料の記載
誤りについ
て

通
知
等
の
作
成
誤
り

熊本 熊本西 2010年11月1日 2011年1月4日 ―

○お客様より、「夫の国民年金追納保険料納
付書の金額が以前教えてもらった金額と相
違している」とのお申出がありました。
○追納金額をご本人様あてに送付する際、
誤って平成２１年度中の納付金額を記載して
いたことが判明しました。

○追納額をお知らせするため、金額を記入し
ていますが、本来、平成２２年度の早見表で
確認し、記入するところ、誤って平成２１年度
中の早見表を見て記入したことによるもので
す。

1名

○課内会議において今回の事象を課
員に周知し、古い早見表は廃棄するよ
う指示し、あわせて個人様あての文書
については、複数人による確認を行う
こととしました。

110

問題等で年金機構の資質が問われて
いる現在で、このような誤りを起こすこ
とに対し不満と不信がある。再度納付
書を送るときにも、こちらの言い分を
ちゃんと理解しないまま送るのでこうい
うことになる。誤りに対し、きちんとした
対応を要請する」とのお話をいただき
ました。

り
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○Ａ様より、「他人の国民年金保険料を誤納
付した」とのお申出がありました。
○確認しましたところ、Ａ様あてにＢ様の国民
年金保険料納付書が誤って送付されたた
め、Ａ様がＢ様の国民年金保険料を納付して
しまったことが判明しました。

○Ａ様のご記憶では、かなり以前にご自宅に
Ｂ様の納付書が届き、その時点ではＢ様の
納付書であることを認識されていましたが、
その後、ご自身の納付書と混同してしまい、
当該納付書で国民年金保険料を納付されて
しまいました。
○当所において作成したＢ様の納付書が、
封入誤りにより誤ってＡ様に送付されたもの
と思われます。

○課内全員に、送付物封入封緘作業
要領に基づく、複数人でのチェックの
徹底の申し合わせをし、再発防止策に
取り組むべく周知徹底を図りました。

○国民年金課長がＡ様に連絡し、事実
関係をお伺いしたうえ、当所よりＢ様に
連絡して事実確認をする必要があるこ
とを説明し、後日連絡することを伝え
て了承を得ました。Ａ様からは、誤納
付した保険料については必ず返還す
るよう、お申出がありました。
○Ｂ様のご家族より連絡があり、「本
人は保険料を納付していない」との回
答がありました。ご本人様から文書で
ご回答をいただくようお願いをし、文書
を送付しました。
○Ｂ様より、保険料は納付していない
旨の回答文書の送付がありました。

国民年金
保険料納
付書の誤
送付につ
いて

誤

2007年3月23日 2010年1月4日
外
部

旨の回答文書の送付がありました。
○Ａ様へ連絡し、機構本部と協議をし
て後日結果を回答する旨を説明し、了
承を得ました。
○機構本部より回答があり、当事者で
ある２名の方に十分な説明をしたうえ
で納付記録整備後、誤って納付された
保険料を還付する旨の取扱を行うこと
となりました。
○Ｂ様へ年金記録の訂正についての
連絡文書を送付しました。
○Ａ様へ連絡のうえ還付請求書を送
付しました。
○Ａ様より還付請求書及び誤納付され
た領収書（原本）が送付され、お詫び
の文書を送付しました。
○誤って納付された保険料の還付を
行いました。

誤
送
付
・
誤
送
信

東京 江東 2名 ― 0111

外
部

2010年9月13日

○お客様が来所され、「免除申請の際に退職
特例制度を利用すると免除となる可能性が
高いという説明を受けたため、平成２１年度も
平成２２年度も全額免除になると認識してお
り、免除承認を前提に生活設計していたた
め、現状では保険料を納付できない」とのお
申出がありました。
○確認しましたところ、審査の結果、平成２１
年度分および平成２２年度分については配
偶者様の所得が免除基準を超えていたた
め、免除申請は却下されていることが判明し
ました。

― 0

○担当者が事象を確認し、説明不足
についてお詫びしましたが、お客様に
はご納得いただけませんでした。ま
た、お客様より免除承認してもらいた
い旨のお話がありましたが、配偶者様
の所得が免除基準を超えていることか
ら、免除承認される可能性はない旨の
説明をしました。それでも免除を承認
してほしい旨と、免除承認の数値基準
と審査方法について納得いかない点
がある旨を厚生労働省年金局に伝え
てほしいとのご要望があったため、今
回の事象を機構本部に報告させてい
ただくこと及び第３号被保険者に該当
する可能性があり 現在確認中である

○課員には世帯主様及び配偶者様の
所得についても説明を確実に行うこ
と、また、説明時には免除に関する
リーフレットを併用することを周知徹底
しました。
○また、あわせて説明漏れが窓口業
務全般において生じないよう窓口説明
のチェックリストを作成することとしまし
た。

国民年金
保険料免
除申請時
の説明不
足につい
て

説
明
誤
り

東京 練馬 2010年7月5日

○窓口説明の際、世帯主様および配偶者様
の所得も審査基準に含まれるため、本来で
あれば審査の結果免除申請が却下されるこ
ともある旨の説明をすべきところ、平成２１年
度および平成２２年度分申請免除の退職特
例制度の説明に重点を置いてしまったため、
審査基準の内容がお客様に伝わっておら
ず、その結果退職特例制度を利用すると全
額免除になる可能性が高いという表現のみ
が誇張され、お客様に過度の期待を抱かせ
てしまったことによります。

1名

行 ました。

112

する可能性があり、現在確認中である
旨をお伝えし、確認が取れ次第、お客
様に文書を送付し、お知らせすること
をお約束しました。
○後日、お客様あてに文書にて、免除
は承認されない旨、また第３号被保険
者に該当する可能性がある旨をお知
らせしましたが、お問合せはありませ
んでした。
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1名 ― 0

○担当者がご本人様に電話し、お詫
びのうえ、説明しました。今後の納付
について、機構本部と協議し、回答す
ることとしました。
○機構本部に、カード会社に依頼をし
て半年前納保険料の請求を取消し
て、ご本人様の口座から引落しされな
いようにし、平成２２年１１月分よりクレ
ジットカードによる毎月納付にできるよ
うに対応を協議し、クレジット会社から
の納付を取消できる旨の回答を得まし
た。
○担当者がご本人様に電話し、再度
お詫びのうえ、半年前納保険料の請

○朝礼で、クレジットカード納付申請の
サイクルについて、周知徹底を図りま
した。

外
部

国民年金
保険料ク
レジット納
付振替方
法変更に
係る処理
誤りについ
て

説
明
誤
り

大阪 玉出 2010年10月8日 2010年11月2日

○ご本人様より、「クレジット納付の振替方法
変更（半年前納から毎月納付）の手続きを行
い、平成２２年１０月分より毎月納付に変更と
なった通知も受けているにもかかわらず、ク
レジット会社より半年分保険料の請求がきて
いる。一括納付が困難であるため事前に確
認し、変更が可能である旨の説明を受け、至
急手続きが必要であることだったので、取り
急ぎ届出を行ったが、どういうことか」とのお
電話がありました。
○確認しましたところ、クレジット納付の変更
申出の締切日以降に変更処理が行われてい
たことが判明しました。

○平成２２年１０月初旬、ご本人様よりクレ
ジット納付の振替方法変更についての相談
を受けた際に、辞退の申出後、再度クレジッ
トカード納付申出書を提出していただくよう説
明すべきところ、通常口座振替でのサイクル
を基に誤った説明をしてしまいました。

113

114

国民年金
保険料前
納にかか
る説明不
足につい
て 説

明
誤
り

兵庫 加古川 2010年11月1日 2010年11月1日

○平成２２年１０月分～平成２３年３月分の国
民年金保険料を前納したいとお客様が来所
されましたが、国民年金課職員が現金の持
参が必要であることを説明していなかったこ
とが判明しました。

○市役所で平成２２年１０月２９日に受付した
資格取得届が、平成２２年１１月１日、年金事
務所に届きました。市役所で応対した職員よ
り相談を受けた国民年金課職員は、「本日
（平成２２年１１月１日）は前納の納付期限の
ため、平成２２年１０月から平成２３年３月ま
での前納納付書が機械作成できないため、
原符で領収する」と答えましたが、市役所で
応対した職員は、手書きの納付書を作成し、
窓口で交付すると理解したため、市役所の職
員に現金を持参するよう連絡していなかった
ためです

1名 ― 0

○お客様が来所され、平成２２年１０月
分からの前納を希望されたため、機構
本部と協議のうえ回答することとしまし
た。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様宅を訪問し、あらためてお詫
びのうえ、平成２２年１０月分～平成２
３年３月分前納保険料を領収し、了承
を得ました。

○課内会議において事象を説明し、前
納納付書の翌月初日作成がシステム
上できないため、現金を持参していた
だき、領収を行うことを再周知しまし
た。

外
部

お詫びのうえ、半年前納保険料の請
求を取消して、平成２２年１０月分は納
付書で納付していただき、平成２２年１
１月分からはクレジット納付の毎月納
付となる旨を説明し、了承を得ました。

ためです。

外
部

0

○お客様へ担当者から架電し、既に
平成２０年度の免除・猶予申請期日が
経過していることから当所では判断で
きないため、機構本部に状況を報告
し、指示を受けた後で回答する旨をお
伝えしました。
○機構本部からの回答により、遡及申
請は認められない旨をお客様へお伝
えし、再度お詫びしました。あわせて
未納期間の保険料納付をお願いし、
納付の了承を得ました。
○お客様に当該結果についての書面
を送付しました。

○市役所国保年金課に当該事象につ
いて再確認し、正確な制度説明の周
知徹底を図るように指示しました。
○今回の事象をねんきんダイヤル担
当者に対し、周知・徹底しました。

○お客様から、「平成２０年度の免除・猶予申
請を受付して、猶予を認めてほしい」との要
望がありました。
○確認しましたところ、説明誤りが判明しまし
た。

○平成１９年度の離職を理由とした特例免除
の申請に際して、本来、毎年申請が必要であ
ることを説明すべきところ、市役所職員が継
続審査の対象になるものと思い込み、平成２
０年度は申請書が提出不要であるとの案内
をしてしまったことから、結果的にその申請期
日が経過し、お客様が平成２０年度の申請書
を提出し、審査を受けることができなくなって
しまいました。
○その原因は、市役所国保年金課での当初
の説明誤りに加えて、その後の照会時にお
いても、市役所及びねんきんダイヤルの双方
で、一般的な申請書の取扱いについてのみ
の回答をしたことによるものです。

1名 ―2008年4月8日 2010年7月2日

特例免除
の説明誤
りについて

説
明
誤
り

本部
年金
相談部

115
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○免除申請書を郵送にて当事務センターで
受付し、受付簿上は、前年所得額確認のた
め、申請書を被保険者様の住所地の市町村
に対して回送済」と表示されていましたが、現
時点でも未決定であったため、年金事務所
担当者が当該市町村に処理状況の確認をし
たところ、申請書を受付していないとの回答
でした。連絡を受け、当事務センターに当該
申請書が保管されていないか捜索しました
が、見当たりませんでした。
○当事務センター担当者より当該市町村へ
事実関係を再度確認しましたが、「市町村と
しては申請書を受付した事実は確認できな
い」とのことでした。なお、同日に送付した他

国民年金
保険料免
除申請書
の紛失に
ついて 受

理
後
の
書
類
管
理
誤
り

山形
事務

センター
2010年10月19日 2011年1月14日

○年金事務所から、「事務センターで郵送受
付した国民年金保険料免除申請書につい
て、前年所得額確認のため、市町村に対して
回送済となっているが、担当者が当該市町
村に処理状況の確認をしたところ、申請書を
受付していないとの回答だった」との連絡が
ありました。
○確認しましたところ、申請書の紛失が判明
しました。

1名 ― 0

○事務センター担当者がお客様に電
話し、お詫びのうえ、事情を説明し、あ
らためてお客様宅を訪問し、事情説明
とお詫びをし、免除申請書をご記入い
ただき、了承を得ました。

○グループ内ミーティングにおいて、こ
れまで以上に封入封緘時の２名での
相互チェック及び発送担当者への引
渡し時の相互チェック等を再度徹底す
ることとし、あわせて受付簿による進
捗管理の徹底を申し合わせました。

内
部

116

117

国民年金
保険料の
督促事跡
管理票の
紛失につ
いて 事

故
等

東京 江戸川 2011年1月24日 2011年1月25日

○督促対象者の方のご家族から、「手元に督
促事跡管理票と付属資料が届いている」との
電話連絡があり、督促対象者の方のご自宅
を訪問した際に、「督促事跡管理票」等を紛
失していたことが判明しました。

○督促対象者の方へ、督促事跡管理票及び
付属資料を紛失したことの連絡及び警察へ
の届出をしようとしていましたところ、督促対
象者のご家族から電話があり、「督促事跡管
理票が管理人のポストに届けられ、手元に届
いている」との連絡がありました。
○訪問した際に「督促事跡管理票」等を持っ
ているか確認をせず、落としたことに気づか
ずに、次の対象者宅へ移動したことによる書
類管理の不徹底が原因です。

1名 ― 0

○督促対象者の方のご家族に電話に
てお詫びをしました。後刻、督促対象
者の方のご家族が来所され、書類一
式をお届けいただきました。再度お詫
びのうえ、了承を得ました。

○当該職員に注意するとともに、全職
員に対して注意喚起を行いました。ま
た、訪問する際には督促事跡管理票
は持ち出さず、必要最小限の記録だ
けを備えて赴くこととし、訪問先を移動
する場合はその都度書類の確認を２
名でするよう周知徹底しました。

外
部

い」とのことでした。なお、同日に送付した他
の書類は届いているとの回答でした。

り

コンビニエ
ンススト
ア・オー
ナーの国
民年金保
険料着服
による収
納年月日
記録の乖
離につい
て

事
故
等

本部
国民

年金部
2010年4月27日 2010年6月23日

○収納代行を依頼している事業者から、コン
ビニエンスストア本社に対して、「平成２２年４
月２７日にこの店舗でお客様がお納めになっ
た収納データが平成２２年５月２６日付になっ
ている」との連絡がありました。
○確認しましたところ、コンビニエンスストア
のオーナーが、スキャンしたデータを一旦取
消してお客様から受取った金銭を着服し、後
日再スキャンし、その時に納付していたかの
ように見せかけていたことが判明しました。

○実際の来店日（納付日）と機構の「収納年
月日」に乖離が生じていました。
○コンビニエンスストアが預っている領収済
通知書の収納印が黒塗りなど、改ざんされて
いました。

10名 ― 0

○お客様の来店日（納付日）と機構の
収納年月日記録に乖離が見られる点
の対応については、お客様がお持ち
の領収書の領収印が来店日（納付日）
であれば、領収証書の訂正をすること
なく、領収済通知の日付を訂正させる
こととしました。また、お客様領収印が
来店日（納付日）以外、もしくは印が押
されていないようであれば、来店日の
印を押すよう指示し、機構収納年月日
記録もコンビニエンスストア側が、お客
様の来店日時（本来の納付日）をス
キャンによって把握しているため、そ
の日をもとに訂正することとしました。
○お客様の納付記録を補正しました。

○コンビニエンスストアが預かっている
領収済通知が改ざん・黒塗りにされて
いることについて、機構から、今後この
ようなことがないよう指示しました。

事
件
等

118
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コンビニエ
ンスストア
で収納した
国民年金
保険料の
データの
誤送信に
ついて

事
故
等

本部
国民

年金部
2010年5月7日 2010年7月2日

○事務センターより、「Ａ様の平成２２年４月
の国民年金保険料が平成２２年５月７日に収
納されていることが窓口装置画面で確認で
き、領収済通知書過誤納発生者一覧表に
は、同日に同期間の保険料の収納があり、
過誤納者としてあがってきている」との連絡
がありました。
○また、「Ｂ様の保険料を平成２２年５月７日
に納めたにもかかわらず、未納になってい
る」との連絡があり、調査をしましたところ、コ
ンビニエンスストアがＡ様とＢ様の国民年金
保険料を収納しましたが、会計を掌る部署
（公共料金センター）の人的ミスにより、Ｂ様
の収納データを作成せず、Ａ様の収納データ

○コンビニエンスストア店舗にて、Ａ様及びＢ
様の国民年金保険料の支払を店員が受けま
した。Ｂ様の払込票の受付時、レジ操作にミ
スがあり、Ｂ様の払込票をコンビニエンススト
ア本部担当者へ取消依頼送付しました。ま
た、Ｂ様の払込票を再収納しようとしましたと
ころ、誤ってＡ様の払込票をレジにてスキャン
し、Ａ様・Ｂ様の払込票をコンビニエンスストア
本部へ送付しました。コンビニエンスストア本
部担当者より、公共料金センターへ取消依頼
処理を送付しました。
○公共料金センターにて、Ｂ様の収納データ
の取消をしました。
○公共料金センターにて、Ｂ様の払込票が回

2名 ― 0

○機構本部から、住所を管轄する年
金事務所へ指示し、Ａ様とＢ様の納付
記録は正しく補正しました。
○この事案が起こった時点で他にも同
様案件があるか、再確認をコンビニエ
ンスストア本部に行い、他の事故はな
い旨の報告を受けました。

○データ処理時において、人的な確認
での入力となっていましたが、システ
ムにてスキャン登録を実施することの
徹底を図るとの報告が、コンビニエン
スストア本部からありました。

内
部

119

の収納デ タを作成せず、Ａ様の収納デ タ
を機構本部に２度送信したとの報告が、コン
ビニエンスストア本部よりあり、データの誤送
信が判明しました。

○公共料金センタ にて、Ｂ様の払込票が回
収され、確認した結果、再収納された収納
データと誤認識し、本来であればＢ様の払込
票の収納データを追加し、Ａ様の払込票の再
収納データを取消処理を実施しなければなら
ないところ実施できず、Ａ様の払込票のデー
タを２度送信し、Ｂ様の払込票の未送信とな
りました。

コンビニエ
ンスストア
店長によ
る国民年
金保険料
の着服に
より、お客
様の納付
記録が反

○コンビニエンスストア本部から、 「Ａ店で国
民年金保険料を支払ったが、未納とのお知ら
せがあったとの連絡がお客様から入り、調査
をした結果、Ａ店の店長がお客様から預った
保険料を私的に流用していたことがわかっ
た」との連絡がありました。
○流用した保険料は後日納付されましたが、
実際の納付日と記録上の収納年月日に乖離
が生じました

○平成２２年６月７日、お客様が平成２２年４
月分、５月分、平成２２年６月～平成２３年３
月の国民年金保険料を納付された際に、納
付書のバーコードをレジで読取して納付した
データが作られましたが、その取消を行い、
平成２２年４月分、５月分は後に再度読み取
り、平成２２年６月～平成２３年３月分につい
ては、取消して流用したまま、放置していまし
た

○コンビニエンスストア本部が店長に
対し確認した結果、着服を行っていた
ことを認めたとの報告がありました。ま
た、当該店長との契約を解除したとの
ことでした。
○コンビニエンスストア本部は、今回
の事象について、市役所年金保険課、
年金事務所国民年金課、警察に報告
しました

○従業員に対する、収納代行業務の
重要性の周知、啓蒙、チェック体制の
強化を行うこととしましたとの報告が、
コンビニエンスストア本部からの報告
がありました。

記録が反
映しなかっ
た件につ
いて 事

故
等

本部
国民

年金部
2010年6月7日 2010年10月22日

が生じました。 た。
○平成２２年７月１日に、放置したまま使用期
限を過ぎたことに店長が気づき、お客様にお
詫びし、「代金はお返しするので、平成２２年
６月分と平成２２年７月～平成２３年３月の納
付書を年金事務所で再発行してもらってくだ
さい」と説明し、お客様は再発行された納付
書を持参され、Ａ店にて納付しました。しか
し、この際にもすぐに読取をせず、平成２２年
７月～平成２３年３月分のみ平成２２年８月２
日に読取し、平成２２年６月分は意図的に放
置していました。
○公金を取扱うことに対しての意識の漏れ及
びスキャン後、取消をしていることをコンビニ
エンスストア本部で確認できる状態であった
のに、それを怠っていました。

1名 ― 0

しました。
○コンビニエンスストア本部は、被害
者は１名で、国庫金支払は完了してい
ること、店長が不正を認めて調査に全
面的に協力したこと、契約解除をした
ことをかんがみ、告発等の措置は行わ
ないとのことでした。

事
件
等

120
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コンビニエ
ンスストア
店舗の従
業員が国
民年金保
険料を着
服した件に
ついて 事

故
等

本部
国民

年金部
2010年6月30日

～2010年8月27日
2010年8月30日

○収納代行を依頼している事業者から、コン
ビニエンスストア本部に対して、「当該店舗に
て収納されたとされる国民年金保険料が、
データ上、未納となっている」との連絡があり
ました。
○確認しましたところ、お客様からお預かりし
た国民年金保険料を入金処理せず、コンビ
ニエンスストア店舗の従業員が着服していた
ことが判明しました。

○コンビニエンスストア本部が調査しましたと
ころ、防犯カメラの映像から、当該店舗の従
業員が納付書をレジで受付し、スキャン登録
を行った後、その取消をしていることが確認
できました。
○お客様が納付した記録が反映されていま
せんでした。

9名 ― 0

○お客様が当該店舗にて納付した国
民年金保険料の記録は反映されてい
ませんが、コンビニエンスストア本部が
預かっている領収済通知と、明細デー
タ一覧表の整合性があるため、その
データの送信及び入金をする旨、指示
しました。
○事務センター及び年金事務所にて、
領収済通知の入力をしました。
○コンビニエンスストア本部に、お客様
へのお詫びを指示し、書面にてお詫び
し、お客様がお望みであれば、訪問し
て直接お詫び及び当該事象の説明を
することも対応することとしました。

○コンビニエンスストア本部に対し、今
後この様なことがないよう、正しい取扱
をするよう指示しました。

事
件
等

121

することも対応することとしました。
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122

加給年金
の過払い
について 確

認
・
決
定
誤
り

本部 支払部 2008年8月13日 2010年8月2日

○年金事務所担当者から、「受給原簿を確認
したところ、本来、加給年金がついて停止さ
れるべきところ、遡って支払予定になってい
る」との連絡がありました。
○確認しましたところ、加給年金の過払いが
判明しました。

○調査の結果、障害基礎年金と新規裁定さ
れた老齢基礎・老齢厚生年金を受給している
場合は、選択届及び老齢・障害給付加給年
金額支給停止事由該当届又は加給年金額
対象者年金受給報告書により、新規発生し
た老齢年金裁定時に、配偶者様に対する加
給年金状態表示変更する旨を機構本部に進
達する必要がありましたが、提出されなかっ
たことが原因です。

1名 過払い 891,000

○年金事務所のお客様相談室長がお
客様宅を訪問し、お詫びしました。事
情の説明をし、現金一括での返納申
出書を受理しました。
○債権管理グループあてに返納申出
書の送付及び納付書の発行を依頼し
ました。

○加給年金額対象者年金受給報告書
を新規発生した老齢年金裁定時に配
偶者様に対する加給年金状態表示変
更する旨を機構本部に進達する必要
があるため、留意事項を機構内部誌
に掲載済です。 内

部

老齢基礎
年金の繰
下げ請求

○お客様が老齢基礎年金（繰下げ）請求をさ
れるにあたって、受給資格確認を行いました
と ろ 配偶者様が平成 年 月に死亡さ

○平成１７年８月の老齢基礎年金繰下げ請
求に係る相談及び平成２１年６月に配偶者様
死亡による未支給請求のため 旧奈良社会

○所長が、お客様より、お申立を口頭
により受けました。
○老齢基礎年金の請求に いては

○所長よりお客様相談室職員全員に
事象を説明し、確認を十分に行ったう
えで よりきめ細やかな対応をするよう

123

下げ請求
の確認不
足による
説明誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

奈良 奈良 2005年8月24日
2009年6月17日

2010年9月29日

ところ、配偶者様が平成２１年５月に死亡さ
れ、お客様（請求者）が遺族共済年金を受給
されていることが判明しました。
○過去に年金相談を受けた際に、他の年金
の受給権を有した場合の説明がされなかっ
たとのお申出があり、説明していないことが
判明しました。

死亡による未支給請求のため、旧奈良社会
保険事務所へ来所された際に、確認が不十
分であったため、説明しなかったことが原因
です。
○遺族共済年金請求時に十分な説明がな
かったため、老齢基礎年金を請求しなかった
ことによる、平成２１年６月以降の本来受給
できる年金額を支払してほしいとのお申立で
した。

1名 未払い 1,586,666

○老齢基礎年金の請求については、
繰下げ請求として受理しました。
○遺族年金請求時に繰下げの説明が
なかったため、老齢基礎年金の請求
が遅れたことにより、支払われない時
効分が発生したことにご納得できない
とのことでしたので、審査請求につい
て説明しました。
○審査請求を受理しました。

えで、よりきめ細やかな対応をするよう
指示しました。

外
部

障害基礎
年金支給
差止の処
理誤りに
ついて

確
認
・

○障害基礎年金所得状況届の提出状況を
再度点検していましたところ、９名の受給者
の方について、所得状況届が提出済みであ
るのにもかかわらずこれを見落とし、未提出
と誤認して障害基礎年金所得状況届連名簿
の入力処理を行ってしまったことにより、平成

○提出状況の把握については所得状況届の
リストを活用し、はがき提出済の方はリストに
記載されている氏名をマーカーで塗り、未提
出の方については付箋を貼付していました。
後からはがきを提出された方については、本
来であれば担当者がリストの氏名をマーカー

○直ちに誤入力により支給停止となっ
た受給者の方全員に電話連絡をして
お詫びをするとともに、平成２２年１１
月に支払が遅延する旨をお伝えし、了
承を得ました。また、後日お詫びの手
紙を送付しました。

○はがき提出の有無については、リス
ト管理を確実に行い、障害基礎年金所
得状況連名簿を入力処理する際は、
担当者間で再確認のうえ、処理するこ
とを徹底するよう周知しました。

内
124 決

定
誤
り

東京 世田谷 2010年8月1日
～2010年9月21日

2010年10月1日

を 、
２２年１０月の年金支払分が差止めとなること
が判明しました。

あ を
で消込んで付箋を外さなければならないとこ
ろ、付箋の取外しを怠り、そのまま貼付され
ていたため、入力担当者が未提出の方と誤
認して障害基礎年金所得状況連名簿の入力
処理を行ったことが原因です。

9名 未払い 1,287,144

を
○その後、正常に支払がされているこ
とを確認しました。

内
部

125

年金受給
選択申出
書の処理
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

兵庫 加古川 2009年6月3日 2010年9月13日

○お客様から、「当初から、額は少ないが税
金の関係等から遺族厚生年金を受給したい
と申込んだはずなのに、老齢年金を選択とい
う処理がされているのはおかしい」とのお申
出がありました。
○確認しましたところ、年金受給の選択につ
いて、誤っていることが判明しました。

○本来、遺族厚生年金を選択処理すべきと
ころ、老齢厚生年金が選択処理されたため
選択誤りとなりました。その原因は年金受給
選択申出書の備考欄にゴム印で押印されて
いる、有利な年金を選択の文言を抹消せず
に進達したためです。

1名 過払い 124,652

○機構本部に遡って選択の訂正を依
頼し、平成２２年１１月随時払いで調整
を行いました。お客様にその旨連絡
し、了承を得ました。

○受付時の確認・チェックを再度徹底
するよう朝礼にてお客様相談室長より
周知しました。また、事務センターにお
いても周知してもらうよう連絡しまし
た。 外

部
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時効特例
給付支払
の確認不
足による
説明誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

高知 南国 2010年8月12日 2010年10月27日

○老齢厚生年金と国民年金通算老齢年金の
再裁定申出者であるご本人様の代理人が来
所され、時効特例給付の支払金額について
の照会がありました。
○確認しましたところ、手続時の相談担当者
の支払金額についての説明が誤っていたこ
とが判明しました。

○ご本人様の代理人が、ご本人様の年金記
録判明による再裁定の手続きをされました。
○ご本人様の場合、年金記録判明に伴い、
老齢厚生年金・国民年金通算老齢年金の年
金額はどちらも減額となりますが、老齢厚生
年金の受給権発生が早くなること及び厚生
年金保険料の還付金が発生するため、時効
特例給付については、本来、減額分と増額
分のどちらも時効の５年間以上遡り、相殺し
たうえでの金額が支払われる、と説明するべ
きところ、国民年金通算老齢年金の減額分
は５年間以上は遡らないと誤った説明をして
しまいました。

1名 その他 1,225,136

○所長及びお客様相談室長からご本
人様の代理人に、お詫びのうえ、これ
までの経過を説明し、記録を元に戻す
ことができること及び審査請求の説明
を行いましたが、ご納得いただけませ
んでした。
○審査請求をご案内し、審査請求書
に記入していただき受理しました。
○機構本部、ブロック本部と協議のう
え、所長、副所長及びお客様相談室
長がご本人様の代理人のご自宅に訪
問し、再度お詫びをしたうえで、職員の
責任については機構本部にて判断さ
れること及び減額分のご要望について

○お客様相談室内会議にて、時効特
例法の減額事案についての取扱につ
いて再度確認し、徹底を図りました。

外
部

126

れること及び減額分のご要望について
は、機構としては対応できず、審査請
求もしくは裁判に委ねるしかないことを
改めて説明しましたところ、「裁判を起
こす」とのお申出がありました。

老齢年金
裁定誤り
について

確
認
・
決
定
誤

茨城 水戸南 2005年12月1日 2010年10月9日

○お客様が来所され、「６５歳裁定後の年金
額が下がった理由は何か」とのお問合せが
ありました。
○確認しましたところ、NTT共済加入期間分
が、その後取得した共済期間があるのに、厚
生年金でもその期間を算入し支給していたこ
とが判明しました。

○平成１７年１１月、お客様が特別支給の老
齢厚生年金請求をされました。その際、提出
された共済年金加入期間確認通知書にNTT
共済加入期間が記入されていましたが、裁
定審査時に共済加入期間として入力処理が
されませんでした。
○また、厚生年金の資格記録からNTT共済
期間を抹消処理を行わずに、厚生年金期間
が重複裁定となったため、年金に過払いが
生じたものです。 1名 過払い 420,000

○担当者がお客様宅を訪問し、お詫
びのうえ、説明しました。
○担当者がお客様宅を再度訪問し、
支給金額の計算式や訂正後の金額に
ついて説明し、また共済年金加入期間
確認通知書を後日送付していただき、
訂正手続きをすること、返納について
了承を得ました。
○お客様が来所され、今回の事象に
対し、文書で回答を希望する旨、質問
書を提出されました。
○お客様あてに 質問書の回答を送

○課内会議において、共済組合に係
る期間確認に当たっては、審査を慎重
に行うよう、周知徹底しました。

外
部

127

誤
り

○お客様あてに、質問書の回答を送
付しました。
○所長及びお客様相談室長がお客様
宅を訪問し、お詫びのうえ、説明し、了
承を得ました。

老齢厚生
年金裁定
誤りについ
て

確
認
・
決 鳥取 鳥取 2010年3月5日 2010年11月29日

○加入記録のお知らせ回答票（受給者便）の
回答のため、年金加入記録の確認を行いま
したところ、農林漁業団体職員共済組合（以
下、「農林共済」）へ移管済の年金加入記録
について、誤って厚生年金加入期間として老
齢厚生年金の決定がされていたことが判明
しました。

○本来、農林共済へ移管した年金加入記録
については、農林共済組合員期間証明書を
確認のうえ、当該期間を老齢厚生年金の対
象とすべきではないところを、平成２１年１２
月に新たに判明した「資格取得日：昭和２７
年６月、資格喪失日：昭和３４年１月」の年金
加入記録について、厚生年金加入期間とし
て老齢厚生年金を決定（再計算）したため、
結果として老齢厚生年金が過払いとなったも
のです。

当該 録が 農林共
1名 過払い 7,763,279

○担当者がお客様宅を訪問し、お詫
びのうえ、今回の事象について説明し
ました。農林共済へ加入記録を確認す
るため、農林共済組合員期間証明書
（厚生年金等裁定用）請求書により農
林共済へ照会を行いました。
○農林共済より退職一時金支給済と
の回答がありました。
○担当者がお客様宅へ訪問し、再度
お詫びのうえ、説明し、返納について
も 承され 返納方法申出書を受付

○全体会議において当該事象を説明
し、同様の事象については、被保険者
名簿を調査のうえ、農林共済への移
管の有無について確認を行い、移管
がある場合には、農林共済への加入
記録の確認をお客様へ依頼するよう
に徹底を図りました。

内
部

128 決
定
誤
り

鳥取 鳥取 20 0年3月5日 20 0年 月29日

○原因は、当該記録がシステム上、農林共
済への移管記録に関する表示がなかったこ
とと、厚生年金保険被保険者名簿（以下、被
保険者名簿）にて農林共済への移管に関す
る記載があるにもかかわらず、すでに農林共
済に移管された加入記録であることに気づか
ないまま、厚生年金加入期間として再計算処
理を行ったためです。

1名 過払い 7,763,279

も了承され、返納方法申出書を受付し
ました。

部
128

39
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129

選択届の
受理誤り
について 確

認
・
決
定
誤
り

大阪 今里 2010年8月27日 2010年11月30日

○平成２２年年８月、障害年金の年金額の方
が多いとの説明を受け、老齢年金から障害
年金へ変更する選択届を提出されたお客様
から、企業年金の支払が止まったとのお問合
せがありました。
○確認しましたところ、企業年金の受給の有
無を確認せず、選択届の受付を行ったことが
判明しました。

○本来、相談担当者がお客様に、企業年金
の受給の有無確認及び障害年金を選択する
ことで企業年金が支給停止になることの説明
をすべきところ、確認及び説明をせず、窓口
装置で一見して金額の多い障害年金の支給
をすすめ、障害年金の選択届を受付しまし
た。そのため、企業年金の支給が停止され、
お客様が受給される年金額に影響が出たも
のです。

1名 未払い 68,400

○ブロック本部に確認し、選択届の提
出が当初よりなかったものとして処理
するように指示・回答を得たため、訂
正処理依頼書を作成し、機構本部あ
てに送付しました。訂正後の支払予定
を確認しました。
○担当者がお客様に電話し、訂正処
理が済んだこと及び支払予定につい
てお伝えし、了承を得ました。

○年金相談担当職員に対し、厚生年
金基金を受給されているケースの相
談については、特に注意する旨周知・
徹底しました。
○また、役職会議を通じて事象を説明
のうえ、十分注意を図るよう全職員に
周知・徹底を行いました。

外
部

老齢基礎
年金繰下
げ請求書

○老齢基礎年金の繰下げ請求をされたお客
様が、支給額変更通知書と当所で相談した
時の繰下げ支給開始月が違うとの とで来

○お客様が７０歳からの老齢基礎年金繰下
げ請求手続きのため来所され、誕生日前の
お申出であ たため 本来であれば 繰下げ

○ブロック本部に協議のうえ経過書を
送付し、ブロック本部経由で機構本部

協議依頼をしました

○課内研修を実施し、当該事象を説
明のうえ、注意喚起と再発防止の徹底
を図りましたげ請求書

の受付誤
りについて 確

認
・
決
定
誤
り

北海道 札幌東 2010年1月4日 2010年6月9日

時の繰下げ支給開始月が違うとのことで来
所されました。
○確認しましたところ、老齢基礎年繰下げ請
求書の受付に誤りがあったことが判明しまし
た。

お申出であったため、本来であれば、繰下げ
請求書と繰下げ申出日の指定届を受理すべ
きでしたが、対応した相談員が誕生日以降
で、かつ１２月中に手続きするよう促した際
に、送付時期について、１２月中に当所が受
付できるように送付いただくことの説明が不
十分だったため、お客様は１２月中に郵送す
ればよいと思い、繰下げ請求書を１２月下旬
に送付されました。
○当所の受付日が平成２２年１月４日にな
り、その日付で処理を行ったため、平成２２年
２月からの繰下げ開始となったものです。

1名 未払い 115,116

へ協議依頼をしました。
○機構本部より事象について協議した
結果、繰下げ申出日の指定届を平成
２１年１２月に受付したものとして訂正
処理を行うよう回答がありました。
○お客様相談室担当職員がお客様へ
電話連絡し、機構本部へ協議した結
果、受付日を変更することとなった旨
を説明し、了承を得ました。

を図りました。

外
部

死亡一時
金請求の
確認漏れ
について

○お客様ご自身の６５歳裁定請求について
相談があり、その際、「平成２０年に妻が死亡
した際の手続きで未支給の給付はあったが、
他に受給できるものはなかったのか」との質

○平成２０年１１月、お客様が来所相談され
た際、窓口担当職員は、亡き奥様の障害基
礎年金が平成２０年１０月に裁定されていた
ことから、死亡一時金は請求できないものと

〇死亡一時金請求書を平成２０年１１
月受付とし、支給してよいか機構本部
協議しました。
〇機構本部からの回答により、死亡一

○朝礼において、お客様相談室長より
今回の事象について職員へ周知し、
確認不足による説明漏れ等、同様の
事象を発生させないよう注意喚起を行

130

について
確
認
・
決
定
誤
り

青森 青森 2008年11月6日 2010年10月20日

他に受給できるものはなかったのか」との質
問がありました。
○確認しましたところ、障害基礎年金の年金
コードが確認されましたが、実際には受給権
発生直後の死亡により、支払がされていな
かったことから、死亡一時金の請求が可能で
あったことが判明しました。

ことから、死亡 時金は請求できないものと
判断し、その説明を漏らしていました。結果と
して、お客様は当時、死亡一時金の請求を行
うことができませんでした。
○その原因は、障害基礎年金裁定直後の死
亡であったことから、受給権者原簿記録のほ
か、支払記録等の確認も必要でしたが、支払
記録等の確認までは行っていなかったことに
よります。

1名 未払い 145,000

〇機構本部からの回答により、死亡
時金決定登録を実施し、お客様へお
詫びと経過説明を行い、了承を得まし
た。

事象を発生させないよう注意喚起を行
いました。

外
部

年金額仮
計算書の
事務処理
誤りについ
て

確
認

○平成２１年２月に過去の厚生年金加入記
録が３ヵ月間判明したことにより、年金額が
増額される旨の仮計算書に署名してご提出
をされた、ご本人様のご家族から、「年金額
の再裁定の連絡がまだないが、どうなってい
るか」とのお問合せがありました。
○確認しましたところ 受付後 進達不要と

○お客様の第四種被保険者記録について
は、受給可能な必要期間に達するまで加入
されていたものであり、第四種被保険者の資
格喪失要件である２０年になりません。
○記録統合によりそのまま年金額増額の対
象となるところ、統合された厚生年金保険の
３ 月分についてはその分 第四種被保険者

○機構本部より第四種記録を訂正す
る事案ではないとの回答を得て、副所
長よりご本人様のご家族に連絡し、こ
れまでの経過を電話にて説明のうえ、
お詫びし、了承を得ました。
○ご本人様のご家族より、支払が遅れ
ている旨の手紙を送 てほしいとのご

○今後同様の事務処理誤りを発生さ
せないため、所内研修を実施し、第四
種期間がある方の取扱い及び仮計算
書を提出されたお客様からのお問合
せに対する対応について全職員に徹
底しました。
○また 再裁定不要と判断した場合は

131

認
・
決
定
誤
り

東京 墨田 2009年2月10日 2010年12月10日

○確認しましたところ、受付後、進達不要と
表示されていることから、仮計算書を受理し
た際に第四種被保険者記録があるため、年
金額としては減額となるケースとして判断し
てしまったものと思われ、誤って、処理不要
の扱いとしていたことが判明しました。

３ヵ月分についてはその分、第四種被保険者
記録を短縮しなければならず、当該訂正処理
を行うことにより、平均標準報酬月額が下が
り、年金受給額が減額するケースであると
誤った判断をしてしまったため、年金記録の
訂正（年金記録の再計算）は必要ありません
との申出書をご提出いただいたものと誤認し
たことから、再裁定の進達を行わず、年金額
の改定が行われなかったものです。

1名 未払い 643,700

ている旨の手紙を送ってほしいとのご
意向を受け、ご本人様あてにお詫びの
手紙を送付しました。
○再裁定の進達処理を機構本部へ送
付しました。

○また、再裁定不要と判断した場合は
理由を付して決裁を受けることとしまし
た。 外

部
132

40
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133

年金受給
選択申出
書年金
コードの記
入誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

新潟
事務

センター
2010年9月3日 2010年12月10日

○年金事務所より、「年金受給選択申出書を
提出したが、選択申出内容とは異なる年金
支給になっている」との連絡がありました。
○確認しましたところ、選択申出内容とは異
なる年金支給になっていたことが判明しまし
た。

○審査の際に、年金受給選択申出書の年金
コードを誤って記載したためです。また決裁
においても記載誤りのチェック漏れをしたこと
によるものです。

1名 未払い 61,375

○担当者がご本人様のご家族に電話
し、お詫びのうえ、説明しました。ま
た、早急に選択の訂正手続きをするこ
とをお伝えしました。
○ブロック本部に電話しましたところ、
訂正処理を行うように指示がありまし
た。
○担当者がご本人様のご家族に電話
し、訂正後の年金の支払時期をお伝
えし、了承を得ました。

○担当職員に対して、年金コードを記
入時は記入誤りのないように慎重に記
入し、事後点検を確実に行うよう指示
しました。
○グループ職員に対して、今回の事象
を周知するとともに、審査・決裁時には
今回の事務処理誤りとなった項目につ
いて間違いのないよう、慎重に確認す
るよう指示しました。

外
部

遺族厚生
年金の決
定誤

○機構本部から遺族年金決定額に誤りがあ
る旨の事務連絡が送付されたことから、担当
者が 録お び請求書 確認を た結果

○遺族厚生年金の審査時に、請求者様の受
給資格のある遺族共済年金のコードを記載
漏れ 力前決裁時 も 載漏れ 気づ

○担当者より請求者様へ電話し、お詫
びのうえ、説明しました。また、訂正決
定 かかる 定を説 承を得ま

○担当職員に今回の事象を周知し、
審査時の記載漏れがないよう、注意す
るととも 決裁を依頼する前 共済定誤りに

ついて

確
認
・
決
定
誤
り

石川
事務

センター
2010年9月16日 2010年12月13日

者が記録および請求書の確認をした結果、
遺族厚生年金決定時に遺族共済年金のコー
ドを記載漏れしたため、遺族共済年金の情報
を得ず、結果として遺族共済年金の額を考慮
せずに年金を決定したことが判明しました。

漏れし、入力前決裁時にも記載漏れに気づ
かず、入力委託しました。
○遺族厚生年金決定にあたっては、請求書
の受給資格のある４年金（退職共済年金・老
齢厚生年金・遺族共済年金・遺族厚生年金）
を考慮して（請求者65歳以上のため先あて）
決定すべきところ、遺族共済年金コードを入
力漏れしたため、３年金で決定しました。
○請求書には共済データが必要な方の付箋
を貼ってありましたが、請求者が退職共済の
受給権者のため、警告リストの点検でも記載
漏れを見落としました。
○このため、遺族共済年金の額を考慮しない
遺族厚生年金を決定し、誤った年金額と支給
停止額の年金証書を送付しました。

1名 ― 0

定にかかる予定を説明し、了承を得ま
した。
○遺族厚生年金請求書を入力し、新
規裁定されました。
○遺族厚生年金の取消処理を行いま
した。
○年金給付グループ長と担当者が請
求者様宅を訪問し、再度お詫びのう
え、新規裁定した遺族厚生年金の年
金証書をお渡しすると同時に、先に
誤って決定した遺族厚生年金の取消
通知書をお渡しし、遺族厚生年金の年
金証書を返戻していただき、了承を得
ました。

るとともに、決裁を依頼する前に共済
記録のある場合の再点検及び決裁時
にも注意するよう指示しました。
○なお、点検や記載漏れ防止のため
点検シートを作成し、事務処理誤りの
防止をすることとしました。

内
部

134

135

国民年金
特例高齢
任意加入
者の合算
対象期間
の確認誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

高知 高知東 2007年9月28日 2010年12月13日

○お客様が老齢年金裁定請求手続きのため
来所された際、相談担当者による聞き取りに
より、過去の年金相談において、６０歳以降
の国民年金任意加入についての確認漏れに
よる誤りが判明しました。

○お客様が老齢年金の受給資格要件につい
ての相談のため来所された際、本来であれ
ば、お客様の学生期間の有無についても確
認するべきところ、確認を行わず、年金受給
資格を満たしていないとして、国民年金被保
険者資格取得申出書（６０歳以上の任意加
入申出用）を受理し、それによりお客様が国
民年金保険料を平成２２年１１月分まで納付
されました。
○また、時効により受給できない年金が発生
してしまいました。

1名 その他 933,955

○お客様相談室長がお客様にお詫び
のうえ、経過を説明し、時効にかかる
約２年分の支払いについては、機構本
部と協議のうえ回答する説明をしまし
た。
○機構本部からの回答により、お客様
相談室長がお客様に経過を連絡のう
え、時効にかかる年金をお支払するこ
と及び支払時期を説明し、了承を得ま
した。

○お客様相談室・国民年金課員に事
象の説明をし、周知徹底を図りまし
た。
○国民年金被保険者資格取得申出書
提出時に申出書に添付する文書によ
り事故の防止に努めることとしました。 外

部

農林共済
期間入力
誤りによる
老齢基礎 確

○出張相談において、受給者死亡に伴う遺
族年金請求書を受付し、事務センターにおい
て審査しましたところ、死亡者の共済組合期
間が老齢基礎年金の支給対象期間として算

○６５歳到達時の老齢基礎年金の裁定処理
において、昭和３６年４月以降昭和５０年３月
までの共済組合加入期間は、本来、合算対
象期間となるべきところを、年金事務所で

○お客様相談室長がお客様に電話
し、今回の事象を説明し、お詫びをし
ましたが、理解していただくことができ
ませんでした。

○お客様相談室内会議において、当
該事象について説明し、年金相談及
び請求書受理時において、特に慎重
に確認判断するように改めて周知徹

136

老齢基礎
年金の過
払いにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

愛媛 松山西 1996年6月20日 2010年12月13日

間 老齢基礎年金 支給対象期間 し 算
入され、年金を支給決定している誤りが判明
しました。

象期間 なる き ろを、年金事務所
誤って保険料納付済期間として老齢基礎年
金への算入処理を行っていたためです。

1名 過払い 1,937,049

ま した。
○出張相談にてお客様と面談し、再度
お詫びのうえ、説明し、過払い額を返
納していただくことで了承を得ました。
○遺族年金及び再裁定、返納方法申
出書等関係書類を事務センターへ回
付しました。

確認判断するよう 改 周知徹
底を図りました。

内
部

41
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137

診断書の
様式誤り
について 確

認
・
決
定
誤
り

宮城 古川 2010年10月26日 2010年12月10日

○障害給付裁定請求書の受付の際、請求書
に添付された診断書が別様式であることが
判明しました。

○障害年金の相談の際に、請求書類一式を
配付しましたが、その病名・症状より、診断書
の様式が異なり、誤った様式を配付したた
め、お客様より提出していただいた診断書の
差替が必要となりました。その原因は、お客
様へ請求書一式を配付した際、診断書様式
の確認漏れがあったことによるものです。

1名 ― 0

○お客様相談室長より、診断書を作成
した医療機関へ電話連絡し、経過説
明及び正しい様式への差替について
依頼しました。
○お客様相談室長及び職員が医療機
関へ赴き、差替した診断書を受取り、
障害年金請求書とともに事務センタ－
へ進達しました。

○緊急会議を実施し、診断書を配付
する際には、障害年金相談事跡票（進
捗管理用）に配布した内容を詳細に記
入するとともに、職員によるダブル
チェックを実施するよう申し合わせまし
た。

内
部

障害基礎
年金の裁
定誤りに

○お客様より、「年金が振込されていない」と
の連絡がありました。
○確認しましたところ、前発障害基礎年金を

○市役所よりお客様の障害基礎年金の請求
書を受付しました。病名は薬物等の服用によ
る中毒性精神病であり、本来は国民年金法

○副所長とお客様相談室長がお客様
宅を訪問し、不支給になる旨の説明・
お詫びをしましたが、中毒性精神病で

○お客様相談室全員に今回の事象を
説明し、国民年金法第７０条に該当す
る場合は、給付を行わない取扱いに

厚生年金
第四種保
険料の誤

確

○要再裁定リストのチェックをしていましたと
ころ、共済組合加入期間と厚生年金第四種
被保険者期間が重複していたことから、窓口

○ねんきん特別便を郵送にて受付し、被保
険者記録を確認しましたところ、厚生年金第
四種被保険者期間と共済組合加入期間が重

○担当者がお客様のご自宅を訪問
し、厚生年金第四種保険料を誤って還
付したことについて説明とお詫びをし、

○担当課内にて当該事象を説明し、
届出書等受領部署の専決及び被保険
者記録の訂正担当部署の専決による

定誤り
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

長野 小諸 2007年7月19日 2010年12月15日

○確認しましたと ろ、前発障害基礎年金を
失権処理すべきところを裁定取消処理を行っ
ていることが判明しました。

る中毒性精神病であり、本来は国民年金法
第７０条による不支給とすべきところ、当時認
定を行っていた旧社会保険事務局は前発障
害と併合認定を行いました。当所においても
病名を確認せず、この認定結果を元に裁定
処理を行いました。その際、前発障害基礎年
金を失権処理すべきところを裁定取消処理を
行ってしまいました。

1名 過払い 610,500

お詫びをしましたが、中毒性精神病で
あることに疑義をお申立され、病名及
び発症原因について理解が得られま
せんでした。お客様ご自身が医師等に
確認をし、納得されたところで当所に
ご連絡いただくこととなりました。
○お客様よりご連絡があり、副所長が
ご自宅を訪問し、あらためてお詫びの
うえ、説明しました。障害等級が１級か
ら２級に変更となること、過払いが生じ
ることについてご理解をいただき、返
納方法申出書を受理しました。

る場合は、給付を行わな 取扱
関して、徹底しました。

外
部

138

139

還付につ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

東京 立川 2008年7月30日 2010年12月16日

装置により被保険者記録を確認しましたとこ
ろ、誤って保険料を還付していたことが判明
しました。

複していることが確認されました。お客様は
旧法の適用を受ける方のため、本来であれ
ば訂正は必要ないところ、新法の適用を受け
るものと誤認識したため、不必要な厚生年金
第四種加入期間の訂正・削除を行ってしまっ
たことが原因です。

1名 誤還付 29,512

保険料の返納についてご理解をいた
だきました。再度お客様のご自宅を訪
問し、納付書をお渡しして返納金の納
付を依頼しました。
○返納金の領収を確認し、保険料領
収の旨、お客様あてに電話で連絡しま
した。

複数人の確認を徹底しました。

内
部

未支給請
求書の受
理誤りに
ついて

確

○当所年金相談窓口にて未支給年金請求
書を受理し、その後、事務センターに回付し
ました。
○事務センターの審査において、本来請求を
行えない方からの請求書等を受理していたこ
とが判明しました。

○年金相談窓口の担当者が、来所された方
（当初の請求者）の相談を受け、死亡者（請
求者の死亡された実父の再婚者）のお子様
として未支給年金請求書を受理しました。し
かしながら、審査の過程において、死亡者と
当初の請求者は実の親子ではなく、また、養
子縁組もされていないことが判明しました。
○このことから、本来窓口担当者において、

○窓口担当者より電話し、当初の請求
者の方は不在のため、配偶者様とお
話しし、これまで実質的には親子とし
て生活しながら、今回の手続きは親子
として請求できないことに憤りを感じる
が、手続きのことは理解したので、請
求者を変更したいとのことでした。
○お客様相談室長より請求者の配偶

○お客様相談室長より職員に対し、養
子縁組における戸籍の記載方法につ
いて伝達・確認を行いました。加えて
未支給年金の請求対象者・請求順位
についても再度知識の確認を行い、再
発防止を図ることとしました。

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 天満 2010年12月14日 2010年12月22日

○このことから、本来窓口担当者において、
事実関係を整然と理解し、養子縁組をされて
いない場合、未支給年金の請求者とはなり
得ないことを説明し、他の請求該当者の案内
を行うべきところを、誤って来所された方のお
話に基づき、請求可能な親子として関係書類
を受理してしまったことによるものです。

1名 ― 0

○お客様相談室長より請求者の配偶
者様に電話し、再度お詫びのうえ、手
続きを変更することとなっているため、
関係書類をいただければよいとのお話
しでしたため、当初の請求書類と新た
に記載いただく用紙をすぐにご自宅へ
お持ちすることとし、お届けしました。
○請求者の配偶者様より正しい手続
きに必要な書類が揃ったとのご連絡を
いただき、お客様相談室長が訪問し、
再度未支給年金の請求を受付しまし
た。

内
部

140

42
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老齢給付
決定誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

広島
事務

センター
2010年12月9日 2010年12月22日

○機構本部からブロック本部へ疑重複者一
覧表の送付があり、事務センターへ重複裁
定の疑いがあるとの連絡がありました。
○確認しましたところ、旧三共済年金（ＮＴＴ）
加入期間を厚生年金加入期間として重複し
て裁定していることが判明しました。

○老齢厚生年金裁定請求書を年金事務所で
郵送受付し、事務センターに回付され、審査
する際に、旧三共済年金（ＮＴＴ）期間につい
ては、すでに平成６年１２月からＮＴＴ共済の
退職年金を受給されており、共済年金加入
記録期間欄に記入すべきところ誤って記入を
漏らしたため、旧三共済年金（ＮＴＴ）期間も
老齢厚生年金の期間として年金の決定を
行ったことにより、過払いが生じることが判明
しました。
○原因は、一次審査においてＮＴＴ期間の共
済年金加入期間欄記入漏れをしたことと、二
次審査、決裁においても記入漏れに気付か
なかったことによります。

1名 過払い 712,373

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、事象を説明しました。同日、お
客様宅にお伺いし、再度お詫びのう
え、事象の説明を行い、一括で現金返
納していただくことで了承を得て、返納
申出書に記載していただき、受領しま
した。
○機構本部に年金額の訂正について
依頼し、次の支払からは正しい金額で
支払されることを確認しました。

○職員に対し事象の説明を行い、点
検・審査時に内容確認の徹底を申し合
わせました。

内
部

141

なかったことによります。

年金受給
権者死亡
届の誤処
理につい
て

確
認
・
決
定
誤
り

愛知 刈谷 2010年10月8日 2010年12月15日

○Ａ様から他年金事務所へ「年金の振込が
ない」と相談がありました。
○他年金事務所で確認しましたところ、死亡
失権の処理がされており、処理元である当所
へ照会があり、年金受給権者死亡届の誤処
理が判明しました。

○Ｂ様が亡くなられたと、ご遺族が市役所に
年金死亡届の提出をされました。基礎年金
番号等不明のため、市役所から当所に照会
がありました。
○照会を受けた担当者は氏名検索を行い、
本来、氏名・生年月日・性別・住所の全てが
一致したものを回答すべきところ、市役所か
らの照会ということで、住所の細部を確認し
ないまま情報提供しました。
○市役所では、提供された基礎年金番号で
死亡届を受理し、事務センターへ送付しまし
た。その結果、同姓同名同一生年月日の別
人のＡ様の年金が失権処理され、年金が振
込されなくなりました。

1名 未払い 310,382

○お客様相談室担当者から、Ａ様に電
話にて経緯を説明し、お詫びしました。
機構本部に年金の早期支払を依頼し
ました。
○機構本部から支払予定を確認のう
え、Ａ様に再度お詫びのうえ、支払予
定をお伝えし、了承を得ました。
○お客様相談室長からＡ様に電話し、
振込されたことを確認し、了承を得まし
た。

○全体朝礼で事象を報告し、全職員
に取扱遵守を周知しました。
○また、担当課にて今回の事象につ
いて課員と検討し、たとえ市町村で
あってもマニュアルに沿った情報提供
を厳守することで、意識を再確認しまし
た。

外
部

142

143

６５歳以降
老齢厚生・
老齢基礎
年金繰下
げ支給決
定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉 浦和 2010年11月5日 2010年12月17日

○お客様から、「６９歳から繰下げた年金を受
給予定で手続きしたにもかかわらず、平成２
２年１２月支払に６６歳と４ヵ月の繰下げた年
金の支払があった」との来所によるお申出が
ありました。
○確認しましたところ、繰下げ支給決定誤り
が判明しました。

○ご相談時の受付票には、６５歳以降老齢
基礎・老齢厚生年金ともに６５歳より繰下げ、
６９歳時に請求の旨記載されていましたが、
事務センターに請求書を進達する際、６９歳
より繰下げ請求と明確に付箋等に記載しな
かったことが原因です。

1名 過払い 74,291

○担当者からお客様に電話し、お詫び
しました。
○ブロック本部に協議し、訂正をする
ように指示を受けました。
○担当者からお客様に電話し、再度お
詫びのうえ、６９歳での繰下げに訂正
できる旨をお伝えし、返納方法申出書
を送付し、記載のうえ、返送していただ
くことで了承を得ました。
○返納方法申出書を受付し、機構本
部へ進達しました。

○事務センターと新規裁定繰下げ申
出の意思確認の方法について、誤り
のないように改めて確認をしました。
○課内報告にて新規裁定繰下げ申出
について、改めて注意するよう指示し
ました。

外
部

老齢基礎
年金の裁
定誤りに 確

○老齢基礎年金支給繰下げ請求書を受付
後、担当者が審査しましたところ、既に老齢
基礎年金支給繰下げ請求の裁定処理が終っ

○老齢基礎年金支給繰下げ請求書を処理す
る際に、老齢基礎年金については繰下待機
者として審査確認し、裁定請求書の入力項

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、誤った裁定処理により平成２３
年１月に誤った金額をお支払し、過払

○グループ内で周知徹底するととも
に、繰下げ請求書を処理する際には、
審査と決裁時において繰下げ待機者

144

定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

奈良
事務

センター
2010年12月20日 2010年12月24日

基礎年金支給繰下げ請求の裁定処理が終っ
ていました。
○確認しましたところ、老齢基礎年金につい
ては、繰下げ待機者として処理すべきとこ
ろ、誤って請求時において、繰下げ請求する
と処理をしていたことから裁定誤りとなってい
たことが判明しました。

者として審査確認し、裁定請求書の入力項
目基礎欄に誤って記載していたためです。
○また、決裁においても審査誤りとなってい
たことを確認漏れしていました。 1名 過払い 5,400

年１月に誤った金額をお支払し、過払
いが発生すること、正しい裁定処理を
これから再度行い、平成２３年２月以
降の支払で過払い額の調整をすること
等を説明し、了承を得ました。
○機構本部あてに訂正処理を依頼し
ました。

審査と決裁時において繰下げ待機者
なのか請求時に繰下げ請求なのかを
明確に確認し処理することとしました。

内
部

43
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145

繰下げ請
求意思の
記入漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

静岡 静岡 2010年10月22日 2010年12月13日

○お客様が来所され、「老齢基礎年金を７０
歳からの繰下げとして老齢厚生年金請求書
を提出したが、届出日をもって老齢基礎年金
が決定されてしまっている」とのお申立があり
ました。
○確認しましたところ、繰下げ請求意思の記
入漏れが判明しました。

○原因は、裁定請求書を受理する際、請求
者の繰下げ意思について確認していたにも
かかわらず、その旨を裁定請求書に明記す
ることを怠っていたものです。

1名 過払い 87,725

○担当者がお客様にお詫びし、説明し
ました。処理についてブロック本部と協
議することとしました。
○ブロック本部からの回答により、訂
正処理を進めることを担当者がお客様
に説明し、返納申出書を受理しまし
た。
○機構本部に関係書類を進達しまし
た。

○６５歳を過ぎた特別支給の老齢厚生
年金請求者の場合、繰下げの有無と、
繰下げを希望する場合、何歳で請求
するのかをご本人様に記入していただ
くことによって、お互いの意思確認をす
ることとしました。
○また、事象について朝礼で、担当職
員に周知徹底しました。

外
部

旧法老齢
年金の裁
定誤りに

○死亡されたご本人様の配偶者様より、時
効特例分の支払についてお問合せがありま
した。

○平成元年５月に老齢年金裁定請求書（新
法）を受付し（昭和３年１２月1生れ）、この裁
定も、昭和４４年３月に旧法退職共済年金の

○機構本部より未支給時効特例請求
書について返戻があり、当初平成元
年の裁定時に旧法老齢年金として裁

○朝礼時において、本件について周
知し、新法老齢年金受給対象者であっ
ても、昭和６１年３月３１日以前に共済

146

ついて 確
認
・
決
定
誤
り

大阪 豊中 1989年5月25日 2010年12月20日

○機構本部へ確認しましたところ、新法老齢
年金の裁定誤りが判明しました。

受給権発者であるため、本来、旧法の老齢
年金として裁定しなければいけないところ、
新法の老齢年金として誤って裁定処理を行っ
たためです。 1名 未払い 1,173,800

定するべきものであり、当時の事務処
理の誤りである旨確認しました。今後
の対応について協議しました。
○担当者がご本人様の配偶者様に連
絡し、裁定誤りについて説明しました。
また、処理終了後、支払時期が確定
時に再度連絡する旨をお伝えし、了承
を得ました。

組合などが支給する退職（減額退職）
老齢年金の受給権を有している場合
は旧法の年金法の適用を受ける旨を
説明し、このようなケースの場合は複
数人でチェックすることとしました。

外
部

147

年金受給
権者様に
かかる死
亡保留の
誤入力に
ついて

確
認
・
決
定
誤

岩手 一関 2010年9月16日 2011年1月4日

○市役所の国民年金担当者から、生存して
いる方について誤って死亡保留の処理報告
をした旨電話連絡があり、死亡保留の誤入
力が判明しました。

○死亡者にかかる支払保留処理の依頼文書
が市役所より送付され、当所で入力しまし
た。
○本来、死亡保留処理すべきでなかった方
を、誤って死亡保留の名簿に載せてしまった
ものとの報告がありました。

1名 未払い 276,232

○市役所の担当職員が受給者様宅に
訪問し、今回の事象を説明し、お詫び
しましたとの報告を受けました。
○市役所から事象の報告を受け、経
過書の提出がありました。機構本部の
支払担当に連絡し、次期定期支払とし
て処理可能なことを確認しました。

○市役所の国民年金担当課に、死亡
保留報告は事実確認を慎重に行うよう
お願いしました。

外
部

誤
り

て処理可能なことを確認しました。

148

年金受給
選択申出
書提出時
の説明不
足につい
て

確
認
・
決
定
誤
り

福岡 東福岡 2010年9月16日 2011年1月5日

○お客様が来所され、「障害年金が２級にな
り、老齢年金から障害年金へ変更になった
が、実際に受取る年金額が減額になったた
め、元に戻してほしい」とのお申出がありまし
た。
○確認しましたところ、選択替えにより、企業
年金の老齢年金（代行年金）が停止となり、
合計額では減額になっていることが判明しま
した。

○窓口にて、障害年金改定請求書と選択申
出書を受付けるため年金の原簿記録を確認
したときに、厚生年金基金の加入記録がある
ことを見落としたため、企業年金へ影響する
ことに気がつかず、その説明をしないまま届
書を受理したことが原因です。 1名 その他 127,034

○機構本部に確認し、機構支払分に
ついては、遡って選択を訂正して、そ
の支払調整が可能であることを確認し
ました。
○お客様に窓口で担当者が今回の事
象を説明してお詫びをしました。遡って
選択を訂正すること及び支払時期に
ついてお伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室ミーティングにおいて
事象研修を行い、選択申出書の受付
をする際は、必ず原簿記録で基金加
入期間があるかどうかの確認をして、
企業年金に影響があることを説明する
ように徹底しました。

外
部

44
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繰上げ請
求の受付
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

福島 郡山 2010年1月29日 2010年9月24日

○お客様が来所され、「年金の繰上げ請求を
しているが、支給開始がいつになるか」との
照会がありました。
○確認しましたところ、相談時にお客様の意
思を理解できず、希望されていた時期からの
繰上げ請求をしていなかったことが判明しま
した。

○繰上げ請求希望で来所されたお客様に、
繰上げ請求の制度と厚生年金保険の喪失に
よる雇用保険基本手当との調整について説
明しました。
○お客様は、基本手当を受給されるとのこと
から、基本手当受給終了後に繰上げ請求を
するよう指導し、相談時に繰上げ請求書の提
出はしていただきませんでしたが、お客様
は、繰上げ請求希望で来所されていたことか
ら、「事後清算」「遡り支給」等の表現より、こ
の時点で繰上げ請求をしているものと誤認し
ていました。
○双方の認識の相違から、結果、お客様の
希望されていた時期からの繰上げ請求をし

1名 未払い 375,250

○担当者がお客様にお詫びし、遡及し
ての繰上げ請求が可能か機構本部と
協議することとしました。
○機構本部において訂正処理可能と
確認し、担当者がお客様に連絡し、再
度お詫びのうえ、支払時期等を説明
し、了承を得ました。

○お客様相談室において今事象を周
知するとともに、お客様の主張を十分
確認したうえで対応することを徹底し
ました。

外
部

149

150

障害基礎
年金請求
にかかる
納付要件
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 平野 2010年12月17日 2010年12月27日

○お客様から区役所を通じて提出された障
害基礎年金請求書について、資格要件不該
当として区役所へ書類返戻しました。区役所
からお客様あてに返戻の連絡をしましたとこ
ろ、「納得がいかない、不服を申出るところは
ないか」との質問がありました。
○確認しましたところ、以前当所より納付要
件ありとして、区役所担当者へ回答していた
ことが判明しました。

○本来、納付要件なしとすべきところ、誤っ
て、納付要件ありと区役所の国民年金担当
者へ回答してしまったため、障害基礎年金請
求書を受付しましたが、返戻することとなりま
した。
○その原因は、電話で照会があった際、直近
１年の納付分について領収年月日の確認を
しなかったためです。

1名 ― 0

○担当者からお客様のご家族に電話
し、今回の事象の経緯を説明し、お詫
びしましたが、ご納得されませんでし
た。
○担当者がお客様のご家族に再度電
話連絡し、機構が行う業務は、国から
委任・委託を受けて実施する行政事務
のため、事務処理誤りに対して実費弁
済する手段がない事を説明しましたと
ころ、納得はいかないが、やむを得な
いとのことでした お客様の声として機

○区役所から電話で照会があった場
合、必ず納付年月日、免除承認日、第
３号届出漏れ等を確認し、確認事跡を
残すとともに、区役所も確認の問合せ
の際、納付日、承認日等必須項目とす
るよう指導しました。

内
部

り 希望されていた時期からの繰上げ請求をし
ていただくことができませんでした。その原因
は、お客様の意思を理解できなかったこと、
基本手当受給中に繰上げ請求はしないもの
との思い込みから、相談窓口における説明
不足があったことによります。

いとのことでした。お客様の声として機
構本部に報告しました。

151

未支給年
金請求書
確認誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島
鹿児島

南
2010年10月12日 2011年1月21日

○機構本部より、死亡日に誤りがある旨未支
給年金請求書の返戻がありました。
○確認しましたところ、死亡年月日欄の記載
が誤っていることが判明しました。

○お客様が死亡された年月日欄を誤って平
成２０年１０月と記載されたものを、窓口担当
者、審査担当者が平成２２年１０月であること
の確認を漏らし、訂正しないまま処理された
ものです。

1名 未払い 126,291

○担当者が未支給請求者の方のご自
宅を訪問し、今回の事象を説明して支
払が遅れていることをお詫びし、未支
給年金請求書の死亡年月日を訂正し
ていただき、未支給年金・保険給付不
該当通知を回収しました。
○機構本部に連絡のうえ、死亡年月
日訂正依頼を送付しました。

○お客様相談室において、提出いた
だいた書類の確認を再度徹底するよう
指導しました。

内
部

死亡保留
処理票の
入力誤り
について

確
認

○遺族年金請求者であるお客様より、「長い
間、年金の振込がない」と来所によるお申出
がありました。
○確認しましたところ 遺族年金請求書受付

○死亡保留処理票に基礎年金番号を記入す
る際、死亡者の基礎年金番号を記入すべき
ところ、遺族年金請求者のデータを記入して
しまったことと 処理票に死亡診断書の写し

○機構本部へ連絡し、早期支払が可
能かを問合せし、できる限り支払を急
いでもらえるよう依頼しました。お客様
にお詫びし 次回の定時支払を待たず

○朝礼時に当該事象を説明し、死亡
保留処理票を作成する時は、名前と
生年月日をよく確認し、入力時に添付
書類がある場合は再確認すること及

152

について ・
決
定
誤
り

兵庫 兵庫 2010年9月9日 2011年1月14日

○確認しましたところ、遺族年金請求書受付
時に死亡保留の処理票を入力する際、誤っ
て遺族年金請求者の方のデータを入力して
いたことが判明しました。

しまったことと、処理票に死亡診断書の写し
が添付されていましたが、入力時に確認せ
ず、また決裁時においても見落としてしまった
ことが原因です。

1名 未払い 458,830

にお詫びし、次回の定時支払を待たず
に保留されていた年金を振込むことで
了承を得ました。

書類がある場合は再確認すること及
び慎重な処理を心掛けるように指示し
ました。

外
部

45
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153

成年後見
人にかか
る口座変
更処理に
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

滋賀 草津 2010年12月9日 2011年1月18日

○ご本人様の成年後見人より、年金受給権
者住所支払機関変更届（成年後見人用）に
ついて、「年金事務所において手続きをした
が、年金証書が返ってこない。どうなっている
か」との連絡がありました。
○確認しましたところ、誤って届出を受理して
いたことが判明しました。

○Ａ金融機関の場合においては、ご本人様
名義のみの振込しか出来ないため、成年後
見人名義での振込みが出来ない旨を窓口に
て受付の際に説明すべきところ、窓口で判断
出来ず、届出を受理していたことによるもの
です。

1名 ― 0

○お客様相談室長が成年後見人のご
自宅に赴き、今回の経過説明および
年金証書をお返しするとともに、お詫
びしましたが、ご納得いただけず、経
過及びお詫びの文書を作成し、再度
訪問することとなりました。
○副所長およびお客様相談室長が成
年後見人のご自宅に赴き、再度お詫
びのうえ、文書を手渡し、了承を得まし
た。

○朝礼の際に当該事象を説明し、Ａ金
融機関の場合における成年後見人名
義への支払機関変更は出来ない旨を
職員に周知し、このような事象が発生
しないよう、注意喚起しました。

外
部

年金額決
定処理時

○お客様が年金事務所に来訪され、「老齢年
金裁定請求書 住民票 ド番号を しく記

○本来であれば、エラーリストに出力された
住民票 ド番号がご本人様 も ある

○年金事務所で住民票コード番号を
入力しました

○請求書審査の処理に携わる関係職
員全員 当該事象を説明し

154

定処理時
の住民票
コード番号
の登録漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

千葉
事務

センター
2009年1月29日 2011年1月13日

金裁定請求書に住民票コード番号を正しく記
載したにもかかわらず、現況届が送付され
た」とのお申出を受けました。
○確認しましたところ、住民票コード番号の
登録漏れが判明しました。

住民票コード番号がご本人様のものである
かどうかを確認し、正しい住民票コード番号
を登録すべきところ、エラーリストの確認およ
び登録を怠ったことが原因です。 1名 ― 0

入力しました。
○事務センター担当者がお客様に電
話し、お詫びのうえ、今回の事象につ
いて説明し、了承を得ました。

員全員に当該事象を説明し、エラーリ
ストの担当者を決めて、担当者からエ
ラーリストの有無にかかわらず報告さ
せ、決裁者が確認をするよう徹底しま
した。

外
部

155

老齢基礎
年金新規
裁定誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島
奄美
大島

2008年7月24日 2011年1月25日

○お客様が配偶者様の年金請求手続きに来
訪され、受給者原簿記録確認作業の中で老
齢基礎年金新規裁定誤りが判明しました。

○共済組合から受給している年金が旧法退
職年金でしたので、共済期間を合算対象期
間として処理すべきところ、誤って共済期間と
して処理をしてしまったため、基礎年金として
反映してしまい、年金の過払いが発生したも
のです。 1名 過払い 1,246,592

○お客様相談室長がお客様にお詫び
のうえ、事象の説明を行いました。ま
た、再裁定の関係書類については、改
めて返納額を確認したうえで返納方法
を検討し、後日提出いただくこととしま
した。
○お客様相談室長がお客様宅を訪問
のうえ、再裁定関係書類を受理し、同
日付けで再裁定を進達しました。

○年金給付審査事務は事務センター
で行っており、今後、年金事務所で発
生することはありませんが、本事象に
ついてはこれまでも勉強会等で注意を
促していますが、改めてお客様相談室
職員に対し、勉強会の中で注意を促し
ました。

外
部

156

６５歳以降
老齢基礎
年金繰下
げ支給決
定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉 浦和 2010年11月18日 2011年1月27日

○お客様が、７０歳繰下げの老齢基礎年金
請求で来所されましたが、平成２２年１２月よ
り６９歳繰下げの老齢基礎年金の裁定となっ
ており、老齢基礎年金繰下げ支給決定誤り
が判明しました。

○平成２２年１１月にお客様が相談に来所さ
れ、年金請求書を受付た際、７０歳より繰下
げ請求と明確に付箋等に記載せずに書類を
進達したため、裁定処理時、事務センターに
おいても確認不足により、誤って６９歳繰下
げとしてしまったものです。

1名 過払い 204,950

○担当者よりお客様へお詫びし、既に
支払があった繰下げの老齢基礎年金
についての返納について説明し、返納
方法申出書受付しました。
○担当者より機構本部へ連絡のうえ、
書類を進達しました。

○事務センターと新規裁定繰下げ申
出の意思確認の方法について、誤り
のないように改めて確認しました。
○課内報告にて新規裁定繰下げ申出
について改めて注意するよう指示しま
した。

外
部

157

未支給年
金支払に
おける付
加年金の
未払いに
ついて

確
認
・
決
定
誤

本部 支払部 2010年2月8日 2010年11月10日

○監査部からの指示に基づき、調査及び確
認をしました結果、未支給年金の支払に付加
年金の未払いがあることが判明しました。

○未支給年金の支払をする際に、付加年金
額についても支払を行う必要がありました
が、確認が不十分であり、計算を漏らしたま
まの金額で入力を行ったことによるもので
す。 1名 未払い 199

○定期支払いにて、未支給年金の追
加支払を行うと同時に、ご本人様へお
詫びの手紙を送付しました。

○ 入力後のチェックについて、慎重に
行うよう担当者ならびに決裁者に対
し、周知徹底しました。

内
部

誤
り

158

被保険者
記録照会
に対する
回答誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川
事務

センター
2010年7月29日 2010年9月29日

○年金事務所より、平成２２年７月付の回答
内容と平成２２年９月付の回答内容が、同じ
案件の補正依頼であるにもかかわらず内容
が相違しているとの電話連絡がありました。
○確認しましたところ、当初照会分と再照会
分の２件について別々に回答しており、１回
目の回答にかかる資格喪失年月日の補正誤
りが判明しました。

○当初照会分と再照会分の調査回答を行っ
た時期及び事務処理担当者が違っており、
被保険者名簿上の資格喪失年月日が不鮮
明であったためです。
○また、決裁においても喪失年月日の補正
入力誤りのチェック漏れをしたことによるもの
です。

1名 過払い 166,939

○年金事務所の担当者がお客様に電
話し、事象の説明と年金の返納につい
てお詫びし、了承を得ました。また、再
裁定申出書及び返納方法申出書を送
付しました。
○再裁定申出書等を受理しました。
○再裁定申出書等を機構本部に進達
しました。

○再照会があった場合は必ず当初照
会分について状況を確認し、再照会分
とあわせた状態で処理・決裁を行うこ
とを周知徹底することとし、決裁におい
ても記録補正にかかるものについては
特に慎重に行うよう指示しました。

内
部

46



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

厚生年金
保険通算
老齢年金
の裁定誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

長野 岡谷 2009年8月14日 2010年10月6日

○機構本部から、再裁定請求書が返戻され
ました。
○確認しましたところ、対象者の方は旧国民
年金法第７５条による任意加入者であるた
め、厚生年金保険の記録判明により任意加
入期間の一部が取消され、国民年金老齢年
金の受給要件を満たすことができず、同時に
厚生年金通算老齢年金の受給要件もない旨
が判明しました。

○ご本人様は、旧国民年金法第７５条によ
り、国民年金に昭和３６年４月１日から任意
加入し、１２０月納付後、旧法の国民年金老
齢年金(１０年年金)を受給していました。
○本来、厚生年金加入期間２４月が判明した
平成２１年４月に記録統合を行わず、引き続
き１０年年金を受給していただくべきでした
が、誤って厚生年金保険通算老齢年金裁定
請求書及び裁定替えの国民年金通算老齢
年金裁定請求書を受理してしまいました。そ
の後、厚生年金通算老齢年金が裁定され、
ご本人様及びご本人様死亡に伴いご子息に
年金が支払われました。
○発生原因は、年金裁定請求書受付時及び

1名 過払い 583,800

○ご本人様のご子息から郵送により、
返納方法申出書を受理しました。機構
本部あてに裁定取消依頼と返納方法
申出書を進達しました。

○全体朝礼において事象を説明し、取
扱いの少ない案件に係る事務処理を
行うにあたり、担当職員一人で事務処
理を進めるのではなく、必ず上司と法
令及び事務処理マニュアルに基づく根
拠を確認のうえ、処理する旨、周知・
徹底を図りました。

内
部

159

160

支払機関
変更届に
かかる届
出誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 平塚 2010年10月20日 2010年11月29日

○年金受給者様の代理人から、２種類の年
金の１２月支払分について電話による確認が
ありました。
○確認しましたところ、１種類の年金が振込
不能となることが判明しました。

○本来、住所・支払機関変更届における金
融機関の変更は、複数の年金を受給してい
る方は年金コードのすべてについて記入して
いただくべきところ、住所変更届も同時に行う
ので、１種類の年金コードを記入すれば足り
ると思い込み、年金受給者様の代理人の電
話照会において回答したものと推察します。 1名 未払い 119,616

○所長が年金受給者様の代理人宅を
訪問し、お詫びしました。
○窓口装置において支払時期が確定
したため、お客様相談室職員が電話
にて年金受給者様の代理人へ連絡
し、支払時期をお伝えし、了承を得まし
た。

○課内会議において、当該事象を説
明し、今後このような誤りのないよう申
し合わせました。
○さらに課内会議において、提出され
た支払機関変更届は、事務センター
へ回送する前に年金事務所で年金受
給状況を確認し、複数の年金の受給
者で一方の年金コードのみの記載の
場合は受給権者に他方の年金の支払
機関変更意思の有無を確認すること
に改めることを申し合わせました。

外
部

○発生原因は、年金裁定請求書受付時及び
記録補正時、裁定時における法令等の確認
不足によるものです。

161

老齢基礎
年金に反
映しない退
職一時金
支給済期
間の提供
を共済組
合から受
け、統合し
た件につ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

本部
記録

管理部
2009年12月21日 2010年4月13日

○年金事務所から連絡があり、共済組合へ
年金加入期間確認通知書の請求を行いまし
たところ、退職一時金記録であることが判明
しました。

○共済過去記録では、共済組合から退職一
時金にかかる記録の提供は受けないことに
なっていますが、共済組合がお客様の退職
一時金にかかる期間の情報を誤って機構本
部に提供したものです。

1名 ― 0

○お客様へのお詫び及び説明につき
ましては、共済組合が行うとの報告が
ありました。
○誤って提供された共済記録（退職一
時金にかかる期間）を取消願いたいと
の依頼が年金事務所からあったので、
取消処理票を記録管理部へ提出する
よう共済組合に連絡しました。
○共済組合から取消処理票の提出が
あり、機構本部にて取消しました。

○退職一時金の記録については提供
しないよう各共済組合に徹底するよう
指示しました。

内
部

老齢基礎
年金に反
映しない退

○年金事務所から連絡があり、共済組合へ
年金加入期間確認通知書の請求を行いまし
たところ 退職 時金記録であることが判明

○共済過去記録では、共済組合から退職一
時金にかかる記録の提供は受けないことに
な ていますが 共済組合がお客様の退職

○誤って提供された共済記録（退職一
時金にかかる期間）を取消願いたいと
の依頼が年金事務所からありましたの

○退職一時金の記録については提供
しないよう各共済組合に徹底するよう
指示しました

162

映しない退
職一時金
支給済期
間の提供
を共済組
合から受
け、統合し
た件につ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

本部
記録

管理部
2010年1月8日 2010年4月14日

たところ、退職一時金記録であることが判明
しました。

なっていますが、共済組合がお客様の退職
一時金にかかる期間の情報を誤って機構本
部に提供したものです。

1名 ― 0

の依頼が年金事務所からありましたの
で、取消処理票を記録管理部へ提出
するよう共済組合に連絡しました。
○共済組合から取消処理票の提出が
あり、機構本部にて取消しました。
○取消した旨を年金事務所の担当者
へ連絡し、お客様にお詫びと説明を依
頼しました。

指示しました。

内
部
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整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

厚生年金
加入記録
に係るあっ
せん事案
のご本人
様への通
知につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

山口 山口 2009年2月
～2009年9月

2010年9月29日

○特別監査により、年金記録問題対応にお
ける厚生年金加入記録訂正あっせん事案４
１件のうち１８件（平成２１年１０月以前分）に
ついて、申立人の方への通知の写しが保管
されていないため、申立人の方へ通知がされ
ているかどうかの確認が出来ないとの指摘を
受けました。

○事案１８件について、当時の担当者に確認
しましたところ、申立人の方への通知は作成
しておらず、電話により連絡をしていたとのこ
とでした。
○事案１８件について、あっせん結果等を基
に記録訂正の処理状況を確認し、適正に処
理され、再裁定もすでに終了していました。

18名 ― 0

○事案１８件について、担当者が申立
人の方に対し、電話及び文書にて記
録訂正の通知があったかどうかを確
認しました。１８名中１５名は電話で連
絡を受けたが通知はもらっていないと
の回答があり、電話で連絡を受けたが
通知はもらったとか不明との回答が１
名、電話も通知もなかったとの回答が
１名、申立人が死亡されており、不明
との回答が１名でした。
○事案１８件については、電話及び面
談により事象を説明し、通知しなかっ
たことをお詫びし、厚生年金保険加入
記録の訂正について（通知）を送付し

○平成２１年１０月以降のあっせん決
定分については、ご本人様に電話連
絡のうえ、通知書を送付しており、今
後はこの流れを徹底するよう、所内調
整会議及び適用調査課内会議等で周
知しました。

内
部

163

記録の訂正について（通知）を送付し
ました。

遺族厚生
年金の支
払遅延に
ついて 未

処
理
・
処
理
遅
延

広島
事務

センター
2010年1月7日 2010年5月11日

○遺族年金受給者の方の成年後見人から、
遺族厚生年金の支払について、未だに入金
がなく、また遅延についても何も連絡がない
旨の照会が年金事務所あてにありました。
○確認しましたところ、年金の支払が保留と
なっていたことが判明しました。

○遺族厚生年金請求書を審査する際、すで
に受給中の他年金との調整のため、未選択
保留の入力コードを記入していましたところ、
当該受給権者様は成年後見人の登録がされ
ていたため、年金支払処理を行う機構本部
へ未選択保留解除依頼が必要なコードでし
か入力の処理が行えませんでした。
○そのため、本来、機構本部への未選択保
留解除の依頼が必要でしたが、入力後の処
理結果リストチェック時に見落とし、決裁時に
おいても気づかなかったため、支払が保留さ
れたままになったことによります。

1名 未払い 461,100

○年金事務所のお客様相談室長が事
象確認後に、成年後見人にお詫びを
するとともに状況を説明し、成年後見
人の設定があるため、支払に時間が
かかる旨を説明しました。
○同日、機構本部の支払担当に連絡
し、未選択保留の解除を依頼しまし
た。
○機構本部より連絡があり、早期の支
払が出来る見通しである旨の連絡が
あり、成年後見人へお伝えし、了承を
得ました。

○成年後見人設定によるこの事象
は、少ない事象であるため、注意して
いないと、解除の進達漏れになりやす
いことから、グループ職員全員に対
し、周知徹底を行いました。

外
部

164

事務処理
遅延につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

北海道 砂川 2009年2月16日
～2009年12月7日

2010年6月23日

○連絡なく出勤しない職員の机等を捜索しま
したところ、処理途中の書類を発見しました。

○発見された処理途中の書類は、年金加入
記録照会回答票が９件、ねんきん特別便に
かかる再裁定６４件でした。
○機構設立時に旧社会保険庁から未処理分
として引継いだ書類等であり、引継ぎ以降速
やかに進達及び処理しなければならないとこ
ろ、進捗管理が徹底されておらず進達及び
処理が遅れ、お客様への支払が遅延してし
まいました。

61名 未払い 3,036,457

○年金加入記録照会回答票９件につ
いては、平成２２年７月２１日までに全
件回答済みです。
○ねんきん特別便にかかる再裁定６１
件については、平成２２年９月６日まで
に全件進達済みです。綴り漏れの３件
については、ファイルに綴り、処理を完
結しました。
○影響のあったお客様全員に対して、
お客様相談室長より電話及び文書に
て、お詫び及び今回の事象について
説明をし、了承を得ました。

○今回の事象について、全職員へ周
知し、書類の適正な管理について再度
徹底を行いました。
○再裁定の受付簿により、受付から進
達までの進捗管理を徹底しました。

内
部

未処理書
類の判明
について

○特別監査において、監査担当者が机の中
を点検しましたところ、職員の机の中から１４
件の長期未処理の書類が発見されました

○人事異動による前任者との引継ぎにおい
て、本来、未処理分の内容を説明のうえ、引
継ぎをすべきところ 適切に行われておら

○未処理の書類につきましては、内容
確認のうえ、進達等の処理を行いまし
た （再裁定進達件数６件 再裁定進

○課内職員に当該事象を説明し、書
類の個人管理を改め、集中管理とし、
お客様相談室長が常に未処理の書類

165

について

未
処
理
・
処
理
遅
延

静岡 浜松西 2008年3月4日
～2009年7月17日

2010年9月17日

件の長期未処理の書類が発見されました。 継ぎをすべきところ、適切に行われておら
ず、その後も机の中の整理も行っていなかっ
たため、後任者は未処理の書類の所在に気
づきませんでした。その原因は管理簿に記載
していなかったことによるものです。

14名 その他 3,813,112

た。（再裁定進達件数６件，再裁定進
達不要件数３件、老齢基礎年金額加
算開始事由該当届進達件数２件、被
保険者記録照会・回答票（補正依頼）
件数１件、特別支給の老齢厚生年金
受給権者障害特例請求書進達不要件
数１件、年金加入記録回答票の回答
件数１件）
○影響のあったお客様に対し、お客様
相談室長より電話にてお詫びのうえ、
今回の事象について説明し、了承を得
ました。

お客様相談室長が常に未処理の書類
が把握できる体制としました。

内
部

166

48



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

第三者委
員会関係
事務処理
遅延につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

静岡 三島 2010年2月
～2010年6月

2010年9月29日

○第三者委員会のあっせん分に係る事務処
理において、長期間未処理となっているもの
が、特別監査にて判明しました。

○本来、第三者委員会のあっせん分につい
てはあっせん後のご本人様への通知及び厚
生年金保険納付特例法に係る事業所への通
知を速やかに行うべきところ、算定基礎届業
務等処理期限の迫った業務が輻輳したた
め、当該事務処理が３ヶ月以上遅延してしま
い、その結果お客様の年金（差額）の支払に
遅れが生じました。
○その原因は、適用調査課の職員１名のみ
が担当であったことに加え、４月の繁忙期及
び算定基礎届業務等期限の迫った業務が輻
輳したため、当該業務を後回しにしてしまっ
たためです。
○また、担当者が進捗状況の報告・相談をし

9事業
所7名

未払い 87,000

○あっせん後のご本人様への通知
は、７名の方についてすべて通知を発
送し、あわせて担当者より電話にてお
詫びをし、了承を得ました。
○厚生年金保険納付特例事務処理
は、５事業所については管轄年金事務
所に引継ぎを終え、４事業所について
は通知を発送しました。

○処理体制を見直し、担当者１名から
２名に増員しました。
○課長及び所長による毎月月末の進
捗管理の徹底をすることとしました。

内
部

167

○また、担当者が進捗状況の報告 相談をし
ていなかったこと及び上司が進捗状況の把
握をしていなかったことによるものです。

障害基礎
年金裁定
請求書の
処理遅延
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

大阪 淀川 2009年8月26日 2010年10月29日

○ご本人様のお母様から「平成２１年８月に
区役所へ障害基礎年金の裁定請求書を提
出したが、未だに結果が出ていない、どう
なっているのか」とのお問合わせが区役所に
あり、当所に連絡がありました。
○確認しましたところ、障害基礎年金裁定請
求書の処理遅延が判明しました。

○ご本人様は区役所の障害基礎年金裁定
請求書の受付証をお持ちであり、受付した事
実はありますが、受付書類一式が見当たら
ず、処理経過も不明であるため、区役所内を
捜索しました。これを受けて、当所における
受付状況を確認しましたが、該当者は見当た
りませんでした。区役所にて受付後、当所へ
進達するまでの間に紛失した可能性が考え
られました。
○その後、区役所において徹底的に捜索し
た結果、区役所職員の自宅より書類一式が
発見されました。職員が私物を持ち帰った
際、誤って書類一式を混入したとのことでし

1名 未払い 1,072,604

○区長及び担当職員がご本人様宅を
訪問のうえ、お詫びし、再度裁定請求
書の提出を依頼しました。
○その後、裁定請求書一式が見つ
かったため、ご本人様へ現症状の診
断書のみを提出いただくよう依頼しま
した。
○ご本人のお父様と区役所担当者が
来所され、障害基礎年金裁定請求書
を受理しました。

○区役所において、受付から決定まで
の処理経過が把握できる、年金事務
処理簿を作成し、定期的な確認を行う
こととしました。

外
部

168

169

障害基礎
年金支払
処理遅延
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

埼玉
事務

センター
2010年10月12日 2010年11月15日

○障害基礎年金の受給権者の方について、
お客様より平成２２年１０月に所得証明書が
提出されましたが、「お客様から年金の支払
がされていない」と年金事務所を通して連絡
を受け、提出書類の入力処理されないままに
なっていたことが判明しました。

○平成２２年１０月１２日に提出された所得証
明書に基づき、平成２２年１１月の諸変更処
理締切日の平成２２年１０月２０日までに担当
者が入力をしていれば、平成２２年１１月の
随時支払に間に合いましたが、入力しなかっ
たため、平成２２年１２月支払になってしまい
ました。
○また、書類の進捗管理が不十分でした。

1名 未払い 132,016

○担当者よりお客様へ事情を説明し、
お詫びしました。お客様より処理をした
部署よりお詫びの手紙がほしいとのこ
とでしたため、お詫びの手紙を送付す
ると同時に、担当者より電話にて再度
お詫びし、了承を得ました。
○平成２２年１２月に支払されているこ
とを確認しました。

○書類の進捗管理について、朝礼で
再度徹底し、処理日前には、グループ
長自ら入力漏れ等の書類がないか確
認することとしました。

外
部

際、誤って書類 式を混入したとのことでし
た。

ねんきん
定期便再
発行処理
について 未

処

○被保険者様から、「６月にねんきん定期便
の再発行をお願いしたのに、いまだに届かな
い」とのお申出がありました。ねんきん定期
便情報照会にて確認しましたが、再発行入
力された形跡がないため、お詫びのうえ、再

○ねんきん特別便情報照会を確認しましたと
ころ、ねんきん特別便未送達表示が調査中
となっていたため、その情報を送付可に訂正
入力したため、再発行されると勘違いしてい
ました。実際にはねんきん定期便情報が未

○被保険者様に年金記録課長が電話
し、今回の事象を説明して、お詫びし
ました。
○機構本部に再発行依頼をしました。
○機構本部の担当者から被保険者様

○年金記録課員にも再度周知徹底を
しました。
○役付け会議時に今回の事象につい
て報告し、注意喚起を図りました。
○全職員朝礼時に入力後の処理票を処

理
・
処
理
遅
延

愛知
名古屋

西
2010年10月29日 2010年12月6日

力された形跡がないため、お詫びのうえ、再
交付入力をしました。
○以前依頼を受けた再発行状況を確認する
ため、再度ねんきん定期便情報照会画面を
確認しましたところ、定期便未送達となってお
り、機構本部へ確認しましたところ、年金事務
所にて入力ができないため、機構本部へ再
発行依頼票として回付しなければならず、再
発行されていないことが判明しました。

ました。実際にはねんきん定期便情報が未
送達であり、かつ住所変更入力履歴のない
方は、機構本部への依頼が必要でした。

1名 ― 0

○機構本部の担当者から被保険者様
に電話し、送付する時期等の説明をし
ました。

○全職員朝礼時に入力後の処理票を
必ず年金記録課に回付するよう周知
し、年金記録課長が入力後のチェック
をすることとしました。

外
部

170
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整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

老齢基礎
年金請求
書の処理
遅延につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 足立 2010年9月22日 2010年12月15日

○お客様から、「年金を請求したが、支払が
ない」との電話による照会がありました。
○確認しましたところ、事務センターより書類
不備にて請求書が返戻されていましたが、そ
の後の対応がされていないことが判明しまし
た。

○事務センターより、振替加算の加算開始処
理のため、世帯全員分の住民票が必要との
理由で請求書が返戻されました。本来であれ
ば、窓口対応担当者に返戻された請求書を
渡し、その後の対応を依頼するとともに、窓
口対応担当者は直ちにお客様へご連絡をす
るところ、新規の請求書等と同様に未処理案
件に混入してしまったため、お客様へのご連
絡をしていないことが原因です。
○また、毎月の月初めに各チームより請求
書等の点検結果報告を受けていましたが、
返戻から１ヵ月経過した時点での報告では、
案内中となっており、確認ができませんでし
た。

1名 未払い 452,250

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、必要となる住民票については
大至急公用請求にて取得し、事務セン
ターに連絡し、平成２３年２月支払に間
に合うように努める」ことでご理解をい
ただきました。
○住民票を公用請求にて取得し、事
務センターに処理スケジュールを確認
しました。事務センター担当者あてに
請求書一式を再回付しました。
○担当者がお客様へ電話し、再度お
詫びのうえ、新規裁定された年金証書
を確認していただき、平成２３年２月の
定時支払日において遡及しての初回

○お客様相談室全員に事象を説明す
るとともに、各自の未処理の点検、書
類管理等を徹底するよう指示し、他に
同様の案件がないかどうかを受付簿、
請求書等から再点検しましたところ、
未処理・案内漏れ等が、他にはないこ
とを確認しました。
○返戻書類の管理方法、進捗管理方
法及び毎月の未処理案件点検方法等
について、マニュアル変更を踏まえ、
よりチェック体制の強化を図ることとし
ました。

外
部

171

た。 定時支払日において遡及しての初回
支払が予定されていること等を説明
し、了承を得ました。

第三者委
員会への
年金記録
確認申立
書に係る
処理遅延
について

未
処
理
・
処

東京
事務

センター
2010年9月28日 2011年1月7日

○各年金事務所から事務センターに回付さ
れた年金記録確認申立書（以下、申立書とい
う）のうち、脱退手当金に係るもの（以下、脱
手事案という）については、平成２２年９月２８
日以降、第三者委員会への回付を保留する
こととされていたため、１２５件を当センター
の担当部署で保管していましたが、当該書類
の整理・再点検を行いましたところ、脱手事
案以外の申立書（以下、一般事案という）が
混在しており、保留する必要がなかったにも
かかわらず、処理が遅延していたことが判明
しました。

○脱手事案に関する取扱が変更され、年金
事務所で収集すべき資料の種類が追加され
る予定が示されていたことから、添付書類の
不足が見込まれる申立書を受付年金事務所
に返却するための準備を開始しました。この
際、２件が一般事案に該当することが判明し
ました。（被保険者期間がない旨の申立及び
厚生年金基金の加入員記録がない旨の申
立）
○当該２件については、いずれも記載内容等
に不備があったため、受付した年金事務所と
調整を行うこととしていましたが、回付を受け
た当時に脱手事案の回付保留指示に基づき

2名 ― 0

○各申立書を受付した年金事務所に
状況を報告しました。
○受付した年金事務所よりＡ様あてに
電話し、お詫びのうえ、申立内容にか
かる不備・矛盾点について説明しまし
たところ、申立内容を訂正のうえで申
立を継続するとのことでした。
○当センターにて追加資料を受領し、
申立書に添付のうえ第三者委員会に
回付しました。
○受付した事務所よりＢ様あてに電話
し、お詫びのうえ、その際、申立内容
については、基金加入員記録に係るも

○今後においては、センター内で申立
書を滞留させないよう迅速に処理を行
うとともに、今回のように一定期間保
留の指示依頼が出された場合でも、保
留対象書類と対象外の書類が混在し
ないよう分類後の再チェックを徹底す
るよう、部署内の職員に周知しました。

内
部

172

理
遅
延

た当時に脱手事案の回付保留指示に基づき
該当する申立書の抽出作業を実施していた
ことから、誤ってこれに混在させてしまったこ
とが原因であり、そのまま脱手事案とともに
保留してしまいました。

については、基金加入員記録に係るも
のであるため、第三者委員会への確
認申立の対象とされておらず、基金や
勤務先との調整を要する事案であるこ
とを説明しました。担当者が代理で基
金に照会しましたところ、申立期間と
一致する加入員記録が確認できたこと
から、ご本人様に事情を説明し、取下
げ手続きを依頼し、了承を得ました。

50



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

選択申出
書の処理
遅延につ
いて

未
処
理
・
処
理

本部 支払部 2010年7月5日 2010年8月10日

○年金事務所より、平成２２年８月定期処理
で依頼した選択申出書について、選択換が
行われていない旨の照会があり、選択申出
書の処理遅延が判明しました。

○平成２２年８月定期処理依頼して事前連絡
のうえ、年金事務所より支払部に選択申出
書及び関係書類が送付されましたが、担当
職員の錯誤により、他の受付書類と共に平
成２２年９月随時処理として選択申出書を保
管していたことが判明しました。

1名 過払い 105,377

○担当職員よりお客様に電話でお詫
びしましたが、了承を得られませんで
した。
○年金事務所担当者がお客様宅にお
詫びに伺い、説明しました。しかしなが
ら、遡及して低額年金の選択換を行う
ため、マイナスが発生するものであり、
８月支払に間に合わなかったことによ
り、さらに過払い額が増加したことに対
し、了承を得られませんでした。
○機構本部より、お客様にお詫びの手
紙とともに、返納のお願い、支給額変
更通知書、振込通知書、源泉徴収票
（訂正分）を送付しました。遡って老齢

○電話等で個別案件にかかる依頼が
あった場合には控えを綴り、諸変更締
切日までに対応が完了しているかを確
認するよう、グループ内に周知しまし
た。

内
部

173

174

再裁定の
進達漏れ
について

未
処
理
・
処
理

神奈川 小田原 2000年8月15日
2007年6月11日

2011年1月17日

○リストにより、再裁定漏れがないか確認し
ましたところ、２件について、再裁定の進達が
漏れていることが判明しました。

○お客様から提出された国民年金第３号被
保険者の特例届の処理を行いましたが、処
理を行った際に、再裁定の手続きを漏らして
しまったことによります。
○国民年金保険料の口座振替がされる前に
年金の裁定が行われたため、過誤納記録を
取消し、納付記録追加の処理を行いました

2名 未払い 367,255

○お客様相談室長が２名のお客様に
電話連絡し、お詫びのうえ、説明しまし
た。早期に処理することで了承を得ま
した。
○機構本部に２名のお客様の書類を
進達しました。

○朝礼時に事象を報告し、各課連携し
て事務処理を進めるよう周知徹底しま
した。

内
部

理
遅
延

（訂正分）を送付しました。遡って老齢
年金を停止するため、所得税還付の
旨も記載しました。
○お客様より、返納方法申出書の送
付がありました。
○お客様に、申出書を受付した旨と、
手続きの関係で１２月支払にて調整予
定であることを記載した文書を、１０月
定期振込通知書を同封のうえ送付し
ました。

理
遅
延

取消し、納付記録追加の処理を行いました
が、再裁定の手続きを漏らしてしまったことに
よります。

175

死亡保留
の誤入力
について

入
力
誤
り

奈良 桜井 2010年10月12日 2010年12月15日

○市役所より、「受給者の方から年金の振込
が確認できないとのお問合せがある」との連
絡がありました。
○確認しましたところ、生存者に対して死亡
保留を行ったことが判明しました。

○死亡された受給者の方の支払保留の処理
票を作成するところ、誤って配偶者様の支払
保留の入力処理票を作成してしまったためで
す。

1名 未払い 93,716

○担当者がお客様宅を訪問し、生存
者に対して支払保留の処理を行ったこ
とをお詫びするとともに、早期支払に
向け処理を進めることとしました。
○未払いとなった年金の振込の確認
を電話で行い、お詫びの手紙を送付す
ることで了承を得ました。
○お客様にお詫びの手紙を送付しまし
た。

○電話による死亡保留の連絡を受け
た場合は、必ず復唱することを徹底し
ました。

外
部

住所・支払
機関変更

○お客様から、「年金が振込されていない」と
の電話によるお申出がありました

○処理担当者が届出書記載の口座名義人
が受給者ご本人様でないことの確認が漏

○担当者よりお客様に電話し、お詫び
のうえ 説明しました 再度口座に入

○お客様相談室職員を集め、お客様
相談室長より今回の事象について説機関変更

届の入力
誤りについ
て

入
力
誤
り

大阪 天満 2010年10月15日 2010年12月15日

の電話によるお申出がありました。
○確認しましたところ、従来口座への再度の
変更処理が漏れ、正しい口座情報となってお
らず、振込不能となっていたことが判明しまし
た。

が受給者ご本人様でないことの確認が漏
れ、本来入力すべきではない口座情報を入
力処理したためです。
○一旦入力したご本人様名義ではない口座
情報を変更する際に、本来は対象となる２つ
の年金とも、誤入力分の取消入力をすべきと
ころを、一方の年金のみ変更入力を行い、も
う一方の分については、誤入力分の取消入
力が未入力となってしまったためです。
○受給者ご本人様への口座情報変更入力
後のチェックが漏れてしまいました。

1名 未払い 142,016

のうえ、説明しました。再度口座に入
金できるまでの予定をお伝えし、了承
を得ました。

相談室長より今回の事象について説
明を行いました。同時に支払機関の登
録・変更については、受給者ご本人様
の名義の口座のみが対象であること、
複数の年金に対して変更申出がある
場合、それぞれの年金ごとの変更処
理が必要であること、また、変更入力
後は必ず複数名において入力後の
チェックを行うことを確認しました。

外
部

176

51



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

年金受給
権者支払
機関変更
届に係る
金融機関
コードの入
力誤りに
ついて

入
力
誤
り

東京
事務

センター
2010年11月5日 2010年12月15日

○年金事務所から、「年金支払日に振込がさ
れていない」との連絡がありました。
○確認しましたところ、年金受給権者支払機
関変更届に係る金融機関コードの入力誤り
が判明しました。

○年金事務所から回送された年金受給権者
住所・支払機関変更届の金融機関コードに
ついて、本来であれば委託業者が○○○○
とすべきところ△△△△と誤った記入を行
い、そのまま入力処理を行いました。
○その後の委託業者及び担当グループの入
力チェックでも誤りを発見することが出来な
かったために、老齢厚生年金の振込が不能
となりました。 1名 未払い 222,833

○担当者が、お客様及び代理人に電
話し、お詫びしました。また、再振込の
早期実施に向け金融機関及び関係部
署に連絡しましたが、再振込日に係る
スケジュールを早めることはできませ
んでした。
○担当者がお客様の代理人に電話連
絡し、再振込予定日を説明して、再度
お詫びし、お詫びの手紙を送付するこ
とで了承を得ました。同日、お詫びの
手紙を発送しました。
○担当者からお客様に電話連絡し、
年金振込日をお知らせし、了承を得ま
した。

○金融機関コードの記入及び入力に
ついて、委託業者と年金事務所の担
当者に、より正確なチェックを実施する
ことを申し合わせました。
○また、会議において当該事象を報告
し、同様の事故防止の徹底を指示しま
した。

内
部

177

178

裁定請求
書に係る
住民票
コード番号
の入力漏
れについ
て

入
力
誤
り

千葉
事務

センター
2009年1月29日 2011年1月13日

○お客様が年金事務所に来所され、「老齢年
金裁定請求書に住民票コード番号を正しく記
載したにもかかわらず、現況届が送付され
た。年金事務所まで赴いたり、電話をしたりコ
ストが掛っている。原因を調査してほしい」と
のお申出がありましたとの連絡がありまし
た。
○確認しましたところ、入力漏れが判明しま
した。

○住所の表示方法が住基情報と年金原簿が
相違（スペースの有無、漢字とハイフォン）し
ていたため、ご本人様不特定で住民票コード
番号が年金原簿に反映していないことが原
因です。
○本来であれば、住基照会エラーリストによ
り補正入力すべきところですが、入力されて
いませんでした。

1名 ― 0

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、今回の事象を説明し、了承を
得ました。

○請求書審査の処理に携わる、関係
職員に当該事象を説明し、処理担当
者に対し、改めて注意喚起を行いまし
た。

外
部

年金給付
処分通知
の裁定者
名誤りに

通
知
等
の

○機構本部からの調査・対応依頼によって確
認しましたところ、年金給付処分通知の裁定
者名が誤っていたことが判明しました。

○本来、年金給付処分通知の裁定者名を厚
生労働大臣とすべきところ、誤って年金事務
所長名としてしまいました。

○３名のお客様に対し、改めて厚生労
働大臣名の処分通知を送付しました。
電話にてお詫びし、了承を得ました。

○お客様相談室内会議にて、当該事
象を説明し、留意するよう指示しまし
た。

内

した。

179 ついて の
作
成
誤
り

東京 葛飾 2010年2月26日
2010年3月19日

2010年4月13日 3名 ― 0
内
部

180

年金加入
期間につ
いて(回答)
の作成誤
りについて

通
知
等
の
作
成
誤
り

新潟 新潟西 2010年11月18日 2010年11月22日

○お客様から、「年金加入期間について(回
答)の内容が違う」との電話をいただいたこと
から、回答内容に誤りがあることが判明しま
した。

○年金加入等記録確認に当たり、オンライン
記録・紙台帳記録の確認のほか、年金記録
確認地方第三者委員会における記録あっせ
ん等の記録を確認すべきところ、年金記録確
認地方第三者委員会であっせんされた記録
を確認せず回答したため、お客様に誤ったご
回答をしたものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様に連絡し、お詫び
のうえ、説明し、誤って作成した回答を
返送していただくことで、了承を得まし
た。お詫びの文書の送付を希望された
ため、お詫びのお手紙を送付しまし
た。
○誤って作成した回答の返送がありま
した。

○担当者・決裁者が窓口装置に事跡
管理されている記録がないかの確認
を徹底するよう指示しました。

外
部

年金記録
照会文書

○職員より、これまで年金記録の照会があっ
た方々の記録に関し、適正な統合処理が行

○年金記録のご確認についての文書を作成
した時に、文面の一部分を、以前ご照会した

○副所長及び職員が６名の方に架電
し、お詫びのうえ、事象の説明を行い、

○文書作成時において、複数名による
チェックをするよう、朝礼時に職員へ注照会文書

作成誤り
について

通
知
等
の
作
成
誤
り

長崎 佐世保 2011年1月18日
2011年1月20日

2011年1月25日

た方 記録 関し、適 な統合処理 行
われているか確認しましたところ、同姓同名
同生年月日の記録が判明した７名の方に対
し、記録照会を行った文書の一部にご案内す
る方の氏名を変更することなく、これまで照
会をした方の氏名を載せたまま照会したこと
が判明しました。

した時 、文面 部分を、以前 照会した
方の氏名をそのまま載せて作成してしまいま
した。
○その後、決裁時において確認をしなかった
ことが原因です。

7名 ― 0

し、お詫び うえ、事象 説明を行 、
正式な文書の送付と誤った文書の返
戻を依頼し、了承を得ました。
○副所長が誤って氏名を載せた方２
名に対し架電し、お詫びのうえ、事象
説明し、了承を得ました。
○お詫びの文書を同封し、正式な文
書を７名の方に送付しました。（誤った
文書の返戻も依頼しました）
○電話番号不明の１名の方から年金
記録についての回答を受付しました。

チ ックをするよう、朝礼時 職員 注
意喚起しました。
○また、各課・室長においては、各課・
室長ミーティング時において決裁時の
確認の徹底を指示しました。

内
部

181

52



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

被保険者
記録回答
票の誤送
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

埼玉 春日部 2010年11月1日 2010年11月5日

○Ａ様より、「Ｂ様にかかる被保険者記録回
答票が送付された」と来所によるお申出があ
り、被保険者記録回答票の誤送付が判明し
ました。

○Ｂ様の宛名を書く際に、同時刻にＡ様より
照会があり、窓口装置にはＡ様の照会内容
を画面に表示していました。
○Ｂ様の住所・氏名を記載すべきところ、この
画面を見て、誤ってＡ様の住所・氏名を記載
してしまいました。また、被保険者記録回答
票を封入する際、記入者以外の者が確認し
なければいけないところを行っていなかった
ため、Ｂ様の被保険者記録回答票をＡ様に
誤送付してしまいました。

2名 ― 0

○担当者がＡ様に電話し、お詫びのう
え、誤送付の原因について説明し、了
承を得ました。
○担当者がＢ様にお詫びと誤送付の
原因の説明に伺いたい旨の手紙を送
付しました。
○Ｂ様よりご連絡がないため、再度手
紙を送付しましたが、ご連絡がないた
め、平成２３年１月７日までにご連絡が
ない場合は、Ｂ様のご了承があったも
のとする旨の文書を送付しました。
○Ｂ様よりご連絡がなく、以後、Ｂ様よ
りご連絡があった場合に、再度説明す
ることとしました。

○個人情報保護に関する研修をお客
様相談室で実施し、被保険者記録回
答票は窓あき封筒で送付すること、宛
名を記入した場合は、記入した者以外
の者が確認・封入することを徹底しま
した。

外
部

182

ることとしました。

ねんきん
特別便の
誤送付に
ついて

誤
送
付
・
誤
送
信

本部
記録

管理部
2010年4月30日 2010年5月11日

○ねんきん特別便の回答票を送付したお客
様より、手書きの宛名の封筒に他人の回答
票が封入されてきたとの連絡が年金事務所
からあり、誤送付したことが判明しました。

○委託業者が出力した被保険者記録照会回
答票と該当の方の基礎年金番号・氏名・住所
の確認を漏らしていました。
○また、封入前にクリアファイルに送付物一
式を差込みする際に、被保険者記録照会回
答票とお客様から記入・申出のあった回答票
の氏名・住所を確認すべきところを、誤って住
所のみ相違しているものとして、手書きで宛
名を作成しました。
○さらに、封入時のチェックにおいても被保
険者記録照会回答票とお客様から記入・申
出のあった回答票の氏名が相違していること
を発見できず、そのまま封入してしまったこと
によるものです。

1名 ― 0

○年金事務所担当者からお客様宅を
訪問し、お詫びのうえ、誤って封入した
被保険者記録照会回答票を回収しま
した。
○お詫びと経過について文書を送付し
ました。
○送付した文書について了承を得まし
た。ねんきん特別便の回答を送付しま
した。

○委託業者における再発防止策とし
て、チェックポイントについて図式化し
た資料の作成を行い、周知・徹底しま
した。

外
部

183

老齢年金
支給開始
年齢の説
明誤りに
ついて

説
明
誤
り

三重 四日市 2010年5月19日 2010年7月23日

○ご本人様から 「年金相談窓口で、６０歳か
ら特別支給の老齢厚生年金が支給されると
いう説明を受けなかったため、平成２２年５
月、繰上げ請求をした。適切に説明されてい
たら繰上げ請求をしなかった」 との電話によ
るお申出がありました。
○担当者に確認しましたところ、通常、見込
額の説明時には本来請求と繰上げ請求とを
比較して説明しており、６０歳から特別支給
の老齢厚生年金が支給されるという説明も
行っているとのことでした。
○しかしながら、ご理解いただけるように説
明が行き届かなかったため、制度について誤
解を招いてしまったものと判明しました。

○老齢年金裁定請求書受付時、ご本人様か
ら、繰上げ請求するとのお申出があったた
め、老齢年金の支給開始年齢について理解
されていなかったにもかかわらず、ご理解い
ただいたうえで繰上げ請求されるものとして、
国民年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書
を裁定請求書とともに受理してしまったもの
です。
○窓口で説明する際、お客様にご理解いた
だいているか確認せずに、ご理解いただいた
ものと思い込んでしまい、請求書を受理して
しまったことが原因と考えます。

1名 ― 0

○お客様相談室長がお客様に電話
し、お詫びのうえ、説明し、取消するこ
とで了承を得ました。
○機構本部に取消依頼をしました。

○窓口対応にあたってはお客様に納
得いただくまで説明し、説明内容がお
客様に理解していただいているか確認
のうえ、関係書類を受理することを、お
客様相談室全職員に周知徹底しまし
た。

外
部

184

185

年金見込
額につい
て 説

明
誤
り

東京 葛飾 2010年7月28日 2010年7月28日

○お客様から、「ねんきん定期便の見込額に
将来の賞与支給予定額が含まれているのか
どうか」との問い合わせがあり、含まれていな
い」との誤った回答をしてしまったことが判明
しました。

○本来、機構本部等へ確認をし、含まれると
の回答をすべきところ、誤って含まれていな
いとの回答をしてしまいました。確認をせず
に安易に回答をしてしまったことによるもので
す。

1名 ― 0

○所長よりお客様に対し、文書にてお
詫びをし、了承を得ました。

○お客様相談室内会議にて、当該事
象を説明し、相談窓口、特に電話での
対応について留意するよう指示し、全
体で申し合わせました。 外

部

53



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

未支給年
金請求該
当者に関
する説明
誤りについ
て

説
明
誤
り

大阪 天満 2010年7月8日
2010年7月8日
2010年9月9日

○お客様が来所され、未支給年金請求書を
提出していただきましたが、本来の請求者の
方が存在するにもかかわらず、確認を怠り、
本来の請求者でない方を請求者として受理し
てしまったことが判明しました。

○年金相談窓口の担当者が、本来の未支給
請求対象者（死亡された方の配偶者様）の存
在を確認して、請求書の請求者名及び添付
書類の変更をご案内すべきところを、誤って
来所されたお客様（死亡された方のお子様）
を請求者として請求書及び添付書類の受理
を行ったことによるものです。

1名 ― 0

○お客様（死亡された方のお子様）が
再度来所され、お詫びのうえ、これま
での経過を説明しました。添付書類と
して不足していた未支給請求者の金
融機関口座情報の提出していただき、
戸籍謄本については、公用での取得
依頼を受けました。
○直ちに、担当者が公用での戸籍謄
本取得申請に赴き発行を受けました。
この間、お客様より電話にて連絡が入
り、戸籍謄本が取れればそのまま正し
い手続きを進めてほしいとのことでし
た。
○書類一式を機構本部へ進達しまし

○窓口や電話において案内にかかわ
る職員に対し、提出を依頼する戸籍等
については、戸籍謄本など続柄だけで
なく、判明している氏名もお伝えするこ
とで、より具体的な案内を行うよう指示
を行いました。

外
部

186

○書類 式を機構本部へ進達しまし
た。

繰下げ請
求につい
て

説
明
誤
り

愛媛 松山東 2010年9月17日 2010年11月16日

○７０歳になられたお客様が老齢基礎年金
の繰下げ請求のため来所され、記録の確認
をしましたところ、既に６５歳時から老齢基礎
年金が支給されていることが判明しました
が、お客様が来所時に持参された６５歳時の
裁定請求書の写しに、繰下げを希望するとの
記載があったことから、窓口対応者が機構本
部での処理誤りと判断し、訂正依頼をしまし
たところ、機構本部より他の年金の受給権者
であるため繰下げ請求ができないお客様で
あるとの理由で書類が返戻となり、説明誤り
が判明しました。

○お客様は遺族厚生年金の受給権者の方
であったため、本来繰下げ請求ができないと
説明すべきところ、遺族厚生年金の受給権
者であるかどうかの確認を怠ったうえ、お客
様が持参された６５歳時の裁定請求書の写し
に、繰下げを希望するとの記載があったこと
から、機構本部に訂正を依頼すれば繰下げ
請求ができると思い込み、お客様に誤った説
明を行いました。
○年金事務所において、お客様が遺族厚生
年金の受給権者であることを確認しなかった
こと及び機構本部へ訂正依頼をする際の書
類の事前チェックでも確認漏れがあったため
です。

1名 ― 0

○担当者からお客様に電話連絡をし
て、お詫びのうえ、繰下げ請求ができ
ないことを説明し、了承を得ました。

○課長会議及び課内会議において事
象を説明し、繰下げ請求申請時におい
ては他の年金の受給権者の方でない
かの確認を徹底するよう周知しまし
た。

外
部

187

繰上げ請
求の説明
誤りついて

説
明
誤
り

東京 新宿 2010年6月14日 2010年10月14日

○お客様より、「年金の繰上げ請求をしたこと
によって、共済から支給されている年金が大
幅に減額された」とのお問合せがありました。
○確認しましたところ、年金の繰上げ請求時
に誤った説明をしていたことが判明しました。

○お客様が年金請求のため来所された際
に、「厚生年金を喪失し、早めに年金をもらい
たい」とのお申出がありましたので、繰上げ
請求の説明を行いましたが、お客様はＡ職員
共済受給者のうち、特定警察職員等の特例
に該当しており、定額部分の発生が厚生年
金被保険者よりも早く、すでに共済年金の定
額部分を受給しているため、本来であれば繰
上げ請求を行うと共済年金の定額部分が停
止となると説明すべきところ、通常の繰上げ
請求として説明したことにより発生した事象
です。
○そのため、繰上げ請求を行わない場合の
年金額が、繰上げ請求を行った場合より高額
になり、共済からの支払が過払い調整された
ため、年金の支払金額が大幅に減ってしまい
ました。

1名 ― 0

○お客様に年金の繰上げ請求ついて
誤った説明があったことをお詫びしま
したところ、「きちんと説明されていれ
ば、繰上げ請求はしなかった、取消し
てほしい」とのお申出があり、機構本
部に協議することとしました。
○機構本部からの回答により、再裁定
書類を機構本部に進達しました。ま
た、返納方法申出書をお客様に送付し
ました。
○お客様より電話があり、年金額の調
整が平成２３年２月から行えることを説
明し、了承を得ました。また、共済年金
については、こちらの年金が訂正され
たのを確認次第、速やかに支払を行う
とのことでした。
○お客様より、返納方法申出書が送
付されました 機構本部に進達しまし

○当該事象について、担当課内会議
で窓口担当者に説明し、共済受給者
の方については、定額・加給金が発生
していないか確認を徹底するよう指示
しました。

外
部

188

付されました。機構本部に進達しまし
た。
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年金相談
時の説明
不足につ
いて

説
明
誤
り

神奈川 高津 2010年4月5日189 2010年10月7日

○年金相談センターへ来所されたお客様か
ら「平成２２年８月に年金事務所へ老齢基礎
年金の繰下げ請求手続きをしたが、平成２２
年４月に年金相談センターで相談をした際、
老齢基礎年金を受給するには請求手続きが
必要になることを教えてもらえなかったため
に不利益が生じた」とのお申出がありました。
○確認しましたところ、年金相談時の説明不
足が判明しました。

○平成２２年４月、お客様が年金相談セン
ターに、「７０歳になるため、年金見込額を知
りたい」と来所された際、お客様が老齢基礎
年金を受給していないことを相談担当者が見
落としてしまい、老齢基礎年金の請求手続き
が必要になることを説明しませんでした。
○そのためお客様は、７０歳になれば自動的
に年金額が変更されると思われていたとこ
ろ、平成２２年８月に振込された年金額と年
金見込額が合わないことから、年金事務所で
相談され、その際はじめて老齢基礎年金の
請求手続きが必要であることを説明され、そ
の日に繰下げ請求手続きを行ったため、老
齢基礎年金の支払は、請求された翌月の平

1名 ― 0

○年金相談センター長がお客様にお
詫びし、相談センターへ来所された平
成２２年４月を繰下げ請求書の受付日
とすることが可能であるかを機構本部
へ協議することをお伝えしました。
○機構本部から、年金相談時の説明
誤りが原因であるため、平成２２年４月
の来所日を受付日するとの回答があ
りましたので、お客様に連絡し、お伝え
し、処理を進めることとしました。
○年金相談センターからお客様へ平
成２３年３月の支払予定であることを
連絡し、了承を得ました。

○年金相談センターにおいては、６５
歳を超えている受給者の方について
は、必ず受給者原簿を確認し、受給者
原簿がない受給権者の方については
説明を行い、必要であれば届書をきち
んと受付けるように周知徹底しました。
○また、年金事務所においても、朝礼
時に今回の事象を相談員を含めたお
客様相談室全員に周知しました。

外
部

190

未統合記
録にかか
る説明誤り
について

説
明
誤
り

東京 上野 2010年10月20日 2010年10月20日

○お客様が農林共済組合の加入記録の調
査のことで来訪された際、対応した職員が、
「共済組合の加入記録は年金事務所では統
合できません」と説明しました。
○国が管理している年金記録を検索しました
ところ、現在は厚生年金保険の加入記録とし
て取扱っている農林共済組合の未統合記録
であることが判明したため、お客様に対する
説明が誤っていたことが判明しました。

○本来であれば、国が管理している厚生年
金保険及び国民年金の年金記録を検索し、
お客様の未統合記録の有無を確認しなけれ
ばならないところ、検索を行わなかったこと並
びに農林共済組合の加入記録の取扱いを誤
認していたことが原因で、誤った説明をしてし
まいました。
○その後、適用調査課長に対応を代わりまし
たが、対応した職員が年金記録の検索を
行ったうえで説明しているものと思い込み、
同様の説明を繰り返してしまいました。

1名 ― 0

○別の職員が氏名索引を行いました
ところ、統合が可能であることが判明
し、基礎年金番号に統合しました。こ
の度の不手際をお客様にお詫びし、経
過及びお詫びの手紙を送付すること
で、了承を得ました。
○お客様あてに文書を送付しました。

○所内において、当該事象を説明し、
必ず氏名索引を行い、加入記録を確
認するよう、指示しました。

外
部

齢基礎年金の支払は、請求された翌月の平
成２２年９月分からの支払いとなりました。こ
のためお客様は、平成２２年５月分から８月
分の老齢基礎年金を受給できませんでした。

新規裁定
時の繰り
上げ請求
に関する
説明誤り
について

説
明
誤
り

東京 目黒 2010年7月12日 2010年10月18日

○お客様が来所され、「平成２２年７月に老
齢年金の裁定請求書を提出した際、繰上げ
請求をしたつもりなのに手元に届いた年金証
書および振込額を見たところ、繰上げた金額
になっていない」とのお申出がありました。
○確認しましたところ、お客様は繰上げ請求
をご希望されていたにもかかわらず、請求時
の担当者による説明誤りが判明しました。

○平成２２年１０月、当所への来所時には本
来請求での試算回答票をお持ちだったため、
「受付時に本来請求と繰上げ請求の違いや
メリット・デメリットを説明したうえで本来請求
を選択していただいたと思われる」旨をお伝
えしましたが、「そのような説明は受けていな
い」とのことでした。
○お客様は老齢年金の請求時に繰上げ請
求の意志をお持ちでしたが、お客様が基礎
年金と厚生年金の関係等の制度を十分に理
解されていないにもかかわらず、年金相談担
当者がご理解を得たものと誤認し、本来請求
として受理してしまったために発生した事象
です。

1名 ― 0

○お客様相談室長よりお客様に電話
し、お詫びのうえ、説明しました。お客
様からは平成２２年７月に遡って繰上
げ請求として処理することを強く求めら
れましたので、機構本部に協議するこ
ととしました。
○機構本部からの回答により、お客様
相談室長よりお客様に電話し、平成２
２年７月に遡って繰上げ請求を認める
ことはできないことをお伝えし、今後直
近の支払月から繰上げすることで了承
を得ました。
○お客様が来所され、直近支払月か
らの繰上げ請求額の支払となる手続
きを行いました。

○繰上げ請求のご説明の際は、お客
様の意志確認を徹底するよう、周知し
ました。

外
部

191
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192

年金見込
額に関して
の説明誤
りについて

説
明
誤
り

大阪 守口 2010年3月3日 2010年3月4日

○窓口にて、年金相談をされたお客様から、
「長期特例に関する説明が違っている」という
ご指摘をいただき、確認しましたところ、誤っ
て説明していたことが判明しました。

○職員が、平成２２年６月をもって４４年加入
となり長期特例に該当し、長期特例者は在職
中なら、定額部分は支給停止となる、と説明
すべきところ、定額部分は支給されると誤っ
て説明したことが原因です。

1名 ― 0

○お客様が来所された際、お客様相
談室長が対応した職員とともに、お詫
びのうえ、説明をしました。
○お客様が来所され、総合案内へ文
書を提出されました。文書に対する回
答を求められましたので、お客様あて
にお詫びの手紙を送付しました。
○平成２３年１月末現在、お客様から
の、お申出等はありませんが、今後お
申出等がありましたら、引き続き対応
していくこととしました。

○今回の事象について、年金相談窓
口担当者全員に、事例研修を行い、周
知徹底しました。

外
部

共済加入
者への説
明誤りに
ついて

説
明
誤
り

神奈川 港北 2010年7月12日 2010年9月11日

○お客様が来訪され、「平成２２年７月に相
談した際、老齢基礎年金の全部繰上げをし
た場合には退職共済年金の受給額が減るこ
とを説明されなかった。もし減るのであれば、
繰上げ請求を取りやめたい」とのお申出があ
りました。
○確認しましたところ、年金相談時に担当者
の説明が不足していたことが判明しました。

外
部

○平成２２年７月に来所された際、特別支給
の退職共済年金の受給者が、老齢基礎年金
を繰上げ請求された場合は、共済から支給さ
れている特別支給の退職共済年金のうち老
齢基礎年金に相当する金額部分が支給停止
になることを相談担当者が説明しなかったた
め、お客様は共済から支給されている年金
額は減らないまま老齢基礎年金を受給でき
ると思われ、全部繰上げの請求書を当所へ
送付されたものです。
○年金相談の際、老齢基礎年金を繰上げ請
求すると、共済年金受給額にも影響が出るこ
とを担当者が説明しなかったために発生した
事象です。

1名 ― 0

○お客様より電話があり、担当者が説
明不足をお詫びし、機構本部で今後
の対応を検討中であることを説明しま
した。
○機構本部から、繰上げ請求を取消
すとの連絡があり、担当者がお客様へ
電話し、再度お詫びのうえ、繰上げ請
求の取消を行うこと、共済組合につい
ては機構から送付する支払額変更通
知をもってお客様から連絡していただ
くようお願いし、了承を得ました。
○平成２３年１月、全部繰上げによる
老齢基礎年金が取消され、平成２２年
８月分からの特別支給の老齢厚生年
金がお客様へ支払われたことを確認し
ました。

○お客様相談室朝礼で今回の事象を
伝え、繰上げ請求をされた場合に他の
年金への影響についてお客様へ説明
を行うよう、周知徹底しました。

193

194

老齢基礎
年金繰上
げ請求時
の注意点
の説明不
足につい
て

説
明
誤
り

秋田 大曲 2010年4月14日 2010年10月13日

○お客様より、「平成２２年４月に老齢厚生年
金と老齢基礎年金の全部繰上げ請求の手続
きをした。その際、共済･厚生年金の定額部
分が停止になる旨の説明を聞いていなかっ
たので、定額部分が停止になるのであれば
全部繰上げ請求はしなかった。全部繰上げ
請求を取消してもらいたい」とのお申出があ
りました。
○確認しましたところ、老齢基礎年金を繰上
げ請求した場合の注意点の説明不足が判明
しました。

○平成２２年４月の年金相談･手続受付票に
は、繰上げ請求した場合の注意点の説明を
した記載はありませんでした。
○本来、お客様が繰上げ請求を希望された
場合、その注意点を十分説明し、理解してい
ただいたうえで請求書を受理すべきところ、
その説明が不足していたため、お客様は制
度内容を詳しく理解しないまま繰上げ請求を
することとなりました。

1名 ― 0

○担当者がお客様と面談し、今回の
事象の説明不足をお詫びしました。老
齢基礎年金の全部繰上げ請求の取消
を機構本部に依頼することで了承を得
ました。
○機構本部へ書類一式を送付し、繰
上げの取消を依頼しました。

○お客様相談室内会議において、繰
上げ請求の注意点の説明を徹底する
よう指示しました。

外
部

56



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○平成２２年１１月、厚生年金の期間照会に
ついて国民年金特例任意加入中のお客様よ
り、年金相談センターで合算対象期間１１月
(昭和５１年３月１日～昭和５２年２月１６日）
が発見されたと、お申出がありました。
○期間照会の調査過程において、年金相談
センターで合算対象期間であると説明した昭
和５１年３月１日～昭和５２年２月１６日の期
間は任意加入期間であり、合算対象期間に
は該当しないことが判明しました。

○平成２０年７月、お客様からの特例任意加
入の手続き時に、昭和５１年３月分が任意加
入中の免除期間となっており、本来任意加入
中の未納期間に修正すべきところ、この修正
を漏らして受給権発生予定年月日を計算し、
手続きのうえ、処理しました。
○年金相談センターで昭和５１年３月１日～
昭和５２年２月１６日は任意加入中の未納期
間で、合算対象期間に該当しないにもかか
わらず、合算対象期間に該当する旨の説明
を行いました。また、年金事務所では年金相
談センターから電話で納付書再交付依頼を
受け、平成２０年７月から２７月分の納付書を
再発行した際、年金相談センターでの相談内

合算対象
期間の説
明誤りに
ついて

説
明

○副所長、年金相談センター長がお
客様宅を訪問のうえ、お詫びしました
が、了承は得られませんでした。機構
本部に協議することとしました。
○機構本部からの回答により、所長、
副所長がお客様宅を訪問し、再度お
詫びのうえ、当該期間を合算対象期
間とすることをお伝えし、了承を得まし
た。

○年金相談センターと、合算対象期間
の確認時点で任意加入期間の有無を
確認すること及び特例任意加入者に
資格喪失予定年月日が変更となる年
金記録（合算対象期間を含む）を確認
する場合には、必ず特例任意加入申
出書類をすべて再確認したうえで判断
するよう申し合わせました。
○国民年金課の課内会議で、特例任
意加入者の納付書発行依頼について
は、資格喪失予定年月日の変更を必
要とする案件ではないかを依頼者に
確認のうえ、発行すること、また、特例
任意加入手続時には、任意加入期間

外
2010年11月19日

再発行した際、年金相談センタ での相談内
容の確認を行わずに納付書の再発行処理を
行いました。
○本来、平成２０年７月分から平成２３年８月
分までの保険料を時効期限内に納付すれば
受給資格（３００月)を満たすことができなかっ
たところ、平成２２年７月時点において、７０歳
までに２７月納付すれば受給資格を満たすと
の誤った説明を受けたお客様は、平成２０年
７月分から平成２０年９月分の国民年金保険
料を納めていなかったため、平成２２年１１月
判明時において納付可能な期間をすべて納
付しても受給資格に３月満たさないこととなり
ました。

明
誤
り

山口 山口 2008年7月9日 1名 ― 0

任意加入手続時には、任意加入期間
の確認を必ず行い、受給資格につい
て複数人で確認することを申し合わせ
ました。

外
部

老齢基礎
年金繰上

○お客様より、「平成２２年１２月の支払通知
で平成２２年１０月分から年金額が改定され

○お客様が平成２２年５月に来訪され、年金
請求手続きをされました。その後、平成２２年

○副所長とお客様相談室長がお客様
宅を訪問し、説明不足についてのお詫

○朝礼で今事象を報告のうえ、注意喚
起しました。

195

障害基礎 ○障害年金請求の相談時に、お客様に請求 ○お客様が来所され、職員が障害の状態、 ○職員が当初の対応についてお客様 ○朝礼時において、本事象について

年金繰上
げ請求手
続き時の
説明漏れ
について

説
明
誤
り

福島 白河 2010年9月11日 2010年12月13日

で平成 年 月分から年金額が改定され
ているが、６０歳まで遡及して改定にならない
のはなぜか」とのお問合せがありました。
○確認しましたところ、繰上げ請求書を受付
した際、窓口において改定月の説明漏れが
あったことが判明しました。

請求手続きをされました。その後、平成 年
８月、「年金が決定になったが、基礎年金が
反映されていない、繰上げを希望していたは
ずだ」との電話連絡がありました。受付票を
確認しましたところ、担当者は繰上げ希望な
しと記入していたため、その旨お話しし、繰上
げ請求の手続きをしていただくこととしまし
た。
○平成２２年９月、お客様が来訪され、繰上
げ請求の手続きを終えましたが、お客様は、
繰上げ請求による年金の支払が平成２２年６
月分まで遡及すると誤解されていました。
○繰上げ請求書を受理した場合、本来は、
年金額の改定月を含め制度説明をすべきと
ころ、その説明に漏れがあったことが原因で
す。

1名 ― 0

宅を訪問し、説明不足に いてのお詫
びと繰上げ制度について説明しまし
た。
○お客様からは、制度上遡及すること
が無理であるならばやむをえないとご
理解をいただき、「今後、提出書類に
ついて、相談者が提出したことを確認
できる仕組みを検討するべき」というご
意見をいただきました。

起しました。

外
部

196

197

年金の請
求におけ
る説明誤り
について

説
明
誤
り

大阪 豊中 2010年10月25日 2010年12月20日

用紙一式を手渡していましたが、障害基礎年
金の申請に再来所の際、老齢年金の繰上げ
受給をしており、繰上げ請求時よりも初診日
が後となっているため、事後重症請求および
認定日請求ができないことが判明しました。

病歴、初診日についてききとり、障害基礎年
金の申請可能として、受診状況証明書、診断
書、申請書などの用紙を手渡し、必要書類に
ついて説明しました。
○前回の応対時において老齢基礎年金の繰
上げ受給をしており、初診日が繰上げ受給
後であるため、認定日請求、事後重症の請
求ができない旨説明を行うべきところ、老齢
基礎年金の繰上げ受給を行っている旨の確
認を漏らしたことによるものです。

1名 ― 0

にお詫びし、障害基礎年金の請求に
ついて説明を行いました。受診状況証
明書や診断書の取得に費用も要して
おり、労力も費やしている、申請ができ
ないことはわかったがこのような費用
については、どうなるかとのことで、現
在機構としては、そのような費用の損
害を受けたとして、その費用を機構が
支払うシステムはないことを説明しまし
た。今のところ再検討する予定はない
旨を告げました。

説明し、同様の誤りを今後起こさない
よう徹底し、ブロック本部とも連携しな
がら、混雑時に年金相談対応可能な
職員の育成に努力し、チェック表の活
用の徹底を指示しました。

外
部

57



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

老齢基礎
年金繰上
げ請求時
の説明誤
りについて

説
明
誤
り

沖縄 名護 2010年11月30日 2011年1月4日

○ご本人様が来訪され、「加給年金額対象
者不該当届及び返納金申出書を提出し、そ
の際、老齢基礎年金繰上げ請求したが、どう
なっていますか」との質問がありました。
○確認しましたところ、見込額を誤って説明し
ていたことが判明しました。

○ご本人様が来訪され、老齢厚生年金及び
老齢基礎年金繰上げ請求書を受付し、見込
額を案内しました。
○ＮＴＴ共済の退職共済年金を受給されてい
る方の老齢基礎年金繰上げ請求の見込額を
算出する場合、ＮＴＴ共済期間を共済年金期
間として追加登録しなければ、全期間厚生年
金として計算するため、実際の額よりも大きく
計算されてしまうことが原因です。また、繰上
げ請求をした場合、ＮＴＴ共済の退職共済年
金の定額部分も停止となりますが、停止後の
見込額の案内もできていませんでした。

1名 ― 0

○副所長とお客様相談室長がご本人
様宅を訪問し、お詫びの手紙を手渡す
とともに、事象の経緯を説明してお詫
びしました。ご本人様から、ねんきんダ
イヤルでも説明を受けたが、間違いで
あったのか確認してもらいたいとのお
申出があったため、確認して後日、回
答することとしました。
○お客様相談室長がねんきんダイヤ
ルの説明に誤りがあったことを確認し
た後、ご本人様に電話で、その旨を説
明し、老齢基礎年金繰上げ請求するこ
とを確認し、了承を得ました。

○お客様相談室職員に今回の事象を
説明し、繰上げ請求に係る注意点の
説明の徹底と統合共済年金の見込額
は十分注意し、慎重に算出すること及
び権利にかかわる説明をした場合、相
談票に必ず事蹟を記入するよう指示し
ました。

外
部

198

199

年金受給
資格に係
る説明誤り
について

説
明
誤
り

大阪 市岡 2010年1月22日 2011年1月11日

○お客様ご夫妻が来所され、加入期間なら
びに合算対象期間を確認しましたところ、受
給資格期間に１９月不足しており、前回来所
時の年金受給資格に係る説明誤りが判明し
ました。

○平成２２年１月にお渡ししている、基礎年
金番号情報照会回答票では、厚生年金加入
期間はゼロ、国民年金納付済期間２０５月、
全額免除期間１９月の合計２２４月のみであ
り、合算対象期間４５月を加えても２６９月
で、たとえ平成２２年１０月まで納付したとして
も受給権は発生しません。
○配偶者様が厚生年金加入していた６６月
のうち、２１月はご本人様が国民年金任意加
入して納付しており、その期間を勘案せずに
合算対象期間の計算をしたことが原因と思
われます。

1名 ― 0

○担当者がお客様に対し、誤った説明
をしたことをお詫びし、受給権発生まで
不足している月数を説明しました。あら
ためて平成２４年７月までの納付をお
願いしましたところ、了承を得ました。

○お客様相談室内会議において、受
給権シートの活用と、必ず見込額を出
して受給権発生年月日の確認をする
よう周知・徹底しました。

外
部

雇用保険 ○ご本人様のご家族より 「親の支給停止月 ○ご本人様が来所され 「求職申込をした ○お客様相談室長がご本人様宅を訪 ○お客様相談室会議において当該事

200

雇用保険
との調整
による事
後清算に
かかる説
明不足に
ついて

説
明
誤
り

兵庫 尼崎 2010年9月16日 2011年1月14日

○ご本人様のご家族より、「親の支給停止月
の年金の支払がいつになるか」との電話があ
りました。
○確認しましたところ、説明不足であったこと
が判明しました。

○ご本人様が来所され、「求職申込をした
が、失業認定を受けない」とのお申出があっ
たため、支給停止事由該当届と特別事情に
よるご本人様の申立書を受理しました。１２
月支払で待機期間に係る年金の支給調整が
される旨の通知が届いたため、ご家族より照
会があり、年金額の減額分の説明をし、停止
月分の支払については、後日支払すると回
答しました。
○事後清算を契機として支払いされる旨説
明すべきところ、後日支払うとしか説明しな
かった職員の説明不足によるものです。

1名 ― 0

○お客様相談室長がご本人様宅を訪
問し、説明不足についてお詫びしまし
たが、予定が狂ってしまったので、至
急支払ってほしいとご納得していただ
けませんでした。
○お客様相談室長よりご本人様のご
家族に電話し、再度お詫びのうえ、早
期支払はできない旨を説明しましたと
ころ、了承を得ました。

○お客様相談室会議において当該事
象を説明し、年金の支払日について
は、慎重に回答すること、また的確な
説明を行い、説明誤り、説明不足のな
いよう周知徹底を行いました。

外
部

遺族厚生
年金・遺族
基礎年金
の説明誤
りについて

○お客様（遺族厚生年金・遺族基礎年金の
受給者であるお子様２名のお母様）より、「振
込通知書が届いたが、年金事務所において
交付された年金見込額は、子ども１人当たり
年額７２４ ８００円であったにもかかわらず

○お客様より、離婚後死亡されたご主人様の
遺族年金について相談を受けました。
○当所において、お子様２名の遺族厚生年
金・遺族基礎年金の請求書を受理しました。
担当職員は 初めてのケ スであったため

○担当者が本来説明すべき停止額に
ついて説明していないことをお詫びし
ました。遺族年金の権利を得たことに
より、児童扶養手当が支給停止とな
り さらに返納を求められ生活できな

○お客様相談室会議において、当該
事象を説明し、説明不足・説明誤りの
ないように周知徹底を行いました。

りについて

説
明
誤
り

兵庫 尼崎 2010年4月5日 2010年7月14日

年額７２４，８００円であったにもかかわらず、
年金が５１０，０００円支給停止され、支給額
は年額で２１４，８００円であった」との来訪に
よるご相談がありました。
○確認しましたところ、支給停止について、職
員が説明していなかったことが判明しました。

担当職員は、初めてのケースであったため、
見込額について別の職員に事象を説明し、
試算を依頼しました。依頼を受けた職員は生
計同一のお母様がいる場合については、遺
族基礎年金が停止されることの知識はありま
したが、担当職員には説明しませんでした。
担当職員は遺族基礎年金が停止されること
の知識がなく、お客様にお子様１人当たり年
額７２４，８００円の見込額計算書を交付しま
した。
○生計同一のお母様がいる場合について
は、遺族基礎年金が停止されることの説明
は行わなかったことによるものです。

2名 ― 0

り、さらに返納を求められ生活できな
いとのお申出があり、理解は得られま
せんでした。
○お客様より審査請求手続きに出向く
とのお話がありました。
○審査請求書が審査官に送付され、
受理されました。審査官より事務所に
経過書を求められたため、発送しまし
た。
○審査請求は、棄却との連絡がありま
した。以後、お客様より連絡はありま
せん。

外
部

201

58



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

老齢年金
請求書に
ついての
説明及び
受理誤り
について

説
明
誤

神奈川 藤沢 2009年5月13日
2010年2月22日

2010年10月27日

○お客様より電話にて、「平成２２年２月に提
出した、国民年金通算老齢年金請求書（以
下、請求書という）の決定通知が届いてない」
とのお申出がありました。
○確認しましたところ、同請求書を２度受付し
ていることと、通算老齢年金の受給要件を満
たしていないことが判明しました。

○平成１９年１２月、お客様が配偶者様の年
金記録調査依頼のため来所され、厚生年金
保険被保険者加入期間照会申出書を受理し
ました。
○平成２０年２月、調査結果確認のため再度
来所された際、国民年金記録が判明したた
め、当該期間について年金の請求が可能で
ある旨の説明を行いました。
○しかしながら、その国民年金記録について
は、ご本人様が当時すでに老齢厚生年金受
給権者であったため、強制加入期間ではな
いことから保険料の免除は認められず、任意
加入者の保険料免除は有り得ないため、本
来取消とすべき記録であるにもかかわらず、 1名 ― 0

○担当者がお客様宅へお伺いし、受
給資格がない旨の説明及びお詫びを
しました。内容等について口頭ではな
く文書で回答してほしいとのお申出が
ありました。
○お客様あてに回答及びお詫びの文
書を送付しました。
○お客様より回答文書についての連
絡等がなかったことから、今後お申出
があった場合、対応することとしまし
た。

○役付会議の場において、当該事象
を周知し、再発防止に厳重に努めるよ
う、申し合わせました。

外
部

202
誤
り

神奈川 藤沢 2010年2月22日
2010年10月27日 来取消とすべき記録であるにもかかわらず、

誤まった説明をしてしまったために発生した
事象です。原因は、担当した職員の知識不
足によるものです。
○平成２２年２月、お客様が平成２１年５月に
提出された請求書の決定にかかるお問合せ
に来所された際、担当した職員が記録を確
認しましたところ、国民年金通算老齢年金受
給者としての記録がなかったために、改めて
請求書の提出を依頼し、あらたにお持ちいた
だいた戸籍謄本等とともに、再度受理してし
まいました。

1名 ― 0

部

○お客様相談室長がお客様からの電
話でお詫びをしましたが、ご納得いた
だけませんでした。
○お客様が来所され、副所長及び電

老齢基礎
年金受給
要件の説
明誤りに

○お客様から年金の受給についての電話相
談があり、対応した職員が資格期間を確認し
ましたところ、２５年に満たないため受給資格
はないと回答しました。

○最初に電話に出た職員は厚生年金適用調
査課の職員であり、お客様相談室に引き継
ごうとしましたが、全員が窓口と電話対応で
ふさがっていたため、お客様の基礎年金番

○所長から各課長に事象を説明し、全
職員に受給要件の確認は慎重に行う
ことを徹底するよう指示しました。

202

取下げ申 ○特別監査において 年金記録に係る確認 ○取下げ申出書の所在が確認できず 調査 ○担当者がお客様宅を訪問し 取下 ○年金記録の確認調査は 現在事務

○お客様が来所され、副所長及び電
話対応した２名の職員がお詫びをし、
その後、年金請求書を受理しました。
説明誤りについてはご納得いただけ
ず、所長と面談したいとのお申出があ
りました。
○お客様が来所され、所長と副所長
が面談し、説明誤り及び職員の対応に
ついてお詫びしました。５年前にも相
談しており、受給できるとの回答を受
けているのに、なぜ、そのことがシステ
ムに記録されていないのかとの指摘
がありました。合算対象期間は相談時
にはシステム上記録されないことを説
明し、お客様の声として報告することを
お伝えし、了承を得ました。

明誤りに
ついて

説
明
誤
り

新潟 上越 2010年12月21日 2010年12月21日

はないと回答しました。
○再度お問合せがあり、お客様相談室職員
が確認しましたところ、被扶養配偶者であっ
た合算対象期間と合わせると受給資格があ
ることが分かり、当初の説明が誤っていたこ
とが判明しました。

ふさがっていたため、お客様の基礎年金番
号から加入期間を確認し回答した。
○対応した職員がお客様相談室以外の職員
であり、理解不足によるものです。

1名 ― 0
外
部

203

204

取下げ申
出書の紛
失につい
て

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

和歌山
和歌山

西
2009年2月16日 2010年12月13日

○特別監査において、年金記録に係る確認
申立書の取下げ申出書の所在が確認でき
ず、取下げ申出書の紛失が判明しました。

○取下げ申出書の所在が確認できず、調査
しましたところ、年金記録に係る確認申立書
を受付した後、名簿等を調査した結果、記載
されていた資格取得日が健康保険記録で
あったにもかかわらず、厚生年金保険記録と
誤って判断し、申立てのあった記録が判明し
たとして、確認申立書の取下げ申出書を受
理していたことも判明しました。

1名 ― 0

○担当者がお客様宅を訪問し、取下
げされた確認申立期間について、年金
記録が判明した旨の誤った説明をした
ことについてお詫びし、了承を得ました
が、「申出事業所の年金記録が途中で
切れていることには納得いかない」と
のお申出がありましたので、改めて
「年金記録に係る確認申立書」を受理
しました。

○年金記録の確認調査は、現在事務
センターが県下一括で処理を行い、複
数の人員により記録判明の可否を
行っています。当該事案については、
当所職員のみならず、事務センター職
員を含め周知し、現状の取扱の徹底
を図り、再発防止に努めることとしまし
た。

内
部

59



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

205

選択申出
書の紛失
について

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

長野 松本 2008年9月18日 2010年8月18日

○事務センターより、書類の進達状況につい
て確認依頼がありました。
○確認しましたところ、平成２０年９月に旧業
務センターから書類が再返戻され、当所より
再進達を行いましたが、書類が紛失している
ことが判明しました。

○旧業務センターと年金事務所との書類進
達・返戻のやりとりのなかで、受付簿の管理
と提出書類の管理がきちんと行われていな
かったことが原因です。

1名 未払い 1,532,323

○担当者がお客様にお詫びし、事情を
説明のうえ、再度書類を作成していた
だき、平成２０年４月受付として書類等
を機構本部に進達しました。
○機構本部において入力処理済を確
認しました。
○年金が振込されることを確認しまし
た。

○お客様相談室内の研修において、
今回の事象について説明し、受付簿
の管理の徹底、提出書類の管理の徹
底、添付書類の確認について周知・徹
底を図りました。

内
部

船員保険
資格記録
の統合誤

○期間調査のお申出を受付した他年金事務
所より、県内の年金事務所へ記録統合に関
する調査依頼がありました

○年金記録を調査しましたところ、申出の
あった期間とは別に、氏名の漢字が一字
違っていましたが 読み 生年月日とも同じで

○担当グループ長が電話にてお詫び
し、ご自宅を訪問のうえ、再度お詫び
し 年金再裁定申出書及び返納方法

○朝礼で当該事象を説明し、ご本人様
の可能性のある記録が判明した場合
の調査・確認の徹底を再確認するとと

207

厚生年金
記録の統
合誤りに
ついて

記
録
訂
正
誤

佐賀 唐津 2003年10月28日 2011年1月8日

○ご本人様のご家族から、「厚生年金期間が
国家公務員共済組合と重複しているので調
査してほしい」とのお問合せがありました。
○確認しましたところ、全く別人の記録を、
誤って統合したものであることが判明しまし
た

○当初、統合ミスと思われましたが、考えら
れる原因の１つとして、厚生年金記録を紙台
帳からコンピューターへ移行する際、旧社会
保険業務センター職員が他人の記録を入力
ミスしたことではないかと推測されます。 1名 過払い 143,273

○お客様相談室長及び副所長がご本
人様宅を訪問し、お詫びのうえ、詳しく
説明し、了承を得ました。再裁定申出
書及び返納方法申出書を受理しまし
た。

○役付会議を開催し、全職員に今回
の事象の内容を説明するとともに、手
帳記号番号の統合には特に注意する
よう、周知徹底しました。 外

部

の統合誤
りについて

記
録
訂
正
誤
り

宮城
事務

センター
2010年7月9日 2010年12月3日

する調査依頼がありました。
○確認しましたところ、ねんきん特別便によ
る期間調査において、お客様への記録確認
等が不十分であったため、お客様の記録に
別人の記録を統合していたことが判明しまし
た。

違っていましたが、読み、生年月日とも同じで
あったことから、お客様の記録と判断し、回
答書にその旨を記載し、仮計算書と一緒にお
客様へ送付しました。
○その後、お客様から、年金記録の訂正及
び年金額の再計算に関する申出書が送付さ
れ、別人の記録を統合してしまいました。原
因は、お客様に十分な確認をせずに記録統
合処理をしてしまったことと、その後のチェッ
クが不十分だったことによるものです。

1名 過払い 177,182

し、年金再裁定申出書及び返納方法
申出書をお渡ししました。
○お客様から送付された、年金再裁
定申出書及び返納方法申出書を受理
し、別人の記録を削除しました。
○また、年金再裁定及び返納処理に
必要な書類を機構本部へ送付しまし
た。

の調査・確認の徹底を再確認するとと
もに、回答書のチェックについても十
分行うよう指示しました。

内
部

206

誤
り

た。

共済過去
記録の誤
統合につ
いて

記
録
訂
正
誤
り

本部
記録

管理部
2010年8月2日 2010年12月15日

○年金事務所から共済過去記録についての
照会がありました。お申出の共済過去記録
は、今回のお申出の方と同姓同名、同一生
年月日の別人に既に記録統合されていまし
た。
○確認しましたところ、誤って別人の共済記
録を統合していることが判明しました。

○共済組合より提供された平成９年１月以前
に資格喪失している組合員等加入記録（共
済過去記録）について、名寄せ該当者の方
からの回答により基礎年金番号への記録統
合処理を業務委託していましたが、委託業者
において統合処理時、お客様お申出の所属
所（勤務先）と共済組合記録情報の所属所が
一致するかどうかの照合を行う際の確認誤り
によるものです。
○なお、統合処理時に注意を要する複数名
寄せ該当者の方については、委託業者で処
理内容について全件再確認チェックを行いま
したが、そこでも確認漏れとなっていました。

2名 誤還付 538,420

○誤統合した別人の共済記録につい
て、統合取消を行うとともに、管轄する
年金事務所に国民年金記録の再補正
を依頼し、国民年金記録を元に戻すよ
う依頼しました。
○誤って別人の共済記録を統合してし
まったお客様に、今回の事情を説明
し、お詫びするとともに、管轄する年金
事務所と連携して、誤還付となる国民
年金還付金について、返納いただくよ
う説明しました。
○当該共済記録について、正しい共
済記録の加入者に記録統合を行い、
記録確認のお知らせとして、被保険者
記録照会回答票を送付しました

○職員に、今回の事象を周知し、記録
整備について再確認しました。

内
部

208

記録照会回答票を送付しました。
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県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
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対応 対策
判明
原因

共済過去
記録整備
事業にお
ける地方
公務員等
共済組合
からの情
報提供漏
れについ
て

記
録
訂
正
誤
り

本部
記録

管理部
2010年4月22日 2010年4月27日

○共済過去記録整備事業において、全ての
記録が確認できましたとご本人様あてに回答
したものについて、年金事務所より、ご本人
様が申立した記録が収録されておらず、共済
組合が発行したねんきん特別便にはその共
済加入期間が記載されているが、確認してほ
しいとのお問合せがあり、地方公務員等共済
組合からの情報提供漏れが判明しました。

○共済過去記録整備事業においては、共済
組合が保有する加入員記録はすべて提供さ
れているとの認識のもと、氏名索引等により
共済情報の確認を行っており、確認できた共
済記録をすべて収録したのち、ご本人様のお
申立の内容と期間に若干の差異（２年）が
あったとしても、すべて確認ができたとみなし
ているところです。
○当該期間は機構に提供されているとの認
識でしたが、氏名索引を行っても確認ができ
なかったため、地方公務員共済組合連合会
に問合せしましたところ、取得年月日が平成
９年１月１日以前であり、平成９年１月１日時
点で共済加入中の共済記録について、その

約
30,000

件
― 0

○判明契機となったお客様につきまし
ては、申立期間について再度入念な
調査を行うこととし、その旨を窓口にお
いて説明し、了承を得ました。
○地方公務員共済組合連合会と機構
の間で、情報提供にかかる認識の相
違が発生した経緯、情報提供がなされ
ていないものの対象者等については
地方公務員共済組合連合会と調整す
ることとしました。
○同様の事象について回答をしたお
客様へは、事情を説明した手紙を送付
しました。

○情報提供について、共済組合等と
の認識の相違に起因したことから、以
後、相互に調整を密にすることを確認
しました。

外
部

209

り 点で共済加入中の共済記録について、その
直前の記録は情報提供の対象外としている
とのことでした。
○このため、本来なら収録すべき共済記録
が収録されないまま、ご本人様に回答するこ
ととなってしまいました。

（平成２２年４月３０日、公表及び日本
年金機構ホームページに掲載済）
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210

年金に関
する保険
係職員を
名乗る者
による詐
欺事件に
ついて

事
故
等

東京 葛飾 2010年5月17日 2010年5月17日

○お客様より、不審な者が訪問してきたとの
お問合せが区役所にあり、年金に関する保
険係職員を名乗る者による詐欺事件が判明
しました。

○お客様宅に、年金に関する保険職員を名
乗る者が訪問し、「本人に代わり年金の手続
きを行うに当たり費用として３万２～３００円
が必要」と言われ、お客様は職員と名乗る者
に現金を渡してしまったとのことでした。 1名 その他 30,300

○区役所の担当者が警察に被害届を
出すようお客様にお伝えし、詐欺事件
として被害届を作成することとなりまし
た。また、広報誌や、注意喚起のポス
ター、区内メディアでの注意喚起をす
るとのことでした。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

社会保険
庁職員を
騙る不審
電話につ
いて

事

○お客様より、「不審な電話があったので、
確認したい」とのお問合せがありました。

○社会保険庁または社会保険事務所のサイ
トウ（男）、カトウ（男）と称し、「医療費の還付
金の通知を平成２２年４月に送付していた
が、届出が出ていないため連絡した。今日中
に処理しなければ支払ができないので 座

○社会保険庁はすでに存在せず、年
金事務所において電話で口座番号等
を確認することはないことを説明し、教
えないよう、お伝えしました。また、念
のため警察にも連絡するよう依頼しま

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホ ムペ ジに 不審電話及び不審

事
211 いて

事
故
等

栃木 大田原 2010年11月11日 2010年11月11日
に処理しなければ支払ができないので、口座
番号と生年月日を教えてほしい」との内容と
のことでした。

1名 ― 0
のため警察にも連絡するよう依頼しま
した。

ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

212

門扉支柱
の破損に
ついて

事
故
等

沖縄 コザ 2010年11月29日 2010年11月29日

○職員が戸締りのため、当所敷地内にある
門扉を閉めようとしたとき、門扉支柱が曲
がっているのを発見しました。

○防犯カメラにて確認しましたところ、駐車場
に止まっている車がバックする際に、門扉支
柱に接触するのが確認できました。物損事故
を起こしたのはお客様の車と思われますが、
お客様からの相談はありませんでした。

1年
金事
務所

― 0

○警察に被害状況を報告しましたが、
接触した車のナンバープレート番号が
不明なため、相手を特定することがで
きず、機構において修理費を負担し、
修理しました。警察の話では、当て逃
げで処理をすることになるとのことでし
た。

○今回の事象を職員に周知し、同様
の事象が起きた場合の対応について
周知しました。

内
部

受給者便
の回答書
に対しての

○お客様から、送付した記録照会について、
報酬確認を依頼したにもかかわらず、期間の
回答がされていたとのお申出がありました

○電話応対した職員が当該内容を説明しま
したが、聞き入れてもらえず、副所長に交代
し 改めて説明を行いました

○国民年金と厚生年金の保険料納付
の明細内訳は提示不可能なため、仕
組みを示す資料を送付する旨を回答

○当該事象については、役付会議お
よび課内会議において周知を行うとと
もに 対応者を副所長に絞り 今後エに対しての

お申出に
ついて

事
故
等

新潟 新潟東 2010年12月3日 2010年12月3日

回答がされていたとのお申出がありました。
○また、以前第三者委員会から、国民年金
の記録がないと回答されたが、記録がないと
いっておきながら、預金通帳の年金振込に
は、新国民年金と記載がある等、その他制度
に対するお申出がありました。

し、改めて説明を行いました。
○ひとつの案件について説明をしても、説明
を聞こうとせず、脅迫ともとれる発言がありま
した。
○電話照会があり、国民年金および厚生年
金の徴収開始時期を回答しました。説明を聞
こうとせず、脅迫ともとれる発言がありまし
た。また、国民年金および厚生年金の徴収開
始時期を平成９年からだと聞いたとのお申出
があり、平成９年は基礎年金番号導入の年
である旨を説明しましたが、聞き入れてもら
えませんでした。

1名 ― 0

組みを示す資料を送付する旨を回答
しました。それ以外のお申出について
もひと通り説明を行いましたが、聞き
入れられず、脅迫ともとれる発言があ
りましたため、所長と相談のうえ、警察
に相談を行いました。
○会話についてＩＣレコーダーに記録
し、また、脅迫ともとれる発言が出たた
め、所長と相談のうえ、警察に再度相
談を行いました。
○平成２２年１２月７日以来、電話・来
訪はありません。今後も引き続き、お
申出に対して適切な対応を取り、副所
長を中心に引続き対応を行っていくこ
ととしました。

もに、対応者を副所長に絞り、今後エ
スカレートするようであれば、引続き警
察と連絡を取っていくこととしました。

内
部

213
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年金手帳
の詐取に
ついて

事
故
等

東京 千代田 2010年12月3日 2010年12月8日

○お客様より電話にて、「二人組の男が事業
所に訪れ、書類に記載・捺印をさせ、年金手
帳を持って行った」との連絡がありました。

○１２月３日にお客様が出社した際、事業所
の扉に年金事務所調査課からの封筒が挟
まっていたことから、「３日の件は年金事務所
の職員ではないかと思ったが、その後、不審
に思い、年金事務所に電話をした」とのことで
した。また、年金事務所名を名乗ったのか、
書類の名称は何であったか等をお聞きしまし
たが、お客様はご高齢でもあり、記憶が定か
ではないとのことでした。
○調査課および徴収課に確認しましたとこ
ろ、１２月２日に調査課担当者が書類の提出
勧奨のために事業所へ臨場しましたが、不
在のため勧奨文章等を封筒に入れ、事業所
の扉に挟み帰りました。そのため翌日３日に

1名 ― 0

○お客様に当所の職員は１２月３日に
は事業所へ臨場していないことをお伝
えし、年金手帳を持っていった者に、
年金事務所以外で心当たりがないよう
であれば、警察に連絡するようご案内
しました。
○お客様に電話にて基礎年金番号変
更等のご案内をしましたところ、「高齢
のため、本当に男に渡したのかも、分
からなくなった。年金手帳がないのに
気がつき、思い込みかもしれないの
で、これ以上の対応は結構です」との
お申出をいただきました。

○今回の事象について、職員に周知
するとともに、同様の事象があった場
合の対応を再確認しました。

外
部

214

215

厚生労働
省と市職
員を騙る
還付金詐
欺につい
て 事

故
等

静岡 掛川 2010年12月15日 2010年12月16日

○お客様から、「不審な電話があった」との電
話がありました。

○「年金の戻るお金がある。明日、振込先の
口座番号を記入してもらう用紙を送付するの
で、返送してほしい」と言われたとのことでし
た。
○同日の夕刻、無線にて振込詐欺に対する
注意を促す情報を聞き、もしかしたら自分も
同じ電話だったのではと思い、年金事務所に
確認の電話をしたとのことでした。

1名 ― 0

○年金記録を見る限り、還付するもの
が見当たらないので、その旨お知らせ
し、口座番号等の回答をしないようお
願いしました。あわせて、再度同様の
電話が入った時は、当方にご連絡いた
だくようお願いしました。
○市役所へ電話にて確認しましたとこ
ろ、「同様の電話にて、高齢者が現金
を詐取された。警察の指導により、無
線にて注意喚起した」とのことでした。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

個人情報 ○お客様から 「不審電話があ たので そ ○厚生労働省の職員でアオキと名乗る者か ○年金事務所等から 電話で口座番 ○平成２２年９月１０日 日本年金機構

の扉に挟み帰りました。そのため翌日３日に
は年金事務所職員は事業所には臨場してい
ませんでした。

216

個人情報
の詐取に
ついて

事
故
等

岡山 倉敷東 2010年12月24日 2010年12月24日

○お客様から、「不審電話があったので、そ
の内容確認をしたい」とのお問合せがありま
した。

○厚生労働省の職員でアオキと名乗る者か
ら電話があり、「年金の還付について半年ぐ
らい前に通知したが、未だに請求がない、還
付手続きをとるので口座番号を教えてほし
い」という内容で、うっかり口座番号を教えて
しまった後で不審に思ったので、金融機関へ
連絡をした後、年金事務所へ確認の電話をし
たとのことでした。

1名 ― 0

○年金事務所等から、電話で口座番
号等をお尋ねすることはない旨を、お
客様にお伝えしました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

217

徴収職員
証票の紛
失につい
て

事
故
等

埼玉 春日部 2010年1月5日
～2010年12月8日

2011年1月5日

○所長より徴収職員証票の確認をするよう
要請があり、確認しましたところ、職員１名の
徴収職員証票が紛失していることが判明しま
した。

○当該職員は長期休暇となり、退職日まで
出社せず、確認しましたところ、徴収職員証
票を事務所から持ち出しておらず、机のデス
クマットに挿んでいたとのことでしたが、発見
できませんでした。
○国民年金課全員で机の中やロッカーなど
隈なく探しましたが、徴収職員証票は見当た
らず 紛失したと思われます

1名 ― 0

○デスクマットの下にはない旨を当該
職員に伝え、紛失について当該職員
は承知し、顛末書の提出がありまし
た。
○警察に当該職員より遺失物届を提
出しました。
○年金事務所において公示を行いま
した

○職員全員に朝礼時に身分証明書を
含め、各自毎日所持していることを確
認するよう指示しました。定期的に朝
礼時に確認を行うこととしました。

内
部

等
らず、紛失したと思われます。
○徴収職員証票の確認は交付以来、一度も
行っていませんでした。

した。

63



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

厚生労働
省職員を
名乗る不
審電話に
ついて

事
故
等

山形 山形 2011年1月6日 2011年1月6日

○お客様から、「不審な電話があったので問
合わせした」との電話がありました。

○厚生労働省の職員でキノシタと名乗る若い
男から自宅に電話があり、「昨年１２月の法
案改正により、高齢者支援金として、お客様
に月４７，５００円振込まれることになった。利
用している金融機関名、キャッシュカードの
有無、携帯電話の番号を教えてほしい」と言
われたが、本当にそのような照会はあるのか
とのことでした。
○お客様は、男に対し、金融機関名と携帯電
話の番号を伝え、キャッシュカードについて
はないと答えたとのことでした。また、個人情
報は、日本国民データから収集し、２週間後
に手続き用紙を送付するので、記入後に返
信するように指導されたとのことでした。

1名 ― 0

○一旦お客様との電話を切り、男が連
絡先として指定したフリーダイヤル０１
２０-○○○-△△△へ電話をかけまし
たが、応答はありませんでした。
○再度お客様へ電話をし、不審な電
話と思われるため、今後同様の電話
が来ても相手にせず、これ以上の個人
情報を言わないよう、お伝えしました。
また、今後も同様の電話が続いたり、
金品の要求などが発生した場合には、
当所への連絡の他、警察への相談も
必要であることをお伝えしました。同
日、お客様から再度電話があり、その
後も同様の電話が続くことから、警察

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

218

信するように指導されたとのことでした。 後も同様の電話が続くことから、警察
へ連絡し、相談するとの報告を受けま
した。

社会保険
事務所職
員を名乗
る不審電
話につい
て

事
故
等

山形 山形 2011年1月7日 2011年1月7日

○お客様より、「不審な電話があった」とのお
問合せがありました。

○山形社会保険事務所社会保険給付係のク
ロダと名乗る男から自宅へ電話があり、「医
療費還付金２３，６８４円を指定口座に至急
振込したいので口座番号を教えてほしい。そ
の案内を昨年秋に出したが手続きがなされ
ていないと言われたので、再度案内を要求し
たが却下された。５年経過しているので社会
保険事務局経理課０１２０-○○○-△△△キ
ムラまで確認の電話をするように」と言われ
たとのことでした。
○掛けてみたところ、キムラと名乗る男が出
て、お客様の持つ金融機関を指定したが断ら
れ、近隣のスーパーのＡＴＭを案内され、そこ
に出向き再度掛かってきた携帯電話で誘導

1名 ― 0

○情報として機構本部に報告すること
をお伝えし、お客様から警察にも連絡
してくださいとお伝えしました。当所よ
り指定の電話番号に電話かけました
が、つながりましたが、人の応答がな
く、すぐ電話が切れることを確認しまし
た。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

219

220

不審電話
について

事
故
等

福岡 久留米 2011年1月 2011年1月17日

○市役所の国民年金担当職員より、「老後基
金と名乗る団体から、あと少し年金を納めれ
ば、年金が出るとの電話連絡があったが、ど
ういうことか」とのお問合せがお客様からあっ
たとの情報提供がありました。

○お客様に連絡があった時期及び納付方法
の説明があったかなど不審電話の詳細な内
容は不明ですが、市役所職員が「年金事務
所からそういう案内をすることはない。また、
納めるすべがなく、納められても年金には結
びつかないことを改めて説明した」との連絡
がありました。
○お客様は６０歳当時、市役所に年金相談
に出向き、納付期間が短いので年金は出な
い旨説明を受け、年金が出ないことについて
納得され たと と た

1名 ― 0

○市役所職員の対応でお客様は納得
されているとのことでした。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

に出向き再度掛かってきた携帯電話で誘導
され、お客様の却下された２つの口座の残高
を聞かれ答えると、還付されるはずが、手続
きのためお金を振込むようにと言われ、不審
に思い電話を切ったとのことでした。

は納得されていたとのことでした。

221

不審電話
について

事
故
等

香川 高松東 2011年1月19日 2011年1月19日

○お客様から、「ネンキンカイタクセンターと
いうのは存在するのか。また、そのような問
合せをしているのか」とのお問合せがあり、
不審電話があったことが判明しました。

○ネンキンカイタクセンターのタカノと名乗る
者から電話があり、「昭和４０年頃、運送関係
の仕事に行っていなかったか。○○さんとい
う名の人を知っているか」と聞かれたとのこと
です。お客様は、実際、その人の名前も知ら
ず、ネンキンカイタクセンターも聞いたことが
なかったので「知らん」と答えて電話を切った
とのことです。

1名 ― 0

○電話を受けた職員は、日本年金機
構の関係でネンキンカイタクセンターと
いう機関はありません、また、年金記
録関係で電話照会する場合もあります
が、その場合は所属と名前等をきちん
と名乗ってお問合せしますとお伝えし
ました。
○また、同様の電話がかかってきたと
きは、答えずに折り返し電話する等の
対策をとっていただくようお願いしまし
た。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

64



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

年金事務
所への脅
迫行為等
について

事
故
等

京都 下京 2010年12月16日 2010年12月16日

○当所で以前からやり取りを行っていたお客
様に電話した際、担当者に脅迫ととれる言動
や、不当な要求がありました。

○お客様が問題にしている昭和５８年４月か
ら昭和６３年３月までの国民年金記録は申請
免除期間になっています。期間照会の回答
結果も同様です。
○しかし、お客様はこの間、１月あたり１人分
として１万円の国民年金保険料を支払ったと
申立てています。
○支払ったとされる国民年金保険料をお返し
することは出来ないこと、納付記録を訂正す
る場合には第三者委員会の斡旋が必要なこ
とを繰り返し伝えていますが、お客様は、第
三者委員会への申立を拒否されています。

1名 ― 0

○所長、副所長、国民年金課長が警
察に赴き、今後の対応について相談し
ました。警察の担当の方から、今後の
対応について、提言を受けました。

○今回の事象について、職員に周知
するとともに、同様の事象があった場
合の対応を再確認しました。

事
件
等

222

年金セミ
ナー参加
呼びかけ
の詐欺事
件（疑）に
ついて

事
故
等

愛知
名古屋

西
2011年1月25日 2011年1月29日

○お客様より、「不審な電話があったので、
確認したい」とのお問合せがありました。

○数日前にコンドウと名乗る男より、「年金に
関するセミナーを行うので、午後１時に金融
機関の駐車場に集合してください。会場へは
車にて送迎するので、年金手帳と通帳と印鑑
を持って来てください」との電話を受けたが、
年金事務所でそのようなセミナーを行ってい
るのかとのお問合わせがありました。
○金融機関へ問合わせましたところ、「その
ようなセミナーは行っていない」とのことでし
たが、金融機関内では年金相談会を実施し
ており、「お客様が指定された日も実施予定
である。それに関するチラシも配布している」
とのことでした。

1名 ― 0

○年金事務所としては、そのようなセ
ミナーは行っておらず、もし、金融機関
が行っているとすれば、○○金融機関
の○○です、と名乗ると思いますの
で、今後とも注意してくださいと回答し
ました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。 事

件
等

振込詐欺 ○全国健康保険協会から、「振込詐欺（被害 ○お客様宅へ、県の社会保険事務局経理課 ○全国健康保険協会では、ＡＴＭでの ○平成２２年９月１０日、日本年金機構

223

振込詐欺
について

事
故
等

秋田 秋田 2011年1月23日224 2011年1月25日

○全国健康保険協会から、「振込詐欺（被害
なし）」事件があったと、情報提供がありまし
た。

○お客様宅へ、県の社会保険事務局経理課
(今は年金機構になっていると付け加えた）キ
タムラと名乗る男より、「過去５年間の医療費
の払戻金として２０，５６１円を返還するので、
近くのＡＴＭへ行き、指定する電話番号へ連
絡をください」という内容の電話があったとの
ことでした。行けないというと、後日改めて連
絡するとのことで、この日の対応は終了した
とのことでした。
○翌日、再び、県の社会保険事務局経理課
のオオエと名乗る男から、キタムラの代わり
だとして電話があり、前回同様近くのスー
パーのＡＴＭへ行き、到着したら指定する電
話番号０１２０－○○○－△△△へ連絡する
よう指示があり、指示のとおり電話をし、何種
類かのキャッシュカードで残高を確認しなが
らＡＴＭ操作を行ったそうですが、その後不審
に思い、全国健康保険協会へ確認のため電

1名 ― 0

○全国健康保険協会では、ＡＴＭでの
手続きをご案内することはない旨をお
客様に説明し、被害が発生している可
能性が高いので、至急警察へ連絡し
ていただくようお話したとのことでした。
○その後、お客様宅へ電話し、状況確
認をしましたところ、すぐに警察へは連
絡し、使用した通帳のキャッシュカード
の暗証番号などの変更手続きをし、残
高確認したところ、残高に問題はなく
被害は発生していなかったことを確認
したとのことでした。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

、 健康 険 電
話をしたとのことでした。

65



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

不審電話
について

事
故
等

佐賀 佐賀 2011年1月26日 2011年1月26日

○お客様から、不審な電話があったとのお問
合せがありました。

○社会保険事務局経理課を名乗る男から自
宅に電話があり、平成２０年以前の５年分の
医療費について、還付金３１，２５０円が発生
しているため、振込口座指定登録が必要で
ある旨の連絡があり、フリーダイヤルの電話
番号を案内されたが、会話の中で自宅近くに
スーパーか病院があるかとの質問があり、不
審に思ったため電話を切ったとのことでした。 1名 ― 0

○お客様には詐欺行為と思われる電
話のため、フリーダイヤルへは絶対電
話をしないようお伝えし、現在、社会保
険事務局の組織は存在しないこと、年
金事務所から還付金のご案内をする
ときは、まず、文書（還付請求書）をご
自宅へ郵送していること、過去５年分
の医療費の還付はあり得ないことをお
伝えし、ご納得いただきました。
○警察及び市町国民年金担当部署に
不審電話が発生していることについて
情報提供を行いました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。 事

件
等

225

226

アシスタン
ト職員の
身分証明
書紛失に
ついて

事
故
等

神奈川 平塚 2010年1月1日
～2011年1月13日

2011年1月13日

○職員から、身分証明書を紛失したとの申出
がありました。

○職員が名札ストラップを見たところ、名札と
一緒に入れているはずである身分証明書が
なくなっており、毎日着用しているものの、常
時確認していた訳ではないため、いつどこで
紛失したか不明です。 1名 ― 0

○当該職員が机周り等を探しました
が、見つからず、朝礼で他職員へ伝達
し、課内・事務所内を探しましたが見つ
かりませんでした。
○ブロック本部へ再交付依頼しまし
た。

○朝礼時に事象を報告し、職員個々
による管理の徹底を周知しました。

内
部

227

不審電話
について

事
故
等

岩手 二戸 2011年1月29日 2011年1月31日

○お客様から、「不審な電話があったので、
確認したい」とのお問合わせがありました。

○岩手県年金協同組合のササキと名乗る者
から電話があり、内容は、「事業主で６５歳前
の者に、社会保険庁からの指示で資料を送
付している。６５歳前の経営者は居るのか、
資料を見たか」とのことで、電話が非通知の
うえ、直通電話を聞いてもフリーダイヤル０１
２０－○○○－△△△を話すのみであったの
で 不審に思いながら話していると「年金は

1名 ― 0

○その団体は、日本年金機構の組織
とは全く関係がなく、経営者を特に対
象とした年金を扱ってはいないことを
説明したうえで、情報提供のお礼を述
べました。
○フリーダイヤルに架電しましたが、
不通でした。
○また 県内の各年金事務所に情報

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

で、不審に思いながら話していると「年金は
いらないのか」のような脅しの言葉を発し、切
れたとのことでした。

○また、県内の各年金事務所に情報
提供を行いました。

年金加入
記録回答
票の拾得
について

事
故
等

本部
記録

管理部
2010年4月12日 2010年7月1日

○警察から、「日本年金機構のものと思われ
る拾得物が届いている」との連絡がありまし
た。
○確認しましたところ、倉庫保管対象の年金
加入記録回答票であることが判明しました。

外
部

○倉庫保管対象の年金加入記録回答票に
ついて、保管箱に収納したうえ、拠点の執務
室内で委託業者へ引き渡しました。
○委託業者の搬出作業時に、その保管箱の
落下事故があり、内容物の一部回収漏れが
あったことによります。
○拠点の執務室が入居しているビルの関係
者が、地下駐車場で年金加入記録回答票１
０件の束を拾得し、ビル防災センターへ届出
し、防災センターにて拾得物を保管していま
したが、落し主の申出がなかったため、警察
へ届けたとのことでした。警察にて拾得物を
約２ヵ月保管していたとのことですが、落し主
の申出がなかったため 内容を確認し 機構

10件 ― 0

○対象の保管箱を含む１５箱２，２０６
件について、保管依頼時に作成した保
管対象者一覧と全件突合せを行い、
その他に紛失している書類がないこと
を確認しました。

○委託業者に対し、以後、このような
事故が起きないよう注意喚起するとと
もに、落下防止及び事故等が発生した
場合の報告について対策を検討する
よう指示しました。
○委託業者より、再教育の実施及び
再確認の徹底を指導したとの報告が
ありました。

228

の申出がなかったため、内容を確認し、機構
本部へ連絡があったことにより発覚したもの
です。
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